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最 法新労働安全衛生

労働安全衛生法は、労_場で破全と衛生を確保し、 

労働災害を防止するために頻繁に改正か行われ、規制 

の内容は複雑かつ®う大なものになってI ''ます。本書は、 
法の全容を要説するとともに、解釈•運用上の問題につ 

し、ても最新の法令に基づき詳述したものです。
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賛助会員•定期購読のお願い
全国安全センターの活動に御賛同いただき、ぜひ賛助会員として入会して下さい。 
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重要判例•主要通達による

労働基準法の運用実務
長年労働基準監督署で実務に携わってきた著者が、そ 

の体験、知識、知恵を余すところなく書き綴った実務指 

針。実務上最も影響の大きい労働省通達とその疑問点 

に重点を置きながら、第一線での活用方法を解説。
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最新労災保険

実務指針と撕ている行Milをベーフに、業務上外の 

判定、給付基礎日額の算定、治癒認定等のまさに実務 

そのものといえるテーマに重点を置き、一部戦前の解釈 

にもふれなから解説。第2版では、急増する過労自殺に 

対する新しい認定基準を含め、最新の内容に刷新。
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特集/厚生労働省交渉•改正労災保険法

「労災隠し鵬へ局庁連携し 

S標を明示した対策を

2 Q] 5時間の厚生労働省交渉

古谷杉郎
全国安全センター事務局長

全国安全センターとして旧労働省時代から数え 

ると4年目、厚生労働省になってから初めての交 

渉を3月29日午後1時から4時の3時間にわたっ 

て行った。しかし、この時には監督課が急遽国会 

審議が入ってしまって欠席したことと、労災補償関 

係では「労災隠し」の問題だけで予定の時間をオー 

バーしてしまったため、4月24日にあらためて2時 

間、2回目の交渉も行った。

例年どおり、「A.全般的事項」、「B.労働安全衛 

生関係」、「C.労災補償関係」という大枠にまとめ 

て多様な要望事項を提出。このうち情報公開が中 

心テーマとなった「A.全般的事項」に関しては、前 

号で報告した。

情報公開

通達は請求手続なしに開示

情報公開関係では、前回欠席した監督課とも、 

「今後は、情報公開法に則って開示すべきものは 

開示する」ということを確認した。

前号2頁に列挙したような,過去の情報開示に 

関する秘密通達については、「過去に、開示につ 

いて法律として明確な規定が何もない時代に、運 

用面でのいろいろな通達を出したいきさつもあろう 

が、情報公開法に抵触ないし趣旨にかなわない部 

分があるとすれば、それは事実上『死んでいる』と 

認識している」。「一部すでに見直したものもある」 

とのこどで、前号15頁で紹介した「部内限」の平成 

10年2月24日付け基発第62号「就業規則の開示 

の要請等の取扱いについて」は、平成13年4月10 
日付け基発第354号「届出事業場に所属する労 

働者等からの就業規則の開示要請の取扱いにつ 

いて」［17頁参照］に置き換えられた。

なお、同通達による「就業規則の開示」は、情報 

公開法に基づく開示請求手続る開示とは別の、 

行政サービスとして行うものという整理である。今 

回、2回の交渉をはさんで情報公開文書室とのや 

りとりを含めて、「開示できる通達については、開示 

請求手続を経ずに行政サービスとして開示」という 

「原則」を確認できた。

しかし、具体的取り扱いになると早速、最新の改
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正労災保険法等の施行通達［8頁参照］に関して 

は、通達本文のコピーは提供したものの、「別添」 

とされた「二次健康診断等給付事務取扱手引」、「別 

紙」とされた介護作業従事者特別加入制度関連資 

料、「別に通達する」とされてV场「健診給付病院等」 

の指定準則に関する通達については、直接の担 

当の補償課、労災監理課、監督課と情報公開文 

書室の間を行ったり来たりしたあげく、「開示請求手 

続をしていただかないと対応できない」ということに 

なってしまった。まだまだ情報開示の腰が据わって 

いないものと見受けられる。

2回目の交渉では、この点の地方(労働局や監 

督署)レベルにおける取り扱いも議論している。厚 

生労働省の開示の審査基準を地方労働局で求め 

たところ、閲覧はさせたものの、コピーを要求する 

と、判断できずに本省と連絡をとったうえで「開示請 

求させるように」と指示されたと言われたという話が 

出された。本省として一律に「コピーが必要ならば 

開示請求せよ」というような指示は出していないと 

いうことは確認できたが、地方レベルでのコピー提 

供についての明答は得られなかった。

そもそも、新規通達集のようなものが営利目的 

で販売されているような実態があるように、一部の 

営利企業のみがコピーを入手できていて、開示可 

能な通達が一般に入手できるようになっていない 

ことが問題であると追及。旧厚生省関係では開示 

可能な通達が基本的にインターネット上で公表さ 

れているのと同様な対応を早急に実行することを 

求めたが、「今までそういう取り扱いをしていなかっ 

たことは認識している」、「ご指摘は真摯に受け止 

める」とのことであった。

なお、情報公開法施行後すぐに就業規則や監 

督復命書等の開示請求が現実に行われていると 

のことであり、監督課として5月はじめには結論を 

出し、個々の請求者に対して地方労働局から回答 

できるようにしたいとのことであった。交渉では、「検 

討段階での考え方」とことわりながら、「個人情報、 

企業情報」、「法律違背行為を助長させるおそれ」、 

「各部局の運用•遂行に著しい支障を及ぼすおそ 

れ」等々という理由から、「原則不開示」となりそう 

な気配を匂わせているが、全部不開示か部分不 

開示かを含めて結論が注目される。

r労災隠し」対策①

健保に返金しないと労災ダ^?

今年の交渉では、情報公開と並んで、「労災隠 

しj対策がもうひとつの柱となった。問題の背景とわ 

れわれの関心については、4月号の特集記事を 

参照していただきたい。

厚生省と労働省が統合したことのメリットは、労 

働基準局一監督課、安全衛生部、労災補償部と 

社会保険庁、保険局の担当者を一堂にそろえてこ 

の問題についての議論を行えたこと(実際には、 

監督課だけ時間差になってしまったが)。

各課の回答は別掲の記録を参照していただきた 

いが、やはりやりとりでは、とくに労働行政一監督 

署側の問題点の指摘に集中してしまいがちになる。 

とくに1回目の交渉では、補償課として「労災隠し」 

対策としてやっていることが、啓発活動以外は、ほ

ど昭和29、30年に出された労災保険と健康保 

険の「相互通報•連絡調整」だけといった内容であっ 

たため紛糾した［30頁参照］。

この問題は、1999年1月22日の旧労働省との 

交渉でも取り上げられているが［1999年4月号19- 
20頁参照］、労働省の通達［昭和29年8月23日付 

け基災発第116号「健康保険の給付を受けていた 

労働者に対する労災保険給付の取扱について」］ 

を根拠に、健康保険を使用した後、改めて同一事 

案について労災保険に請求を行う場合には、健 

康保険から支払われた額を返還してからでないと 

労災請求はできないと監督署で言われるというの 

が実態である。1999年の交渉時にも、「労働者に 

多大な経済的負担が生じる場合等には、健康保 

険等へ返還が完了する前であっても給付すること』 

(昭和29年通達の中でも例外的取り扱いとして書 

かれていること)という回答を得ているが、事態が 

改善されたとは言い難く、また、昭和30年通達［30 
頁参照］に言う、請求人の申立てと異なる決定を行 

う場合の相互通報•意見調整も現実にはほとんど 

行われていない。

安全センター情報2001年6月号3



特集/厚生労働省交渉•改正労災保険法

さらに、交渉後に明らかになったことであるが、 

情報公開法に基づく開示請求によって入手した、 

旧労働省労働基準局補償課が主要陳情での応答 

や労災裁判の判決要旨について都道府県労働基 

準局の労災主務課長宛てに出していた「部内限」 

の「労災補償情報」では、1999年の交渉の「回答 

のポイント」として、昭和29年通達の現物について、 

「※なお、安全センターには渡していない」、とわざ 

わざ注記しているのである。

「支払った領収書がないとだめだよという実態が 

あるというお話をうかがった。通達は絶対だめよと 

いうものセはないものだから、また、通達が解釈集 

にも載っていないというという話もあったので、こ 

ういう通達があるから領収書がついていなぐCも払 

いなさいよと指導する」という補償課の回答もあっ 

たが、「原則は支出後というのは現行制度のもとで 

は変えられない」ということでもあり、この際、通達 

自体の全面的見直しをするよう求めた。

「労災隠し」対策②

労災•健保一体の対策確立を

「労災隠し」の重大さの認識、これまでと現状の 

対策が圧倒的に不十分であること、実効性のある 

一複合的、総合的な一具体策の確立をめぐってや 

りとりが行われたが、以下のような抽象的回答かし 

ばしば黙ってしまうため、こちら側参加者からの問 

題提起が多かった。(企業の担当者が、「労災は隠 

せる」、「ばれてもたいしたことはないJと監督署が 

なめられていること、医療機関も問題の解決に監 

督署を頼りにしていない、という現状を認識して、 

変えようとすること。事業主の方だけ向いているの 

ではなく、困っている労働者に向けたキャンペーン 

一例えば、「『労災かくし』は犯罪です」というポ;汐一. 

リーフレットを作るなら、フリーダイヤルの相談窓 

ロを開設してみれば、われわれの日頃の実感が 

わかるだろう。安衛法100条一報告をしないという 

違反で送検しても罰金だけだし、直接労働者を救 

済したことにはならず、事前送検に重点を置くこと 

や懲役刑もある労基法76条違反で待機期間3日 

分の休業補償を払っていないものを取り締まるこ 

とが有効である。社会保険事務所のチェックに助 

けられているが、これは健康保険の収支対策とし 

ての取り組みで、労働者保護の観点を貫徹してい 

く必要がある。そもそも監督課だけでは手に余る、 

厚生労働省の総力をあげて取り組むことが必要、 

等々の指摘がなされた。)

「わが方としても、国会の場でも各先生方等々か 

ら『労災隠し』の問題の根深さだとか個別事案といっ 

たことも延々と、質問の中に入っていたわけで、そ 

れらについては今現在わが行政としてできる限り 

の努力をしているところではあるが、さらにそれだ 

けでは足りないというご指摘があることは承知して 

いる。それらについて、今年の2月に出した通達で 

必ずしもすべてかと言われると、たぶんすべてでは 

ないという部分が多々あるかとは認識している。今 

後、検討課題のひとつであるという認識も今現在 

持っている。」(監督課)

(国会答弁等している三者協議会の設置につい 

ては)「今現在検討しているところ」とのことであった 

が、周知•啓発や協議でいつまでもお茶を濁し続 

けるのではなく、⑴「労災隠し」対策の効果を判定 

するための工夫をして(数値)目標を明示した取り 

組みを行うこと、(2)労働基準局がリーダーシップ 

をとるかたちで、「労災隠し」と合わせて未手続事業 

所の解消を目的とした、監督署、社会保険事務所、 

健保組合や国保など一体となった手引きを作成す 

る、といったことの検討に着手するよう2回の交渉 

の場の両方で強く要望した。(1回目の交渉では、 

「厚生労働省ってか^まだ3か月ちょっとしかたっ 

ていないわけで、社会保険庁との連絡の方も今い 

きかねているところはあるが、ちょっとお互い相談 

をしながら検討の方は適宜進めていきたいと思う」 

(労災管理課)。2回目の交渉では、監督課は明答 

はなし。)

いずれにしろ、継続してフォローしていぐつもりで 

いるし、こちら側からの積極的な提言も積み重ね 

ていきたい。

他にも、じん肺合併肺がん問題をはじめやりと 

りも行っているが、19頁以下の交渉記録 

を検討していただきたい。
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二次健診等給付の創設
改正労災保険法が施行

昨(2000)年1月25日の労災保険審議会の建 

議［2000年3月号参照］を踏まえた労災保険法改 

正が11月に行われ、改正法(11月22日改正法公 

布)および関係政省令•告示が4月1日(一部は3 
月31日)から施行された。

今回の改正の主な内容は以下のとおりである。 

二次健康診断等給付の創設

介護作業従事者に係る特別加入の新設 

労災保険率等の改正

建設•立木伐採の事業に係るメリット制の増

減率の改正

これらの内容•留意事項については、平成13年 

3月30日付け基発第233号「労災保険法及び労働 

保険料徴収法の一部を改正する法律等の施行に 

ついて」が発出されている［8頁参照］。

今回の法改正によって、新たな労災保険給付と 

して「二次健康診断等給付」が設けられた。

この内容に関しては、日本医師会が昨年、「労 

働者健康プロジェ外委員会」を設置して、「労災保 

険における二次健康診断給付事業について」検 

討を重ね、昨年9月にはその答申が行われている。

このなかで「二次健診を行う有所見者の判断に 

ついてのガイドライン」が示され、また、二次健診の 

各検査項目に関する実施方法、留意点や特定保 

健指導については、別途ガイドラインを作成する 

こととしていたが、各種ガイドラインについて、「日 

本医師会雑誌」2001年3月15日号で公表し、それ 

らの周知•普及活動を行っている。

法令および行政通達ではそれらの内容はほと 

んど医師の判断にゆだねられているところであり、 

今後、日本医師会のガイドライン等が現場での目 

安になっていくものと考えられるため、以下にその 

概略を紹介する。

二次健診を行う有所見者の判断についての 
*ガィドラィン

一時健診で血圧、血中脂質検査、血糖検査、肥 

満度(BMI)のすべてに異常がある労働者につV 
て、その異常の判定については、健診担当医また 

は産業医の判断によることとする。

① 血圧については、日本高血圧学会の成人に 

おける血圧の分類、軽症高血圧以上(収縮期血 

圧140以上、または拡張期血圧90以上)とする。

② 血中脂質については、日本動脈硬化学会の 

総コレステロール220mg/dl以上、HDLコレステ 

ロール40mg/dl未満、トリグリセリド150mg/dl以 

上を用いて判定する。

③ 血糖については、老人保健法の要指導の判 

定基準である空腹時血糖値1lOmg/dl以上、Hb 
(へモグロビン)Alc5.6%以上を準用して判定す 

る。

④ 肥満については、日本肥満学会のBMI 25 
以上を用いる。なお、二次健診時に内臓脂肪型 

肥満の判定として、ウェスト周囲型(男性85 cm以 

上、女性90cm以上)を用いて判定することを追 

加する。

參二次健診として行う検査

①空腹時の血中脂質検査(空腹時の血清総コ 

レステロール、高比重リポ蛋白コレステロール 

(HDLコレステロール)および血清トリグリセリド 

の量の検査)

①

②

③

④
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※一次健診の血中脂質検査は、当該検査が集 

団健診という健診様式であったり、就業時間 

中に実施することなど厳密な空腹時の検査が 

実施困難なことが多いので、二次健診では空 

腹時における血液中の総コレステロール値、 

HDLコレステロール値、中性脂肪値を測定す 

る。

② 空腹時血糖検査(空腹時の血中グルコース 

の量の検査)

③ ヘモグロビンAlc検査(一次健診において当 

該検査を行った場合を除く。)

※一次健診で、HbAlc検査を行わなかった者に 

ついては、空腹時血糖検査とHbAlc検査の 

両検査を行う。

※一次健診でHbAlc検査を行った者について 

は、空腹時血糖検査のみを行う。

④ 負荷心電図検査統は胸部超音波沁エコー) 

検査

※運動負荷心電図検査については、潜在性心 

疾患のスクリーニングとして有用であり、運動 

負荷様式には単一段階負荷と多段階負荷(卜 

レッドミ)レ、自転車エルゴメー例る運動負荷) 

があるが、マスター 2段階負荷試験がスクリー 

ニングとして通常普及しており実際的である。 

※一次健診の心電図所見で運動負荷試験の禁 

忌と認められる所見のある場合など、総合的 

に判断して心エコー検在を実施する。

⑤ 頸部超音波検査(頸部エコー検査)

※頸動脈の硬化性病変は、虚血性脳血管障害 

のみならず虚血性心疾患で高頻度に頸動脈 

病変を合併するため、動脈硬化病変のスクリー 

ニング検査として有用である。

⑥ 微量アルブミン尿検査(ただし、一次健診にお 

ける尿中の蛋与の有無の検査において、疑陽 

性(土)または弱陽性(+)である場合に限る。) 

※微量アルブミン尿は、脳•心血管系疾患の良

い指標となることから、一次健診時の尿蛋白 

陽性所見の(土)、(+)をホすものについて、 

早朝尿における微量アルブミン尿検査を行う。 

«家族歴および既往歴»

高血圧、糖尿病、脳血管疾患および心臓疾

患等に関する家族歴は、これらの疾患のリスク 

要因として重要であることから、二次健診時に任 

意に問診を実施し、また、特定保健指導の際に 

必要に応じて問診として行う。

※二次健診の検査項目に関する実施方法、留 

意点等について、ガイドラインが示されている。 

參特定保健指導

一次健診および二次健診の結果、肥満、高血 

圧、高脂血症、高血糖が認められることから、食 

生活上の指導および脳血管疾患、心臓疾患の発 

症予防に必要な飲酒、喫煙、休暇、睡眠等の生活 

指導について、健診担当医および産業医を対象 

としたガイドラインが示されている。

［特定保健指導の例］

① 栄養指導

一次健診で、肥満、二次健診で高脂血症、高血 

糖であることが認められる。このことから、1日の 

総摂取カロリーを1,400kcal以内に抑え、バランス 

のとれた食生活を心がける必要があるなど、当該 

労働者に適する具体的な食生活上の指導を行う。

② 運動指導

空腹時血中脂質検査によれば高脂血症が認め 

られ、かつ一次健診結果から肥満が認められる。 

また、エコー検査で血栓等の形成がなく運動を行っ 

ても危険がないことも確認できる。このことから、 

1分間120回の心拍数となるような歩行、自転車エ 

ルゴメータを週5回程度、30分程行うことが有効で 

あるなど、当該労働者に必要かつ安全に実施可 

能な運動の指導を行う。

③ 生活指導

一次•二次健診結果により、高脂血症等が認め 

られることを踏まえ、飲酒、喫煙、休暇、睡眠等の 

生活習慣に関して、脳血管疾患の発症の予防に 

必要な指導を行い、労働者が現在の仕事を続け 

るとともに健康的な生活を送れるようにする。

特定保健指導は、1年に1回の二次健診につき 

1回に限って、面接により行われる医師、保健婦 

または保健士による保健指導が労災保険の給付 

として行われることとなるが、特定保健指導の効果 

を判断するためにも毎月1回の指導、年2回の評
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価を継続的に実施する必要がある。このため、医 

師等に対するセミナー、講習会の開催を行うなど 

の支援体制が必要である。これらの点について事 

業者及び労働者への行政指導が強く望まれる。

特定保健指導を行ったことによる健康状態の改 

善効果等の評価を行う必要があり、二次健診等給 

付対象者の把握と効果を評価するため、指導結果 

を実施機関からの報告を、収集することが必要で 

ある。

參運動療法実施機関

運動指導を受けた労働者について、運動療法 

を実施する機関としては、労災保険指定医療機関 

のリハビリ施設、健康保持増進サービス機関など 

が活用され、運動療法の実施が可能な機関の一 

覧表(パンフレット)などを作成する。

參二次健診結果に基づく事後措置

二次健診を実施した医師の意見を受診者のプ 

ライバシーの保護を図りつつ産業医に伝え、二次 

健診の結果(危険因子の程度)、産業医の判断、 

労働者の既往歴等を踏まえ、事業者は労働安全 

衛生法に基づくより適切な事後措置(例：休業、医 

療機関受診機会の付与、過重労働の軽減、配置 

転換など)を行う必要がある。 HTn

基発第207号 

平成13年3月30日 

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

「健康診断結果に基づき 

事業者が講ずべき措置に関 

する指針の一部を改正する 

指針」の周知等について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5 
第2項の規定に基づき、標記指針を別添1のとおり定め、 

その名称及び趣旨を別添2のとおり平成13年3月30日 

付け官報に公示した。

本指針は、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき 

措置に関する指針公示第1号(平成8年1◦月1日)として 

公表した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置 

に関する指針」について、昨年の労働者災害補償保険法 

の改正に伴う所要の改正を行ったものであり、改正後の 

「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する 

指針」は、別添3のとおりとなった。

ついては、下記に留意の上,事業者又は関係機関等 

に対して改正後の「健康診断結果に基づき事業者が講 

ずべき措置に関する指針」の周知を図るとともに、労働 

者災害補償保険法に定める二次健康診断を受けた労働 

者の就業上の措置が適切に講じられるよう事業者を指 

導されたい。

記

1改正の背景

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が一 

部改正され、平成13年4月より、労働安全衛生法の規定 

に基づき事業者が実施する一般健康誃断等の結果、脳• 

心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見が 

あるch診断された労働者が、労働者災害補償保険法に基 

づ«く二次健康診断を受けた結果(異常の所見があるもの 

に限る。)を事業者に提出した場合に、事業者は労働安 

全衛生法による健康診断実施後の措置を講ずることが義 

務付けられる。これに伴い、「健康診断結果に基づき事業 

者が講ずべき措置に関する指針」について、所要の改正 

を行うものである。

2主な改正の内容

(1) 事業者は、労働安全衛生法に基づく一般健康診断 

等の結果、二次健康診断の対象となる労働者に対し、 

二次健康診断の受診を勧奨し、その結果を事業者に提 

出するように働きかけることが適当であることを加える 

こと。

(2) 事業者は、労働者災害補償保険法に基づく二次健 

康診断結果が事業者に提出された場合に、医師の意 

見の聴取や必要に応じた事後措置を講じなければなら 

ないことに留意することを加えること。

(3) 事業者は、労働者災害補償保険法に基づく特定保 

健指導を受けた労働者に対し、自らが受けた特定保健 

指導の内容を医師、保健婦又は保健士に伝えるよう働 

きかけることが適当であることを加えること。

(4) 事業者は、労働者の継続的な健康管理を行うことが 

できるよう、二次健康診断の結果について、労働者の同 

意を得た上で、保存することが望ましいことを加rTn 
えること。*別添1〜3、新旧対照表(省略)kliis
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基発第233号 

平成13年3月30日 

都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局長

労働者災害補償保険法及び 

労働保険の保険料の徴収等に 

関する法律の一部を改正する 

法律等の施行について

労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収 

等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律 

第124号)る労働者災害補償保険制度の改正の大綱 

については、既に平成12年12月26日付け労働省発基 

第101号をもって労働事務次官より通達されたところであ 

る。

今般、同法の施行に伴い、労働者災害補償保険法及 

び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改 

正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 

(平成B年政令第1号)、労働者災害補償保険法施行規 

則等の一部を改正する等の省令(平成13年厚生労働省 

令第31号)及び労働者災害補償保険法の施行に関する 

事務に使用する文書の様式を定める件の一部を改正す 

る件(平成13年厚生労働省告示第128号)が平成13年 

4月1日(介護作業従事者に関する特別加入制度の創設 

及び継続事業(一括有期事業を含む。)における建設の 

事業又は立木の伐採の事業に係るメリット制の増減率の 

改定に係る部分については平成13年3月31日)から施 

行されることとなった。

ついては、下記事項に留意の上、事務処理に遺憾なき 

を期されたい。

(注)法令の略称は次のとおりである。

改正法=労働者災害補償保険法及び労働保険の保険 

料の徴収等に関する法律の一部を改正する 

法律(平成12年法律第124号)

労災法=労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50 
号)

旧労災法=改正法第1条による改正前の労災法 

新労災法=改正法第1条による改正後の労災法 

徴収法=労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭 

和44年法律第84号)

旧徴収法=改正法第2条による改正前の徴収法 

新徴収法=改正法第2条による改正後の徴収法

整備政令=労働者災害補償保険法及び労働保険の保 

険料の徴収等に関する法律の一部を改正す 

る法律の施行に伴う関係政令の整備に関す 

る政令(平成13年政令第1号)

新徴収令=整備政令第2条による改正後の労働保険 

の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和 

47年政令第46号)

改正省令=労働者災害補償保険法施行規則等の一部 

を改正する等の省令(平成13年厚生労働省 

令第31号)

労災則=労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年 

労働省令第22号)

旧労災則=改正省令第1条による改正前の労災則 

新労災則=改正省令第1条による改正後の労災則 

徴収則=労働保険の保険料の徴収等に関する法律施 

行規則(昭和47年労働省令第8号) 

旧徴収則=改正省令第2条による改正前の徴収則 

新徴収則=改正省令第2条による改正後の徴収則 

旧告示=労働者災害補償保険法の施行に関する事務 

に使用する文書の様式を定める件の一部を改 

正する件评成13年厚生労働省告示第128号) 

による改正前の労働者災害補償保険法の施 

行に関する事務に使用する文書の様式を定 

める件(昭和35年労働省告示第10号)

新告示=労働者災害補償保険法の施行に関する事務 

に使用する文書の様式を定める件の一部を改 

正する件による改正後の労働者災害補償保 

険法の施行に関する事務に使用する文書の 

様式を定める件

安衛法=労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 

安衛則=労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32 
号)

介護労働者法=介護労働者の雇用管理の改善等に関 

する法律(平成4年法律第63号)

介護労働者則=介護労働者の雇用管理の改善等に関 

す雄律施行規則(平成4年労働省令第18号)

記

第1二次健康診断等給付の創設

1改正の趣旨

近年、定期健康診断における有所見率が高まっている 

など、健康状態に問題のある労働者が増加している中で、 

業務による過重負荷により基礎疾患が自然経過を超えて 

急激に著しく増悪し、脳血管疾患及び心臓疾患(以下「脳
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及び心臓疾患Jという。)を発症して死亡又は障害状態に 

至ったものとして労災認定された件数は、増加傾向にあ 

る。脳及び心臓疾患は生活習慣病といわれ、偏った生活 

習慣に起因するこ(ヒ^多い疾病であるが、業務に起因す 

るストレスや過重な負荷により発症する場合もあるところ 

である。

脳及び心臓疾患の発症は、本人やその家族はもぢ5ん、 

企業に^っても重大な問題であり、社会的にも様々な問題 

を惹起している。今後、労働者の髙齢化がさらに進展し、 

脳及び心臓疾患に係る労災請求事案の増加が懸念され 

る中、労働者に起こり得る甚大な被害の発生を防ぐことの 

重要性が増しているところである。

一方、医療の分野においては、予防の重要性が広範に 

認識される⑶ぬってレ说ころであ6が、脳及び心臓疾 

患については、安衛法で定める定期健康診断等により、 

その発症の原因とSる危険因子の存在を事前に把握し、 

かつ、適切な保健指導を行うことにより発症を予防するこ 

とが可能である。

ご^した観点から、平成12年1月25日の労働者災害補 

償保険審議会において、業務上の事由る脳及び心臓 

疾患の発生の予防に資するための新たな保険給付の創 

設について建議［2001年3月号参照］がなされたこと等か 

ら、「二次健康診断等給付」を創設することとしたものであ 

る。

2改正の内容

(1)二次健康診断等給付の支給要件噺労災法第26条 

第1項及び新労災則第18条の16第1項関係) 

二次健康診断等給付は、安衛法第66条第1項の規 

定による健康診断又は当該健康診断に係る同条第5項 

ただし書の規定(ひる健康診断(以下「定期健康診断 

等」という。)のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」 

という。)において、血圧検査、血液検査その他業務上 

の事由による脳及び心臓疾患の発生にかかわる身体 

の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定める 

秘が行われた場合において、当該検査を受けた労働 

者(労災法第4章の2に規定する特別加入者を除く。以 

下同じ。)がそのいずれの項目にも異常の所見がある 

と診断されたときに、当該労働者(当該一次健康診断 

の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓 

疾患似下「脳又は心臓疾患」という。)の症状を有する 

と認められるものを除く。)に対し、その請求に基づい 

て行われるものであること。

具体的には次のとおりであること。 

アー次健康診断の結果、次に掲げる検査のすべての 

項目において医師｛ひる異常の所見(以下「給付対象 

所見」という。)が認められた場合に支給されること。

(7)血圧の測定

(イ)血中脂質の検査

次の検査のいずれか1つ以上とする。

.血清総コレステロール

•髙比重リポ蛋白コレステロール(HDL□レステロール)

•血清トリグリセライド(中性脂肪)

(ウ)血糖検査

(X) BMI0E満度)の測定

なお、BMIは次の算式により算出された値をいうこ

と〇

BMI=
体重(kg) 
身長(m)2

イこの場合、「異常の所見」とは、検査の数値が高い場 

合(髙比重リポ蛋白コレステロール(HDじ!レステロー 

ル)にあっては低い場合)であって、「異常なしJ以外の 

所見を指すものであること。

ただし、一次健康診断の担当医がアの(ア)が(エ) 

の検査については異常なしの所見と診断した場合であっ 

てtx安衛法第13条第1項战づき当該労働者が所属 

する事業場に選任されている産業医や同法第13条の 

2に規定する労働者の健康管理等を行うのに必要な医 

学に関する知識を有する医師(地域産業保健センター 

の医師、小規模事業場が共同選任した産業医の要件 

を備狄医師等)似下「産業医等」という。)が、一次健 

康診断の担当医が異常なしの所見と診断した検査の 

項目について、当該検査を受けた労働者の就業環境 

等を総合的に勘案し異常の所見が認められると診断し 

た場合には、産業医等の意見を優先し、当該検査項目 

については異常の所見があるものとすること。

(2)二次健康診断等給付の範囲

二次健康診断等給付の範囲は、次のとおりであること。 

アニ次健康診断(新労災法第26条第2項第1号及び 

新労災則第18条の16第2項関係)

二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握す 

るために必要な検査(一次健康診断において行われる 

検査を除ぐ)であって厚生労働省令で定めるものを行 

う医師による健康診断をいうこと。

具体的には、次の検査の全てを実施するものである

こと。

(7)空腹時の血清総コレステロール、髙比重リポ蛋白コ 

レステロー)レ(HDL□レステロール)及び血清トリグリセ 

ライド沖性脂肪)の量の検査(空腹時血中脂質検査) 

(イ)空腹時の血中グルコース(ブドウ糖)の量の検査(空 

腹時血糖値検査)

(ウ)ヘモグロビンAu検査(一次健康診断において当該 

検査を行った場合を除く。)

⑵負荷心電図 1^く瞻綱音麵
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(才)頸部超音波検査(頸部エコー検査)

(*)微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中 

の蛋白の有無の検査において、疑陽性 ⑴ 又は弱陽 

性(+)の所見があると診断された場合に限る。)

イ特定保健指導(新労災法第26条第2項第2号及び 

同条第3項関係)

特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳 

及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行 

われる医師、保健婦又は保健士による保健指導をいう 

こと。

具体的には次の指導の全てを行うものであること。 

⑺栄養指導

(イ)運動指導

(ウ)生活指導

なお、二次健康診断の結果その他の事情により既に 

脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められ 

る労働者については、療養を行うことが必要で祕ため、 

当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないも 

のとすること。

(3) 支給回数(新労災法第26条第2項関係)

二次健康診断は、1年度につき1回に限り、特定保 

健指導は、二次健康診断ごとに1回に限る。したがって、 

同一年度内に1人の労働者に対して2回以上の定期健 

康診断等を実施している事業場であっても、一次健康 

診断において給付対象所見が認められる場合に当該 

年度内に1回に限り支給するものであること。

な权一次健康診断を実施した次の年度に当該一次 

健康診断に係る二次健康診断等給付を支給することは 

可能である。ただしその場合は、当該年度に実施した 

定期健康診断等について、同一年度内に再度二次健 

康診断等給付を支給することはできないものであること 

に留意されたい。

(4) 支給方法(新労災則第11条の3第1項関係)

労災病院又は都道府県労働局長が指定する病院若 

しくは診療所(以下「健診給付病院等」という。)におい 

て、直接、二次健康診断及び特定保健指導を給付(現 

物給付)することにより行うこと。

なお.二次健康診断及び特定保健指導を給付した健 

診給付病院等は、給付に要した費用を二次健康診断 

等給付を請求した労働者(以下「請求労働者」という。) 

の所属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働 

局長(以下「所轄労働局長」という。)に請求するものと 

すること。

(5) 都道府県労働局長が病院又は診療所を指定する際 

の手続(新労災則第11条の3第2項及び第3項関係) 

都道府県労働局長が病院又は診療所を指定する際

の指定準則等については、別に通達するが、概要は次 

のとおりであること。

ア都道府県労働局長の指定を受けるこを希望する医 

療機関の開設者は、「労災保険二次健診等給付医療機 

関指定申請書」に、必要な書類を添付し、医療機関の 

所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「管轄労働 

局長」という。)に提出すること。

イ 申請書を受領した管轄労働局長は、ウに掲げる指定 

選考基準により、指定の適否を調査決定するともに、 

速やかにその結果を「労災保険二次健診等給付医療 

機関指定通知書」又は「労災保険二次健診等給付医療 

機関非指定通知書」により申請者に通知すること。 

ウ指定選考基準は次のとおりであること。

(7)物的要件
二次健康診断等給付に相応した次に掲げる医療器 

具を具備しているものであること,ただし、a及びcの器 

具により行った採血及び採尿を分析する器具を具備す 

る必要はない。また、(エ)Cの要件を備えることにより、 

dの医療器具を具備しないことができる。

a下記の検査を行うことができる血液検査器具 

血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロー 

ル(HDL□レステロール)及び血清トリグリセライドの 

量、血中グルコースの量、へモグロビンA,c 
b負荷心電図に係る装置(トレッド幻レ法、エルゴメー 

ター法又はマスター法に限る。)

C尿検査器具

d画像診断用超音波装置(頸部及び心臓を診察で 

きるもの)

(イ)人的要件

二次健康診断及び特定保健指導を担当する医師、 

保健婦又は保健士が、労災保険及び産業保健に関す 

る知識を有し、二次健康診断及び特定保健指導につい 

て積極的な協力ができるものであること。

(ウ)診療録等の整備状況に関する要件

二次健康診断の結果及び特定保健指導の記録その 

他二次健康診断等給付に関する帳簿書類の記録及び 

保管等が適切に行われるものであること。 

(エ)その他の要件

a二次健康診断の受診が相当程度見込まれるもの 

であること。

b健康診断の精度が高く信頼できるものであること。 

C胸部超音波検査及び頸部超音波検査の一方又は 

両方を他の労災保険二次健診等給付医療機関に委 

託する場合にあっては、胸部超音波検査及び頸部超 

音波検査について他の適当な労災保険二次健診等 

給付医療機関を紹介する体制を整えてV«ことまた、 

委託した場合の費用分配等について的確な経理管 

理ができる体制を整えていること。
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ェ 管轄労働局長は、病院又は診療所を指定し、又はそ 

の指定を取り消すときは、当該病院又は診療所の名称 

及び所在地を公告しなければならないこと。 

才管轄労働局長の指定を受けた病院又は診療所は、 

それぞれ新労災則様式第5号又は第6号による標札を 

見やすい場所に掲げなければならないこと。

(6) 二次健康診断等給付の請求手続

ア請求方法(新労災則第18条の19第1項及び新告示 

様式第16号の10の2関係)

二次健康診断等給付は、請求労働者が次に掲げる 

事項を記載した請求書(新告示様式第16号の10の2。 

以下「給付請求書」という。)を、二次健康診断等給付を 

受けようどTる健診給付病院等を経由して請求労働者 

の所属する事業場の所轄労働局長あて提出することに 

より行うものであること。

(7) 氏名、生年月日及び住所

(イ)事業の名称及び事業場の所在地 

(ウ)一次健康診断を受けた年月日

(I) 一次健康診断の結果

(才)二次鵬診断等給付を受けようどTる健診給付病院 

等の名称及び所在地

(力)請求の年月日(健診給付病院等に給付請求書を提 

出した年月日をいう。)

イ給付請求書に添付する書類(新労災則第18条の19 
第2項関係)

二次健康診断等給付の請求を行うときは、給付請求 

書には一次健康診断において(1)のアの検査のいず 

れの項目にも異常の所見があると診断されたことを証 

明することができる書類を添付することとすること。 

ウ事業主の証明が必要な事項(新労災則第!8条の19 
第3項関係)

給付請求書に記載された一次健康診断を受けた年 

月日及びイの書類が一次健康診断に係るものであるこ 

とについては、事業主の証明を受けなければならない 

こと。

ェ請求期限(新労災則第18条の19第4項関係) 

二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受 

けた日から3か月以内に行わなければならないものと 

すること。ただし、当該期間内に、天災その他請求しな 

かったことについてやむを得ない理由があるときは、こ 

の限りでないこと。

(7)二次健康診断等給付に要した検査等の費用の請求 

方法

健診給付病院等が二次健康診断等給付に要した検 

査等の費用を請求する^きは、二次健康診断等給付費 

用請求書を、給付請求書と合わせて請求労働者の所属 

する事業場の所轄労働局長あて提出させることどする

こと。

(8) 二次健康診断等給付に関する事務の管轄(新労災 

則第1条第2項関係)

二次健康診断等給付に関する事務は、請求労働者 

の所属す碑業場の所轄労働局長(事業場が2以上の 

都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、そ 

の事業の主たる事務所の所轄労働局長)が行うこと。

(9) 二次健康診断等給付に関する処分の通知等(新労 

災則第19条第1項及び第2項関係)

所轄労働局長は、二次健康診断等給付の全部又は 

一部について支給しないこととする処分を行ったときは、 

遅滞なく、文書で、その内容を請求労働者に通知しなけ 

ればならないこと。

また、所轄労働局長は、二次健康診断等給付に関す 

る支給又は不支給の処分を行ったときは、請求労働者 

等か提出された書類その他の資料のうち返還を要す 

る資料があるときは、遅滞なく、これを返還するものとす 

ること。

do)二次健康診断の結果についての医師からの意見 

聴取(新労災法第27条、安衛法第66条の4、新労災 

則第18条の17及び第18条の18並びに安衛則第51 
条の2第2項関係)

二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診 

断の実施の日から3か月以内に当該二次健康診断の 

結果を証明する書面の提出を受けた事業者(安衛法第 

2条第3号に規定する事業者をいう。)は、安衛法第66 
条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第 

66条の2の規定による健康診断及び当該二次健康診 

断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見がある 

と診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当 

該労働者の健康を保持するために必要な措置につい 

て、当該二次健康診断の結果を証明する書面が事業主 

に提出された日から2か月以内に、医師の意見を聴か 

なければならないこと。また、聴取した医師の意見は安 

衛則様式第5号の健康診断個人票に記載しなければ 

ならないこと。

(11)二次健康診断実施後の措置(安衛法第66条の5
関係)

事業主は、(10)による医師の意見を勘案し、その必 

要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮し 

て、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、 

深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環 

境測定の実施、施設若しくは設備の設置又は整備その 

他の適切な措置を講じなければならないこと。

なお^事業主が講ずべき措置の適切かつ有効な実施 

を図るため必要な指針(健康診断結果に基づき事業者 

が講ずべき措置｛こ関する指針(平成8年労働省公示第
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1号))について、改正法の施行に併せて改正し、4月1 
日から適用されることとしていること。［7頁参照］

3その他

(1) 特別加入者の取扱い(新労災法第34条かS第36条 

まT関係)

二次健康診断等給付は、事業主^^る業務軽減など 

の適切な予防対策に結びつけることを趣旨としている 

が、特別加入者については、安衛法の適用がないこと 

から定期健康診断等の適用対象となっておらず、健康 

診断の受診について自主性に任されていることから、 

二次健康診断等給付の対象としないこととすること。

(2) 二次健康診断等給付の結果と他の労災保険給付と 

の関係

二次健康診断等給付として二次健康診断を受診した 

結果、既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有してい 

ると診断されたことにより、療養補償給付等の他の保 

険給付の請求がなされた場合は、通常の脳及び心臟 

疾患に係る労災請求事案と同様に平成7年2月1日付 

け基発第38号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負 

傷に起因するものを除く。)の認定基準について」に基 

づき業務上外の判断を行うこと。

(3) 労災保険率の決定基準に関する改正(新徴収法第 

12条第2項、改正法附則第3条、新徴収令第2条及 

び整備政令附則第2項関係)

労災保蔭率の決定に当たっては、従来、過去3年間 

に発生した業務災害及び通勤災害に係る保険給付の 

種類ごとの受給者数及び平均受給期間その他の事項 

に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を 

基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立じているす 

ベての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に 

係る災害率、労働福祉事業として行う事業の種類及び 

内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要す 

る費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものと 

されていたが、二次健康診断等給付の創設に伴い、上 

記要素のほか、新たに二次健康診断等給付の受給者 

数に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額 

をも基礎とし、二次健康診断等給付に要した費用の額 

をも考慮するものとされたこと。

ただし、経過措置として、改正法の施行日の属する 

保険年度及びこれに引き続く二保険年度においては、 

労災保険率を決定する場合に基礎どrべき「二次健康 

診断等給付の受給者数に基づき算定した保険給付に 

要する費用の予想額」については、「二次健康診断等 

給付の受給者数又は二次健康診断等給付の受給者の 

見込数」を基礎とし、考慮すべき「二次健康診断等給付 

に要した費用の額」については、「二次健康診断等給

付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要す 

る費用の予想額」を考慮して決定することとしたこと。

(4) 第一種特別加入保険料率に関する改正(新徴収法 

第13条、改正法附則第3条及び新徴収則第21条の 

2関係)

従来、第一種特別加入保険料率は、当該事業につ 

いての労災保険率と同一の率とされていたが、二次健 

康診断等給付制度は特別加入者については適用ざれ 

ないことから、第一種特別加入保険料率は、第一種特 

別加入者に係る事業についての労災保険率と同一の 

率から労災法の適用を受けるすべての事業の過去3年 

間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮し 

て厚生労働大臣の定める率を減じた率としたこと。 

ただし、(3)と同様の経過措置を設けたこと。 

また、当該厚生労働大臣が定める率は、零としたこ 

と。

(5) メリット制におIする二次健康診断等給付の取扱い渐 

徴収法第12条第3項及び第20条、改正法附則第3 
条並びに新徴収則第16条第2項及び第19条関係) 

継続事業及び有期事業に係るメリット制(労災保険

率及び確定保険料の特例)について、二次健康診断等 

給付の性格及びメリット制の趣旨にかんがみ、二次健 

康診断等給付に要した費用の額は、通勤災害に関す 

る保険給付と同様に、継続事業についてのメリット労災 

保険率及び有期事業についてのメリット確定保険料額 

の算定の基礎となる保険給付の額及び一般保険料の 

額に含めないこととしたこと。当該改正等に伴う規定の 

整備として、従来の通勤災害に係る率に代わるものと 

して、一般保険料の額にあっては、労災法の適用を受 

けるすべての事業の過去3年間の通勤災害に係る災 

害率及び二次健康診断等給付に要した費用の額その 

他の事情を考慮して厚生労働大臣の定める率を「非業 

務災害率」と規定し、第一種特別加入保険料の額にあっ 

ては、非業務災害率から労災法の適用を受けるすべて 

の事業の過去3年間の二次健康診断等給付に要した 

費用の額を考慮じて厚生労働大臣の定める率を減じた 

率を「特別加入非業務災害率」と規定したこと。 

ただし、(3)と同様の経過措置を設けたこと。 

また、非業務災害率は,1000分の1としたこと。

(6) 支給制限(労災法第12条の2の2関係)

二次健康診断等給付については、労災法第12条の 

2の2に基づく支給制限の問題は生じないものであるこ 

と。

(7) 費用徴収
ア不正受給者からの費用徴収(労災法第12条の3関 

係)

二次健康診断等給付における不正受給者からの費
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用徴収において徴収する徴収金の価額は、保険給付 

を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正 

の手段により給付を受けた部分に相当する価額とする 

こと。

イ第三者の行為による事故(労災法第12条の4関係) 

二次健康診断等給付については、労災法第12条の 

4に基づく第三者に対する損害賠償請求権の取得の問 

題は生じないものであること。

ウ 事業主の費用徴収(新労災法第31条関係) 

新労災法第31条第1項第1号から第3号までに該当 

す^♦故について保険給付を行う場合は、労働基準法 

の規定はる災害補償の価額の限度で、その保険給付 

に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業 

主か^徴収する乙!iなってレ込が、労働基準法上規定 

のない二次健康診断等給付については費用徴収は行 

わないものとすること。

⑻時効(新労災法第42条関係)

二次健康診断等を受ける権利は、労働者が一次健 

康診断の結果を了知し得る日の翌日か^起算して2年 

で時効により消滅すること。

(9) 二次健康診断の受診に要した時間についての賃金 

の支払い

健康診断の受診に要した時間についての賃金の支 

払いについては、昭和47年9月18日付け基発第602 
号の記113 (2)イに示しているとおりであるが、二次健 

康診断を勤務中に受診せざ统得ない場合においても 

同様に、その受診に要した時間に係る賃金の支払い 

については、当然には労働者の負担すべきものではな 

く労使協議して定めるべきものではあるが、脳及び心臓 

疾患の発症のおそれのある労働者の健康確保は、事 

業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、 

その受診に要した時間の賃金を事業主が支払うことが 

望ましいこと。

(10) 事靓理
二次健康診断等給付に係る事務処理については、 

別添の二次健康診断等給付事務取扱手引tひるTと。

(11) 労災保険業務室の所掌事務の追加(整備政令第 

8条の規定る改正後の厚生労働省組織令(平成 

12年政令第252号)第70条関係)

労災保険業務室は、療養の給付と同様に、二次健康 

診断等給付を行う病院又は診療所に対する当該給付 

に要する費用の支払いを行うこととしたこと。

第2介護作業従事者に係る特別加入の新設

1改正の趣旨

髙齢化の進展等に伴い、身体上又は精神上の障害が 

ある者に対する介護サービスを担う労働力への需要が増 

大していることから、介護サービスの供給の必要性が髙 

まってきており、介護作業に従事する者の就労条件を整 

備し、介護サービスの安定した供給を図る必要がある。

このような中で、介護サービスを供給する者には、個人 

家庭に使用されるために家事使用人として労働基準法及 

び労働者災害補償保険法が適用されない者が存在する 

が、当該者の就労形態は、介護保険法(平成9年法律第 

123号)に規定する指定居宅サービス事業者に使用され 

労災保険が適用される訪問介護員(ホームヘルパー)の 

就労形態と類似しており、労働者に準じて労災保険によ 

り保護するにふさわしい者であると考えられる。

こうした観点から、平成12年1月25日の労働者災害補 

償保険審議会においても、介護作業に携わi者を新たに 

特別加入の対象に加えることについて建議がなされたこ 

と等から、介護作業に従事する者に係る特別加入制度を 

新設することとしたものである。

2改正の内容

(1)加入対象作業(新労災則第46条の18第5号関係) 

特別加入の対象と说作業(以下「加入対象作業」と 

いう。)は、介護労働者法第2条第1項に規定する介護 

関係業務似下「介護関係業務」という。)に係る作業で 

あって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生 

活上の世話、機能訓練又は看護に係るものである乙匕 

ア介護関係業務とは、身体上又は精神上の障害があ 

ることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、 

入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療 

養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日 

常生活を営むことができるようにするための福祉サー 

ビス又は保健医療サービスであって、介護労働者則第 

.1条で定めるtの行う業務で祕が、このうち加入対象 

作業は、介護関係業務に係る作業であって、入浴、排 

せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機 

能訓練又は看護に係るもの似下「介護作業」という。) 

のみであること。

イ介護関係業務に係る作業であっても、以下のサービ 

スに係るものは、身体上又は精神上の障害があること 

fこkり日常生活に支障がある者に対する入浴、排せつ、 

食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練 

又は看護に係るものには含まれないので、加入対象作 

業とならないこと。

(ア)介護労働者則第1条第17号に規定する福祉用具の 

貸与

くイ)同条第18号に規定する福祉用具の販売 

(ウ)同条第19号に規定する移送
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特集/厚生労働省交渉•改正労災保険法

(T)同条第20号に規定する食事の提供 

(才)同条第22号に規定する療養上の管理及び指導 

(*)同条第28号に規定する居宅サービス計画の作成、 

指定居宅サービス事業者その他の者との連絡調整、介 

護保険施設への紹介その他の便宜の供与

(キ)同条第29号に基づく「介護労働者の雇用管理の改 

善等に関する法律施行規則第1条第1号から第28号 

までに掲げる福祉サービス又は保健医療サービスに準 

ずるサービス」(厚生労働大臣定め)のうち、第16号に 

規定する地域療育等支援事業とじT行われる相談、健 

康診査、各種福祉サービスとの調整その他の援助 

ウ 入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上 

の世話とは、身体上又は精神上の障害があることによ 

り日常生活に支障がある者に対する、入浴、排せつ、 

食事等の介護、調理、洗濯、掃除、買い物等の家事そ 

の他の当該者本人に必要な日常生活上の世話であり、 

直接本人の世話に該当しない行為(本人以外の者に係 

る調理、洗濯、掃除、買い物等)や日常生活上の世話 

に該当しない行為(草むしり、室内外家屋の修理及び 

植木の勢定等の園芸等)と判断される行為は含まれな 

いこと。

(2)加入対象者
ア 労働者以外の者であって⑴の加入対象作業に従事 

する者(以下「介護作業従事者」という。)を加入対象者 

とすること。

イ 介護作業に携わる者には、自発的に、かつ、報酬を 

得ないで労務を提供するvめ赃虧万ィアが存在す 

るが、労災保険の特別加入制度は、労働者に準じて労 

災保険により保護するにふさわしい者に対し、労災保 

険の適用を及ぼそうとするものであるから:これらの者 

については特別加入が認められないこと。

なお、交通費等の実費弁償として支払われるものは 

ここでいう報酬に含まれないこと。 .

ウ 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく有料 

職業紹介事業と介護保険法に基づく指定居宅サービ 

ス事業を併せて行っている事業者については、指定居 

宅サービス事業者に労働者とて使用されている訪問 

介護員体ームへルパー)であっても、同一事業者が行 

う有料職業紹介事業の紹介はり個人家庭に使用され 

介護保険の給付の対象とならないサービスを提供する 

者がおり、これらの者については特別加入の加入対象 

者となること。

これらの者が特別加入した場合には、指定居宅サー 

ビス事業者に使用されている労働者として業務を遂行 

してレ込際に被災した場合は、指定居宅サービス事業 

者に使用される労働者とじr労災保険の適用を受け、 

個人家庭に使用され介護作業に従事する際に介護作

業により被災した場合は、特別加入者として労災保険 

の適用を受けることとなること。

なお、これらの者については、特別加入者として介護 

作業に従事する日数及び時間が少ない場合があdが、 

特別加入者とい:労災保険の適用を受ける介護作業の 

み以る収入等を考慮のうえ給付基礎日額を希望する 

よう、制度を十分理解させること。

(3)特別加入手続及び特別加入承認の基準 

特別加入手続及び特別加入承認の基準は、一人親 

方等及び特定作業従事者の特別加入手続及び特別加 

入承認の基準(昭和40年11月1日付け基発第1454号 

.(以下「基本通達」という。)の記の第2の4及び6の⑵ 

参照)と同様とするほか、次に定めるところによること。 

ア事務の所轄噺労災則第1条第调及び第3項関係) 

特別加入申請書(告示様式第34号の10)の受付等 

を取り扱う労働基準監督署は、各特別加入団体の主た 

務所の所在地を管轄する労働基準監督署とし、特 

別加入の承認等は、当該事務所の所轄労働局長が行 

うものであること。

イ承認の基準等

(7)介護作業従事者の団体についても、一人親方等の 

団体と同様に労災保険事務を確実に処理しうる能力を 

必要とするものであるが、現段階では、その団体の組 

織、運営方針等も十分に整備されがたいものと予想さ 

れるので、当面は、団体としての結成がなされ、その行- 

シく き労災保険事務を、社会保険労務士又は労働保険 

事務組合に委託することによって、円滑に事務処理し 

うるような場合には、特別加入の承認を行うこととするこ 

と〇

(イ)有料職業紹介事業の許可基準ぼ)に、「その紹介に 

より就職した者のうち介護作業に従事するものが、労 

災保険の特別加入を希望する場合に、団体の代表者 

として所定の申請を行うものであること」を加えることが 

予定されている(別紙1参照)。

有料職業紹介事業者が、介護作業従事者の団体の 

代表者である場合は、承認申請に当たって、当該団体 

から新労災則第46条の23第3項に掲げる書類のほか、 

職業安定法第32条の4に規定する許可証の写し(別紙 

2)を提出させること。

⑽有料職業紹介事業の許可基準:有料の職業紹介 

事業を行う事業所に対する職業安定法第30条の規 

定による厚生労働大臣の許可の基準。 

(ウ)特別加入の申請に対する承認の年月日は、当該申 

請の日の翌日から起算して14日の範囲内において申 

請者が加入を希望する日である。

⑷特別加入の制限

特別加入の制限については、一人親方等及び特定
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作業従事者の特別加入承認の基準(基本通達の記の

第2の7参照)と同様とすること。

介護作業従事者として2以上の団体の構成員となる 

ことがあり、加入要件を満たせば本人の選択によりい 

ずれかの団体の構成員として特別加入できることとな 

るが、重複加入は認められないこと(新労災法第35条 

第2項)。また、誤って重複加入した場合は、先に加入 

した特別加入が優先し、後から手続した特別加入に係 

る保険関係は無効となることに十分留意すること。

(5) 業務上外及び通勤災害の認定 

ア業務上外の認定

(7)業務遂行性は介護労働者法第2条第1項に規定す 

る介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食 

事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又 

は看護に係るもの及びこれに直接附帯する行為を行う 

場合に認めることとすること。

なお、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生 

活上の世話とは、身体上又は精神上の障害があること 

により日常生活に支障がある者に対する、入浴、排せ 

つ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除、買い物等の家 

事その他の当該者本人に必要な日常生活上の世話で 

あり、直接本人の世話に該当しない行為、日常生活上 

の世話に該当しない行為は含まないこと。

また、「直接附帯する行為」とは、生理行為、反射的 

行為、準備•後始末行為、必要行為、合理的行為及び 

緊急業務行為^いう。例えば、介護用器具の準備•片付 

け等が該当すること。

(イ)業務起因性は、労働者の場合に準ずること。 

イ通勤災害の認定

介護作業従事者の住居と作業場との間の往復の実 

状等から、通勤災害についても労災保険の対象とし、 

通勤災害の認定については、労働者の場合に準ずる 

こと。

ウ就業の場所間の移動

複数の個人家庭等に使用される介護作業従事者が 

行うそれぞれの就業の場所間の移動については、業務 

遂行性は認められないこと。また、当該行為は通勤に 

も該当しないこと。

(6) 保険給付の請求

ア保険給付請求書の事業主の証明は、当該特別加入 

団体の代表者が行うこと。

イ保険給付に関する事務は、当該特別加入団体の主 

たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が 

行うこと(新労災則第1条第3項)。

ウ保険給付の事務のうち短期給付一元管理システム 

及び年金•一時金システムについては、特別加入者コー 

ドに「介護作業従事者」とじてコード「28」を追加し、平成

13年4月2日から稼働させることとしているので、同日 

以降入力すること。

(7)保険給付の支給制限

保険給付の支給制限については、昭和40年12月6 
日付け基発第1591号通達の記の第2によること。 

⑻保険料

保険料については、一人親方等及び特定作業従事 

者の保険料と同様とする(基本通達の記の第2の13参 

照)ほか、次に定めるところによること。

7保険料率及び特定業種区分(新徴収則第23条及び 

別表第5関係)

第二種特別加入保険料率は1000分の7、作業の種 

類の番号は特17とされること。

イ保険料の納付

特別加入者の保険料については、特別加入者自身 

が負担するのが原則であるが、個人家庭に使用される 

介護作業従事者については、他の特別加入者の場合 

と異なり、介護作業従事者を使用じている個人家庭が 

保険料を実質負担する場合があるごと。

なお.本日職業安定法施行規則の一部總正す球 

令(平成13年厚生労働省令第97号)が公布され、平成 

13年3月31日から有料職業紹介事業者が労災保険の 

特別加入の関轉務を行う場合は、有料職業紹介事業 

者は、その紹介により就職した介護作業従事者の特別 

加入保険料に充てるべきbのとして、手数料を徴収でき 

るものとされたこと(別紙3参照)

しかし、保険料について、介護作業従事者の団体が 

.事業主とみなじrその納付義務を負うことについては、 

従来と同様であること。

3その他

労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年 

労働省令第30号)第16条第2号の規定の準用に係る同 

規則第17条第5号の読替え規定に〇^、所要の誦? 

た〇

第3労災保険率等の改正、第4建設の事業 
及び立木の伐採の事業に係るメリット制(事業場 

ごとの災害率による保険料の調整)の増減率の 

改正(省略) 

第5その他

1目的の改正及び保険給付の種類の整備に

つUて(新労災法第1条及び第7条第1項関係)
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二次健康診断等給付の創設に伴い、保険給付を行うベ 

き保険事故の内容を改正し、保険給付の種類に二次健康 

診断等給付を追加したこと。

2年金の端数処理の廃止(旧労災法第8条の6及 

び旧労働者災害補償保険特別支給金支給規則第6 
条の2関係)

従来、年金たる保険給付及び年金たる特別支給金の 

額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50 
円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に 

切り上げるものと規定していたが、年金たる保険給付及 

び年金たる特別支給金の額をより正確に算定する観点か 

ら、当該規定を削除し、「国等の債権債務等の金額の端 

数計算に関する法律」(昭和25年法律第61号)第2条に 

基づき、銭単位まで算出した後、円未満を切り捨てること 

としたこと。

なお.労災年金受給者への具体的な適用は以下のとお 

りであること。

(1) 支給事由発生日が平成13年4月1日以後である者 

当初の年金たる保険給付及び年金たる特別支給金の 

額の算定に当たり、端数処理については、上記の方法 

により行うこととすること。

(2) 支給事由発生日が平成13年3月31日以前である者 

ア 算定事由発生日が平成11年度以前である者

平成13年8月のスライド率の改定時に、端数処理に 

ついては、上記の方法により行うこととすること。 

イ 算定事由発生日が平成12年度以前である者

平成14年8月のスライド率の改定時に、端数処理に 

ついては、上記の方法により行うこととすること。

3業務災害及び通勤災害に関する保険給付に 

関する処分の通知等(新労災則第19条関係)

従来、所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処 

分を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、 

申請人又は受給権者若しくは受給権者であった者に通知 

しなければならないこととしていたが、法の規定による療 

養の給付にあっては、その全部又は一部について支給し 

ないこととする処分に限り、通知しなければならないこと 

としたこと。

4労働福祉事業に要する費用の限度額の改定 
及び労働福祉事業等に要する費用に充てる 

べき額の限度の特例に関する省令の廃止(新 

労災則43条及ぴ改正省令第3条関係)

労働福祉事業等に要する費用の限度額を、保険料収 

入等に対する割合の118分の18から122分の22に改定 

するとともに、労働福祉事業等に要する費用に充てるベ 

き額の限度の特例に関する省令を廃止することとしたこ 

と。

5立入検査及び診療担当者に対する命令等に 

係る規定の整備(新労災法第48条及び第49条, 

旧労災則第52条及び第53条並びに新告示様式第 

1号及び新告示様式第2号関係)

最近の立法例にならい、適用事業の事業場等への立 

入検査及び診療録等の検査をする職員はその身分を示 

す証明書を携帯しなければならないことを法律で定め、IH 
労災則第52条及び第53条を削除するととNこ、旧告示 

様式第36号及び旧告示様式第37号を削除し、新たに適 

用事業場検査証及び診療録検査証を定めた。また、適用 

事業の事業場等への立入検査及び診療担当者に対する 

命令等の権限が、犯罪捜査のために認められたものと解 

釈してはならないことを明記したこと。

6条ずれ等の規定の整備

旧労災法第32条から第34条まで及び第39条から第 

41条までを削り、規定の整備を行うこととしたほか、二次 

健康診断等給付の創設等に伴い所要の整備を行うことと 

した。条ずれ等改正事項に係る規定に関する従来の通達 

については、改正の趣旨を勘案し、適宜読み替えて運用 

されたい。

第6関係通達の改正

1昭和40年11月1日付け基発第1454号通達の 

改正

昭和40年11月1日付け基発第1454号通達の記の第 

2の2を次のように改正する。

(1)1(3)に卜として次のように加える。

卜介護作業従事者(則第46条の18第5号) 

別途通達する(平成13年3月30日付け基発第233 
号通達(以下「平成13年通達」という。)の記の第2の 

2(1)及び(2)参照)。

⑵5 (7)を(8)とし、(7)として次のように加える。

(7)介護作業従事者
別途通達する(平成13年通達の記の第2の2⑶ 

参照)。

2昭和40年12月6日付け基発第1591号通達の 

改正

昭和40年12月6日付け基発第1591号通達の記第 

1の1(3)に次のように加える。

キ介護作業従事者について

別途通達する(平成:L3年3月30日付け基m3 
発第233号通達の記の第2の2(5)参照)。Llllj
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基発第68号 

平成13年2月8日 

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

いわゆる労災かくしの 

排除に係る対策の一層の 

強化について

いわゆる労災かくしの排除については、平成3年12月 

5日付け基発第687号「いわゆる労災かくしの排除につ 

いてJ (以下「687号通達という。)［1992年3月号参照］に 

基づき推進してきたところであるが、近年労災かくし事案 

として労働安全衛生法第100条及び第120条違反で送検 

した件数が増加しており、このことからも労災かくし事案 

の増加が懸念されるところである。

一方、第150回臨時国会における労働者災害補償保 

険法等の改正に係る審議においても労災かくし対策を徹 

底すべきで校と指摘され、また「建設業等の有期事業に 

おけるメリット制の改正にあたっては、いわゆる労災かく 

しの増加につながることのないように、災害発生率の確実 

な把握に努めるとともに、建設業の元請けの安全管理体 

制の強化•徹底等の措置を図るなど、制度運用に万全を 

尽ぐすこと。」との附帯決議がなされたところである。

こうした状況を踏まえ、今般,本省において、別添1の 

とおり労働災害防止団体等の長に対し、別添2のとおり 

建設業事業者団体の長に対し、別添3のとおり事業者団 

体の長に対し、別添4のとおり全国社会保険労務士連合 

会会長に対し、及び別添5のとおり社団法人日本医師会 

長に対し、労災かくしの排除についてそれぞれ文書要請 

を行ったところであり、これを踏まえ、都道府県労働局に 

おいてtx管内のから団体(各支部)及び都道府県医師 

会に対して、同旨の文書要請を行われたい。

統、当面、687号通達にる対応を引き続き推進する 

とともに、下記により、労災かくしの排除に係る的確な対 

応を図られたい。

記

1事業主、労働者等に対する周知•啓発

本省から別途配布するポスター及びリーフレットを活 

用し、労働保険の年度更新のほか、集団指導、監督指導、 

個別指暮労働保険咖算定飜調査.滞納整理時等ぁ 

らゆる機会を通じて、労災かくしの排除に係る周知•啓発

を行うこと。

また、労働災害防止団体や事業者団体が実施する安 

全パトロールに、都道府県労働局又は労働基準監督署の 

職員が同行する場合においても.同リーフレッbを活用し、 

事業主等に対し、労災かくしの排除に係る周知•啓発を行 

うこと。

さらに、ポスターについては、都道府県労働局•労働基 

準監督署•公共職業安定所に掲示することはMより、医 

師会、関係機関等に対しても、その掲示の依頼を行うとと 

もに、労災かくしの排除に係る周知•啓発の協力を得るよ 

う要請を行うこと。

2企業トンプへの啓発

本省においては、中央労働災害防止協会が行う「安全 

衛生トップセミナー」において、労働基準局幹部が、労災 

かくしの排除について企業のトヅ/に対して直接要請を行 

うこととしているところであり、各局においても、局長等局 

幹部が出席する同旨の会合等において、労災かくしの排 

除について企業トップに対して直接要請を行うこと。 

*別添1〜5 (省略)

基発第354号 

平成13年4月10日 

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局長

届出事業場に所属する 

労働者等からの就業規則の 

開示要請の取扱いについて

届出事業場に所属する労働者等からの就業規則の開 

示要請については、今後、下記により取り扱うこととした 

ので遺憾なきを期されたい。

なお、本通達をもって、平成10年2月24日付け基発第 

62号「就業規則の開示の要請等の取扱㈧ごついて」［2001 
年5月号15頁］は廃止する。

記

1鉢的考え方

(1)労働者が就業規則の内容を確認したい場合には、 

労働基準法第106条第1項の規定に基づき労働者に 

就業規則を周知すべき義務を使用者が負ってレ必こと 

から、本来使用者に対しこの義務の履行を求め、事業 

場において就業規則を閲覧する方法によるべきもので 

ある〇
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しかしながら、使用者;^この周知義務を履行せず、 

問題が生じていると認められる場合には、原則として、 

就業規則が適用される立場にある者か否かを基準に、 

労働基準監督署に届け出られている就業規則を開示 

することとして差し支えないものである。

(2)届出事業場に所属する労働者等からの開示要請が 

あった場合には、単に就業規則の開示の問題としての 

み対応するのではなく、当該労働者等が就業規則の開 

示要請をするに至った理由を確認し、就業規則の周知 

義務の履行を含め法定労働条件の履行確保上問題が 

あるときには、必要に応じ、当該事業場に監督指導を 

実施すること。

⑶ なお、本通達においては、基本的に開示要請を行っ 

た者が届出事業場に所属する労働者であるか否かに 

よって異なった取扱いをするものであるが、行政機関の 

保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第 

42号)に基づく就業規則の開示請求が行われた場合 

には、同法に基づき、開示又は不開示の決定について 

は、開示請求者の如何を間わず一律に処理されるもの 

であることに留意すること。

2開示を行う

⑴ 開示を行う対象者は、当該届出事業場に所属する労 

働者(労働基準法第9条に該当する者)及び使用者(同 

法第10条に該当するる者)のほか、、当該届出事業場 

を退職した者であって、当該事業場との間で権利義務 

関係に争い等を有しているものであること。 

3対応において留意すべき事項

(1)開示に当たっては/適当な方法により、上記2に該当 

する者であることを確認すること。

⑵労働者又は退職労働者からの開示要請に対じrは、 

当該事業場において労働基準法第106条第1項によ 

る周知義務が履行されているか否が&聴取し、当該義 

務が果たされておらず、かつ、使用者に求めても閲覧 

できる状況にないと判断される場合(退職労働者の場 

合にあっては、当該労働者が在職中の状況について同 

様に判断されるとき)には、労働基準監督署において 

保存している範囲の就業規則を閲覧させ、又は説明す 

る等により開示すること。

⑶退職労働者に対する就業規則の開示に当たっては、 

当該退職労働者と当該事業場との間の権利義務関係 

に係る規定に限定すること。 nTH

全国労働安全衛生センター連絡会議(略称:全国安全センター)は、 

各地の地域安全(労災職業病)センターを母体とした、働く者の安全と 

健康のための全国ネットワータとして、1990年5月12日に設立されま 

した。

①最新情報満載の月刊誌「安全センター情報」 

を発行ているほか、②労災認定•補償問題等々 ■______

での相談、③「労働安全衛生学校」の開催や講> 
師の滙など学習会.トレ-ニングへの協力、④・, 

働く者の立場で調査•研究•政策提言、⑤世界の

労働安全衛生団体との交流などさまざまな取り組 

みを行っています。

「安全センター情報」は、運動•行政•研究等各分野の最新情報の提 

供、動向の解説、問題提起や全国各地•世界各国の状況など、他で 

は得られない情報を満載しています。

參購読会費：1部年額10,000円(複数割引あり) 

•見本誌を請求してください。

9JOSHRC
全国労働安全衛生センター連絡会議

T136-0771東京都江東区亀戸7-10-1Zビル5階 

TEL (03) 3636-3882 FAX (03) 3636-3881 
HOMEPAGE : http:7jca.apc.org/joshrc/
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労働安全衛生•労災補償に関する要望事項と回答 

厚生労働省交渉の記録(その2)
2001年3月29S/4月24日 厚生労働省1階共用第4会議室

B.労働安全衛生関係

1.全衛生マネジメントシステ厶

マネジメントシステム型のアプローチは労働安全衛生に 

とってもますます重視していかなければならなくなっている 

ものと認識しているにれまでも、OHS-MSの理念および 

個々の構成要素は、労働安全衛生法制のフレームワー 

クのあり方に関する重要な問題を提起しているという立場 

から提案をさせていただいている)。平成11年4月30日 

付け労働省告示第53号として「労働安全衛生マネジメン 

トシステム(OHS-MS)に関する指針」が公表され、2000 
年の全国安全週間か大臣(旧労働大臣)表彰に「労働 

安全衛生マネジ/>トシステム賞Jを新設するなど、その普 

及促進に努められているところである。また、26業界団体 

によるOHSMS促進協議会も設立(2000年11月)され、 

各業界団体等によるOHSMSやリスクアセスメントのガイ 

ドラインの策定等の動きも活発なようである。中央労働災 

害防止協会から、「日本版•職場のリスクアセスメント標準 

モデル」なるものも発行されている。

① 国際労働機関(ILO)、国際標準化機構(ISO)等に 

おける国際的な動向について、承知されているところを 

示されたい。

また、IL0によるOSH-MSに関するガイドラインが策 

定された場合の上記指針に与える影響についてお聞 

かせ願いたい。

マネジメントシステム•アプローチは、「自主的な取り組 

みだから法規制の枠組みには影響を及ぼさない」ので 

はなく、法規制の枠組みの抜本的見直しと結びついた 

ものであり、マネジメントシステム•アプロ  ーチを支え、促 

進する法規的枠組みの確立が不可欠と考えるがいか 

がか。

【労働基準局安全衛生部】

(IL0のホームページで公開されてレ鎭案お^び 

経過［2001年3月号26頁参照］以後の動きとじT) 4 
月の専門家会合においては、政府代表7か国のうち 

のひとつとしてわが国政府一厚生労働省も参加する 

予定でいる。

ILOのガイドラインの案の内容を見る限り、わが国 

の指針の内容はILOの内容を満たしているという認 

識でいるので、影響という点ではとくにないのかなと 

考えている。

法規制の枠組みという話だが、現在の厚生労働省 

の指針においても、労働安全衛生規則第24条の2 
を根拠としてこの指針を公表しているということなの 

で、法的な枠組みという点でも満たしているh考えて 

いる。

※後日、安全衛生部国際室から、ILOのガイドライ 

ン草案の同室による仮訳を提供された。

② 上記OHS-MSやリスクアセスメントのガイドラインの 

策定等にあたって、労働省が委託や補助、助成等何ら 

かの資金援助をした/ているものがあればその一覧を 

示し、その成果の公表状況について明らかにされたい。

【労働基準局安全衛生部】

厚生労働省では、中央労働災害防止協会、建設蘖 

労働災害防止協会に委託じC、労働安全衛生マネジ 

メントシステム普及促進事業を行っており、マネジメン 

トシステム指針の内容の周知、事業場におけるシス 

テム担当者用の教材の開発といったものを行ってき 

た。これは今後もやっていく。助成、補助といったも 

のについては、特段該当するものはない。

③ OHS-MSまたはリスクアセスメントの導入等にあたっ 

て利用することのできる助成措置等についてその一覧 

を示されたい。

【労働基準局安全衛生部】 

こちらの方も助成措置といったものは特段設けて 

いない。

④ われわれがOHS-MSの核心的要素のひとつと考え 

るリスクアセスメントについては、上記労働省指針では 

直接ふれられていないが、「同指針第6条『危険又は有 

害要因の特定及び実施事項の特定』を実施するための 

具体的手法のひとつであり、中央労働災害防止協会に 

おいて実施してし込調査研究の結果等も踏まえながら、
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リスクアセスメント手法の一層の活用を図れるように努 

めていきたい」とのことであった。具体的な計画があれ 

ば明らかにされたい。

【労働基準局安全衛生部】

平成12年6月に通達を出している。その内容は、 

労働安全衛生マネジ/>トシステムの鵬こ向けて危 

険有害要因の特定に用いるリスクアセスメント、その 

リスクアセスメントを担当する者に対する必要な知識 

等の研修というものの実施要領をこの通達で示して 

いる。この研修に用いるテキストについても現在作成 

中である。

⑤ 2000年度内には「機械等の包括的安全基準jが策 

定される予定とされ［要望提出時点では未確認、2001 
年度の重点施策には「機械等の包括的安全基準に基 

づくリスクアセスメント(危険性評価)等の普及•定着の 

促進」が掲げられているところである。このような状況を 

踏まえれば、リスクアセスメント自体もさるがら、労 

働安全衛生全般碰じた、リスクアセス/>1韻施した 

後のリスクマネジメントないしリスクコントロールの基本 

原則についての考え方を貴省として何らかのかたちで 

示すととbに、すべての労働安全衛生施策に貫徹する 

ことが必要になっていると考えるがいかがか。ここでい 

う基本原則とは、リスクに対処するにあたっては以下の 

3つのレベルと、この順序での優先順位があるという趣 

旨である。

(1) リスクをなぐT/よりリスクを小さぐする(発生源対

策)(本質安全設計)

(2) リス苑隔離ないし削減する(伝播経路対策)後 

全防護の実施)

(3) 労働者をリスクから保護する(個人防護対策) 

【労働基準局安全衛生部】

リスクアセスメントを行った後のリスクの低減の手 

法について、その内容の一般的な手順を、現在、機 

械の包括的安全基準に関する指針というものにまと 

めるべく検討中。その指針の中味においては、まず 

第1に、本質的な安全設計を行って機械そのものを 

安全｝ぬるようにするベきである。それでも安全にな 

らない場合には、安全防護とか安全装置等を取り付 

けて安全にするべきである,それでも安全らない 

場合には、安全な対策を取れるように、リスクについ 

ての情報を提供すべきであるというような考え方を盛 

り込むように現在検討している。

⑥ 上記「機械等の包括的安全基準」では、本質安全設 

計で除去できないリスクは安全防護で補い、それでも除 

去できないリスクがあれば、機械の使用者に「残存リス 

ク」に関する情報を提供しなければならないものとする 

と伝えBれている。この際、労働安全衛生全般樋じた、 

機械•原料等の提供者、利用者、事業主、労働者、住民、 

行政等々の関係者間におけるリスクコミュニケーション 

の基本原則についての考え方を貴省として何らかのか 

たちで示すど5もに、すべての労働安全衛生施策に貫 

徹することが必要になっていると考えるがいかがか。 

【労働基準局安全衛生部】

こちらについても現在検討中の指針において、情 

報を提供する手順、手法について検討中で、そちら 

の方についてまず検討していこうと考えている。

⑦ 上述のリスクアセスメント、リスクコントロールないしマ 

ネジメント、リスクコミュニケーション(これら全体をリス 

ケVネジメントと言った方がよいかもしれない)の基本原 

則についての考え方は、たとえ努力義務規定であって 

も、労働安全衛生法上に明定されるべきであると考え 

るがいかがか。

【労働基準局安全衛生部】

機械の包括基準に関しては、来(2001)年度の早 

い時期に出せるよう検討中で、まず、出された指針を 

周知を図ることを行っていきたいと考えている。 

【労働基準局安全衛生部】

マネジメントシステムという観点かGも同じようなこと 

が言えるわけだが、マネジメントシステムについては 

リスクアセスメントという考え方を内包しているという 

かたちになっているが、現在システムの指針の周知 

を図っている段階で、システムの普及定着を図ってい 

ぐ2とがまず重要だろうと考えている。

⑧ 昨今のOHS-MSをめぐる議論•動向をみると、システ 

ムというネーミングの弊害か体制作りや、リスクアセス 

メントの手法の緻密化(最たるはそのためのチェックリ 

ストの膨大化)等のみに終始し、肝心の改善の実行と 

継続的改善(スパイラルアヅ/)ということの手前でとまっ 

てしまっているのではないかという危惧をぬぐいきれな 

い。とりわけ、雪印乳業をはじめとする食品の中毒•異 

物混入事件等を念頭に置くとき、潜在リスクの洗い出 

しにおいてもOHS-MSの有効性が実証していく必要が 

あると考える。われわれはそのための最大の保証は労 

働者•住民の参加で紋と考えるが、お考えをお聞かせ 

願いたい。

【労働基準局安全衛生部】

労働安全衛生マネジメントシステムの目的のところ 

には、事業者が労働者の協力のもとに、一連の過程 

を定め、継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進 

することにより、というような目的になっているとおり、 

労働安全衛生マネジ?〇トシステムは、労働者の参加 

を前提としている。したがって、事業場の安全衛生水 

準の向上といったものは、事業者と労働者の協力の 

もとに進めていくものである。そういうように認識して
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いる。

2.罰則•司法処分等の強化

① 1999年12月8日付けでまとめられた「事故災害防止 

安全対策会議報告」においても、(リスク>マネジメントシ 

ステムに関する言及が多く、同報告が掲げた事項のう 

ちおよそ6割ほどが労働省の所轄分野であるが、すで 

に施策として実施済みのものが多く「報告に基づいてす 

ぐに何かやるというスタンスではない」との「労働省担当 

官の発言」が報じられている(安全スタッフ2000.1.15)。 

しかし、「規制緩和の流れがある一方、責任重視の観 

点で罰則は強化すべきというのが会議の考え。安全も 

同様、企業の自主裁量度が増す分、それによって生じ 

るマイナス面ごついては相応の負担をしてもらうことだ」 

として、同報告で「罰則規定の見直しJが謳われている 

こととの関連で、「労働安全衛生法の罰則金について 

も現行規定の『倍』に強化する可能性もある(ただし、早 

ぐても13年度以降)Jとしていることが伝えられている。 

この点についての考え方、見通tを明らかにされたい。

【労働基準局安全衛生部】

早晩すぐに行うというのもなかなか難しい情勢があ 

り、社会情勢の変化を踏まえて、今後とも検討するこ 

とはあり得るのではないかというふうには考えている。 

とくに具体的スケジュールや2倍にするとかはない。 

(次回の安衛法改正に合わせてという?)そういう予 

定ではない。未定。

② 最近10年間の司法件数で、労働安全衛生規則等に 

関する司法件数を条文別に示されたい。

③ 最近10年間の司法件数のうち、労働災害が発生し 

なくても、事業者が再三の勧告等にもかかわらず是正 

しないために、事前に司法処分とした件数についても 

示されたい。

③ もし事前に司法処分とした件数が減少しているとす 

れば、その理由を明らかにされたい。労働災害防止に 

は、事前における司法処分が相当な効果を与えると考 

える。とくに在来型と言われる労働災害の防止には効 

果的であると考えるがいかがか。

④ 最近10年間の、労働安全衛生法第98条に基づく緊 

急停止等命令を行使した件数を条文別に示されたい。 

また、同法第99条に基づく緊急停止命令の件数も明 

らかにされたい。もし減少しているとすれば、その理由 

を明らかにされたい。

⑤ 使用停止等命令の基準を明らかにされたい。

⑥ 安全委員会に関する業種別•規模別要件はなくし、 

常時30人以上の労働者を使用じTいる事業場に安全 

衛生委員会の設置を義務づけるとどbに、委員会の開 

催について罰則規定を設けるようにされたい。合わせ 

て、委員会の設置義務のない事業場においては、労働 

安全衛生規則第23条の2の規定による関係労働者か 

らの意見聴取が確実に行われるよう規定を強化すると 

ともに、罰則規定を設けるようにされたい。

【労働基準局安全衛生部】

これらの委員会の設置を義務づけられていない事 

業場においても、ご承知のとおり、安全衛生に関す 

る事項について関係労働者の意見を聞くようにという 

規定は設けており、これはもちろん関係労働者に聞い 

てしっかり安全衛生対策をとっていくことが大事であ 

るという考えに基づいているものではあるが、まずは 

ご指摘のような罰則をつけろという方法でなぐまず 

は規定の手指の浸透に努めているところであり、その 

浸透具合をみながら今後の検討課題と考えている。 

【回答：労働基準局監督課】

※提供できる資料を提供ということで、過去10年間 

の、送検事件状況(安衛法の条文別データはあるが 

安衛則の条文別はなし)、使用停止等処分事業場数 

及び緊急措置命令事業場数(条文別データなし)を 

提供された。それ以外のデータは、事前送検に関す 

るものも含めて、r統計をとっていない」とのこと。 

(使用停止等処分は明らかに減少傾向で、送検件 

数も増えていないことをどうとらえているか?)

昨今の景気動向を踏まえて、不景気な状況が続い 

ており、現に相談だとか申告事案というものが監督 

署の窓口において相当数。申告の処理件数自体も 

ここ数年間は増加傾向にある。まず一義的には、申 

告処理を、労働者の権利救済の点からいっても優先 

的に、かつ迅速に監督機関として対処しているとこ 

ろであり、そちらの方に事実上労力を費やしているこ 

とがひとつの原因になっているかとは思う。

申告等の内容としては、賃金不払いあるいは解雇 

といったような案件が著しく増加している。それだけ 

ではないとは思うが、それが主たる原因として反映さ 

れているものと考察している。

(事前送樹33じ0司法処理自体はそれぞれ個々 

の案件なので、事案ごとに処理されるべきものであっ 

て、事前送検云々というところについては、とくに、そ 

の傾向についても、本省においては特段把握はして 

いない。

監督機関における司法処分というものについては、 

基本的には、監督•指導を行うことによって、その事 

業場に対し二度邊反を繰り返させなし これはILO 
条約の批准からひっぱって、労働基準法の制定時に 

おいても、監督•指導についてはそもそも論として、 

司法処理のためにあってはならないと附帯決議でも 

書かれているように、そもそも監督•指導というのが
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基本的なベースにある。しかし、重大悪質な事案だ 

とか、監督•指導を行っても度重なる違反だとか、もう 

行政指導にとどめることができないといったようなも 

のについては、強い処分として司法処分を行ってい 

るわけであって、事前送検は、件数を把握していない 

のは事実だが、毎年千数百件行ってV边司法事件の 

中には、事後的な送致のほかに、事前送検といった 

視点のものも相当数は含まれていると認識している。 

使用停止命令基準については、仮にそのような基 

準があったとした場合、それをもし表に出せば、先 

ほどの監督復命書ではないが、法違反または不当な 

行為というものを容認し、著しくその発見を困難にす 

るおそれがある。それらの行為が助長されるという 

ことは、適正な業務遂行に著しい支障を来たす。こ 

れは、情報公開法5条6号にうたわれている部類の 

ものだと認識している。

(申告•相談が増えてし込という話だが、一方で、監 

督署が話を聞ゲけで「追い返しJて、申告としてなか 

なか受理しない、あるいは、監督に行く場合に事業 

所にあらかじめ事前に予告していく場合も多い、な 

どという実態もあることを指摘した。)

3.発がん物質対策

2000年11月17日付けで、「職業がん対策専門家会議 

における物質の発がん性についての検討結果」が公表 

された。「行政当局において対応を検討することが望ま 

しい」としたその勧告を踏まえて、エチレンオキシド(酸 

化エチレン)についての労働者のばく露防止措置を図 

るため、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則お 

よび特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する 

政省令案要綱が示され、12月1-15 Sを募集期間にパ 

ブリック•コメント手続が実施されたところである。

しかし、同報告及び1999年3月にまとめられたとい 

う「職業がん対策専門家会議小委員会(1997年7月設 

置)報告書」では、酸化エチレン以外にも16項目が、「家 

具及び調度品製造」について「実態調査を行い、検討 

していくことが望ましい」とし、「コークス製造」について 

「現行の規制範囲で十分であを！としたほかはいずれも, 

「引き続き情報収集に努め於きであ5/こbO瑾ましい」 

という結論になっている。

3年来riARC (国際がん研究機関)がグループ1(ヒ 

卜に対して発がん性あり)に分類している物質で特化則 

上の対象となっていない物質等一とりわけじん肺の主 

要原因物質である結晶質シリカ(二酸化珪素)について 

発がん物質としての規制対象とすることを要請してきた 

が、シリカに対する対応が見送られたことはきわめて遺 

憾である。

また、「IARC等の行っている発がん性分類において、 

グループ1『ヒトに対する発がん性あり』に分類されてい 

る化学物質又は工程の中で、行政対応が一部のみか、 

またはされてないと考えられるもののうち、医薬品等特 

殊なものを除く17項目について検討•整理を行っ』たと 

しているが、IARCがグループ1としているものであって 

も、頁岩油、鉱物油(未精製及び半精製品)、スス、硫化 

ジクロルエチル(マスタードガス、イベリット)、クロロメチ 

ルエーテル、木粉については検討対象にも入っていな 

い(IARCがグループ2A (ヒトに対しておそらく発がん 

性あり)、2B (ヒトに対して発がん性がある可能性あり) 

に分類じ€いる物質であっても特化則または行政指導 

で発がん物質としての規制を行っている物質はある)。 

一方で、IARCがシリカの次に1999年にグループ1に 

分類し、日本産業衛生学会も2000年に第1群(ヒトに 

対して発がん性あり)に分類することを提案したダイオ 

キシンについては、上記委員会の検討対象とはされて 

いないものの、(DIARCにおいて、事故等の高濃度ば 

く露の際の知見から人に対する発がん性ありとされて 

おり、その他のダイオキシン類についても、動物実験 

により、甲状腺機能、生殖機能や免疫機能の低下、催 

奇形性があることも報告されていること、⑵大阪府豊 

能郡美化センター(解体)労働者の血液中から高濃度 

検出されたことを理由にあげて、廃棄物焼却施設に係 

る作業に従事する労働者のダイオキシン類へのばく露 

防止措置を図るため、労働安全衛生法施行令の一部 

を改正する政令案要綱が示され、同じぐL2月1-15 Bを 

募集期間にパブリック•コメント手続が実施されている。

① 「職業がん対策専門家会議」の性格にっいて、A4④ 

でいう「懇談会等」に該当するものかどうか明らかにされ 

たい。

【労働基準局安全衛生部】

懇談会等に該当するものと考えており、今後(審議 

会等台帳に)登録を進めたいと考えている。

② とりわけ結晶質シリカについて、明らかに国際的な常 

識に逆行する立場として憂慮せざ從幼;い。とくに小委 

員会報告後の、1999年7月のドイツ科学振興会(MAK、 

カテゴリー1(ヒトに対して発がん性あり))、2000年5月 

のアメリカ国家毒性プログラム(NTP、ヒトに対して発が 

ん性あり)による新たな発がん物質分類の決定につい 

て、(どのように)評価されたのか明らかにされたい。

【労働基準局安全衛生部】

小委員会の報告が出た後に、そのような報告があ 

ることは承知じている。職業がん対策専門家会議に 

おける物質の発がん性の検討結果については,疫 

学調査および動物実験から、現時点ではシリカその 

ものの発がん性に関しては、弓Iき続き情報収集に努
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めることが望ましいとされているところであるが、ご指 

摘のような国際的な評価があることは承知しており、 

ご5いった新たな情報等も含めて情報収集に努めて 

いきたいと考えている。

③ 「エチレンオキシドを規制対象とする」ことについての 

み、パブリック•コメント手続を実施するというのはまった 

ぐ不十分である。発がん物質としての規制/検討の対象 

及び内容全般に関するパブリック•コメント手続を実施 

されたい。3年間にわたり要請と検討に当たっての資 

料•情報の提供を申し出、一部資料は実際に提出して 

いたにもかかわらず、委員会における検討について知 

らされず、その機会を与えられてこなかったことを考え 

れば、なおさらである。

【労働基準局安全衛生部】

そもそもパブリックコメントというのは、国の行政機 

関等の意思表示で規制の設定、改廃に係るものにつ 

いて行うものであり、ご指摘の件はパブリックコメント 

そのものの手続にはなじまないのではないかと考え 

ている。

④ 「家具及び調度品製造」については、小委員か報告

では「物質毎の対応が困難であり『作業』としての対応 

ということになるが、その是非や実行可能性について 

は親委員会での議論の対象であると考える」とされ、親 

委員会の検討結果では「実態調査を行い、検討じrい 

くことが望ましい」とされている。小委員会報告も指摘し 

ているとおり、IARCでは「家具及び調度品製造」だけ 

でなく1995年には木粉もグループ1に分類しており、日 

本産業衛生学会も木粉を第1群に分類しているど!ろ 

でもあり(1998年に提案、1999年に正式化)、早急な 

対応が求められる。具体的な今後の方策について明ら 

かにされたい。 •

【労働基準局安全衛生部】

家具及び調度品製造については、実態調査を行 

い検討していくこと力瑾ましいとされているところであ 

るが、他の16物質•工程についても情報収集に努め 

ることとされており、全体の順番、16項目のうちどれ 

が一番優先順位が高いのかということb考慮して、 

今後対処していきたい。

※(調査について)発がん性そのものということでは 

ないが、シックハウスがらみで家具•調度品について 

の実態調査を行うことを考えており、どこまで発がん 

性の評価というところまで踏み込めるかどうかという 

ことについては、まだデザインができていないので何 

ともいえない。

⑤ ダイオキシン類についての労働安全衛生法施行令 

改正案要綱では、対象を廃棄物焼却施設に係る作業に 

従事する労働者に限定し、また、発がん物質であるこ

とに着目した対策には必ずしもなっていない。対象をダ 

イオキシン類にばく露する可能性のあるすべての労働 

者とし、また、ばく露労働者を退職後の健康管理のた 

めに健康管理手帳を交付する対象とするとともに、特 

化則上の規制対象とじr発がん物質であることに着目 

した規制の対象とすべきである(一部行政指導によっ 

てすでに実行している事項も含めて)。

な2001年度重点施策では、「ダイオキシン類の測 

定•分析体制の整備(W業医学窓号研究所における空 

気中及び血液中のダイオキシン類濃度の測定体制の 

整備)」が掲げられている。この施策の内容、とくに一般 

からの利用方法について示されたい。

【労働基準局安全衛生部】

規制を行う前段階として、平成11年に豊能郡美化 

センターの労働者の血液から、また平成12年には 

解体工事を行う労働者の血液からダイオキシン類が 

検出されて、廃棄物焼却施設に関連する労働環境の 

中で髙濃度のダイオキシン類に曝露する作業がある 

ということが明らかになったために規制を行うもので 

ある。

特化則というのは、有害な化学物質をグループ分 

けして、主に化学物質の製造•使用の過程に着目し 

た趣旨の規制を定めているものであり、ひとつの理 

由として、そもそもダイオキシンが物を燃焼する過程 

で意図せずして副次的に生成するものであって、特 

化則で規制される工場などで使用するtいった工程 

でtぬいということ。2点目は、非常にごく濃度が低い 

ところで起こっている話で、適切に保護具を使ってい 

ただければ、曝露防止対策になるのではないかとい 

う考えがあって、特化則では規制せず、労働安全衛 

生規則の中で整理したところ。

健康管理手帳の交付対象業務というのは、がん 

等重度の健康障害を引き起こすおそれのある業務 

で、その発生リスクが疫学的に高いことを要件として 

いるが、今のところは廃棄物焼却施設に関連する労 

働者においてそのような知見は得 咙ていないので、 

今のところは考えていない。

産業医学総合研究所はそもそも、労働者の曝露 

とか健康調査のための研究体制の整備のために★ 

★行っているものであり、当面行政の利用が主体と 

なると思っているが、ある研究テーマにそって事業場 

がある労働者の健康調査を行ってほしいという要請 

があって、それが研究体制のテーマと合致していれ 

ば、それは今後調査そのものはあり得るのではない 

かと考えている。(まだ、デザインができ上がっていな 

いとのこと。)

⑥ 労働安全衛生法第55条の製造、輸入、譲渡、提供、
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使用を禁止する物質の対象を検討するのは「職業がん 

対策専門家会議」の守備範囲か、そうでないとしたら他 

に担当する専門家会議等があるのか、(換言すれば、 

その検討のためのプロセスを明らかにされたいという 

こと)また、現在何らかの検討が行われているか明らか 

にされたい。

【労働基準局安全衛生部】

まず、職業がん対策専門家会議は常設ではなく、 

あるテーマがあって、そのテーマが必要だと言われ 

たときに、行政対応が必要だと、必要性に応じて開 

催するもの。必要性に応じて行政対応を検討した結 

果、ご指摘のように、製造、使用等を禁止するという 

結論が出ることはありうると考えている。

⑦ 発がん物質等の曝露後長期間経過してから発病す 

るものについては、曝露物質、曝露期間、曝露態様、健 

康診断結果、環境測定結果等を記載した書面を離•退 

職労働者に交付することとされたい。

【労働基準局安全衛生部】

特化則において現在、事業者に健康診断の結果 

については、遅発性障害を防止するhいう観点で、30 
年間保存を義務づけている。基本的には、働いてい 

る労働者が事業者に(•••録音不調)。

⑧ すでに対象とされてレ^るクロシドライトアモサイ!^除 

く5綿(アスベスト)を早急に労働安全衛生法第55条の 

「製造等の禁止」対象物質とされたい。

【労働基準局安全衛生部】

現在EU等、国内企業等の動きも活発になってき 

て、全面使用禁止の動きがあるということは聞いてい 

るが、これらの動向について情報収集を行っている。 

その結果を総合的に判断じて、適切に対応じていき 

たいと考えている。

4.化学物質管理対策
① 作業環境評価基準(管理濃度)の見直し作業にっい 

て、検討の対象となっている化学物質等を明らかにす 

ることを含めて、検討の経過及び見通しを明らかにされ 

たい。なお、石綿(アスベスト)については、「従前の例」 

により適用されるクロシドライトの場合も含めて、0.1繊 

維/cm3以下に引き下げられたい。

【労働基準局安全衛生部】

管理濃度については、日本産業衛生学会の許容 

濃度條国産業安全衛生専門家会議_露限界の 

勧告値等の医学的根齓作業環境測定技術の精度、 

事業所における環境改善の工学的対策等を考慮し 

て定めているところであり、日本産業衛生学会の勧 

告も参考とし、石綿を含め、今後とも必要に応じその 

見直しについて検討していきたいと考えている。

※管理濃度等検討会議という名称で、管理濃度、作 

業環境測定基準、作業環境測定評価基準の見直し 

についての意見を聞ぐ^めの会合を開く予定。有機 

亂特化則の対象物質ぬっている約90のうち、許容 

濃度や曝露限界が変わっているものについて、必要 

があるかないかについて検討するので、(対象は)だ 

いたい10 くらいになるのではないか。(いつ開くとい 

う目途はまだない?)

② 平成12年6月1日基発第388号によって、(1)化学 

物質管理啓発、⑵人材養成支援、⑶モデルMSDS 
作成> ⑷有害性等情報評価の各事業^内容^する「化 

学物質管理支援事業」を、中央労働災害防止協会に委 

託して実施することとされ、6月1日に、産業安全会館 

内に「化学物質管理支援センター」が開所されている。 

⑷は「職業性疾病の発生原因となった化学物質等の 

MSDSの評価及び原因物質の分析Jとされ、過去に 

災害を導いた化学物質のMSDS力すでに市場に出回っ 

て刚f、それを買い取るなどT記載の正確性.有効性 

等のチェックも行うものと伝えられている。また、同通達 

では、「本事業の支援の対象と&る者は、化学物質等の 

譲渡.提供者及び化学物質觀使用す磚業者並ま 

これらの関係労働者である」とされている。同通達では、 

「支援の具体的内容については、おって連絡する」こと 

とされているが、その連絡内容を示されたい。合わせ 

て、同事業の予算額及び現在までに把握してレ砀実施 

状況について示されたい。

【労働基準局安全衛生部】

(録音不調、実施状況については委託事業完了後

に報告とのこと。)

②2001年度重点施策では、「職域におけるシックハウ 

ス対策の推進(化学物質の複合ば頌に関する実態調 

査•疫学調査の実施、職域におけるシックハウス対策 

の確立等の実施)Jが掲げられているが、その検討の状 

況及び見通しについて示されたい。(2000年5月に「職 

域におけるシックハウス関係物質検討委員会」を設置 

し、職場におけるホルムアルデヒmどの濃度基準を検 

討し、2001年度以降には、木造家屋建築工事現場、ビ 

ルエ事現場、合板、木製家具、塗料、繊維製品の製造 

工場について10施設• 2,000人の労働者を対象にした 

シックハウス症状の疫学調査と化学物質の複合ばく露 

につレゝての実態調査を実施、これらの調査結果を踏ま 

え、調査の対象ごとに順次、シックハウス対策指針を策 

定する予定と伝えられている。)

【労働基準局安全衛生部】

実態調査とじて合板工場、建築現場等を対象に 

平成12年度に先行して実施、平成13年度にやる予 

定で、年内には結果を取りまとめる予定。そして引き
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続き疫学調査も開始することとしている。また、職域 

におけるガイドラインの検討作業を行っているところ 

で、近いうちに公表したいと考えている。

③「化学物質管理対策Jについては昨年、6項目の具 

体的要望を提出しているが、これらの点については引 

き続き関係施策の実施及び今後の見直しに当たって留 

意されたい。

5. 廃棄物処理業における労働安全衛生対策

ダイオキシン類対策という観点から、労働省では、3-⑤ 

で名掀労働安全衛生法施締の改正以外にも2000 
年度内にも「廃棄物焼却施設技  全に解体するための 

マニュアル」を策定することとしている。また、平成12年 

3月14日付け基発第127号「産業廃棄物処理業等に 

おける爆発•火災防止について」では、「廃棄物の受け 

入れ事業者は、排出事業者からMSDSを入手するなど 

で危険性情報を得るのが望ましい」としている。さらに、 

廃棄物処理数簾こ緊急安全診断を実施し、早けれ 

ば2000年度内遅くとも2001年秋までには、その結果 

を踏执tガイドラインを策定す父とを決定したとも伝 

えられている。

この際、住民•環境対策等との整合•統合を考慮に入 

れながら、廃棄物処理業における首尾一貫した、法令 

による労働安全衛生対策を確立すべきではないか。 

【労働基準局安全衛生部】

平成12年度の補正予算において、「廃棄物処理 

業における労働安全衛生対策」ということで補正予 

算がついて、それに基づいて今調査を行っていると 

ころ。今後、この調査結果や過去のいろいろな経験 

を踏まえつつガイドラインを作るということにしていて、 

そのガイドラインに基づいた労働安全衛生対策を進 

めていこうと考えている。

6. その他の労働安全衛生対策

①2000年7月14日に「労働者の健康情報に係るプラ 

イバシーの保護に関する検討会中間取りまとめ」が公 

表され、12月20日には「労働者の個人情報保護に関 

す^^会報告書(労働者の®人情報保護に関す折 

動指針)Jも公表されたところである。労働関係法全体 

にも関わる重要問題であるが、とりわけ労働安全衛生 

法に関連した健康情報については、前記中間取りまと 

めも指摘するような幅広い問題が存在している。また、 

労働者に法定健康診断の受診義務が課せられていな 

がら、1996年の労働安全衛生法改正によって、一般健 

康診断についてのみ、事業者はその結果を当該労働 

者に通知しなければならないという規定が設けられた 

以外は、健康診断の結果を「知る権利」すら明定されて

いないことも問題である。労働者のプライバシー •個人 

情報の保護及び「知る権利」の両面に関して、少なくと 

も迅速に労働安全衛生法の改正を図るとともに、安全 

衛生面のみに限らない特別法の制定を検討されたい。 

【労働基準局安全衛生部】

昨年7月にとりまとめられた検討会の中で、特殊 

健康診断の本人への通知について検討する必要が 

あるのではないかというようなことを言われている。現 

在、個人情報保護基本法と言われてレ込ものが国会 

で審議中なのでそういったものの動向とか、労働者 

の個人情報という大きな意味での動向とかを踏まえ 

ながら、必要に応じてこちらの方で検討を進めていぎ 

たいと考えており、検討がどういう方向に向かうかと 

いうか、法改正が必要じゃないかというご指摘だが、 

この部分は今のところ未定。(基本法の中で大まかな 

方針が示されるので、それでヵバーでき狄ぃぅ考ぇ 

方になる可能性もあるし、あるいは安衛法独自で何 

か作業が必要になるかもしれないレ”。)

②「VDT作業のための労働衛生上の指針」(昭和60年 

12月20日付け基発第705号)については、「2000年度 

内に見直しを行う予定Jということで、その旨2000年度 

の労働基斬政運営方針にも明記されていが、2001 
年度の重点施策には盛り込まれていない。昨年、「新た 

に専門委員会等を設置するのか_!とお聞きして、「調査 

報告も出ているので、それを踏まえて、後は行政内での 

検討」、「目途としては2000年度内」との話であったが、 

懇談会等台帳によると、昨年12月21日に、「近年の 

VDT作業を取り巻く状況の変化を踏蚊、現状のVDT 
作業における問題点、『指針』の改善の方向等につい 

て検討を行う」ことを目的として「VDT作業に係る労働 

衛生管理に関する検討会」が設置されている。この間 

の経緯、検討の状況及び見通しを明らかにされたい。 

【労働基準局安全衛生部】

昨年はご指摘のように回答したということ^が、調 

査報告の中を確認したが、当時の調査の中では、職 

場においてVDT作業を行うというものが中心の調査 

であった。その後、いろいろな、モバイル機器が急速 

に普及しているというような状況、あるいは在宅ワー 

クといったものを対象にしなくてよいのかといったこ 

と、この2つが大きく検討されてこなかったところであ 

ると思っている。したがって、この点も踏まえて、やは 

り専門家の方々のご意見が必要であるという結論に 

なった。その結果、昨年12月に検討会を設けて、現 

在検討中である。経過は、2回目を2月に開催し、委 

員の先生方から様々な見直しの意見をいただいてお 

り、それを踏まえて、委員の皆さんのご協力をいただ 

きながら指針の案を作成をしようとしているど2ろ。検
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討会の結論としては6月頃、その後案をまとめ、パブ 

リックコメントという手続もあるので、秋口までには出 

したいと考えている。

③ 政府も主導している「IT革命」の職場の安全衛生に 

対する影響を調査•分析し、実効性のある対策を確立 

されたい。「IT®命」による職場の変化が行われる前に、 

安全衛生委員会による調査審議が確実になされるよう 

にされたい。

【労働基準局安全衛生部】

IT革命の関係でわれわれが認識しているのは、や 

はりVDT作業であろうかと考えている。これは、前述 

のとおり現在の情勢にあった指針を作りたいと考え 

ている。その指針を踏软て、各事業場での実態とい 

うのは当然様々であるので、安全衛生委員会の役割 

が敦めて重要で祕t考えてレ込。安全衛生委員会 

の中で、指針を参考にしていただき、より職場の実態 

に即した対策を検討していただくこ重要である。

④ 平成12年8月9日付け基発第522号｝ひって、「事業 

場における労働者の心の健康づくりのための指針Jが 

策定された。同指針(案)に対するパブリック•コ；〇卜手 

続において、われわれは2000年7月7日付けで意見 

を提出したところであるが、同指針の普及促進にあたっ 

てその意見を尊重されたい。平成7-11年度に実施され 

た労働省委託「労働の場におけるストレス及びその健 

康影響に関す珊究」の成果を速やかに公表して、「事 

業場におけるストレス対策計画マ:!^アル」、「仕事のス 

トレス判定図マニュアル」、「職業性ストレス簡易調査票 

使用マニュアル」等卜般に活用できるようにされたい。

【労働基準局安全衛生部】

指針策定の際のノ Vリックコ/>卜手続においては、 

貴重なご意見をたくさんいただいた［2000年10月号 

参照］。今年からメンタルヘルスに対する対策を打ち 

出すことになり、その中で重要な柱として教育研修の 

事業を実施する。ご5いう中で(ご指摘いただいた点 

も)対策を講じていきたいと考えている。

昨年、東京医大の方でストレスに関する研究がま 

とまった。それについて一般に活用できるようにされ 

たいということであるが、印刷部数に限りが多るので、 

国会図書館に寄贈、それから各都道府県労働局と 

産業保健推進センターの方に送っているので、そち 

らの方で閲覧できるようにしてある。

⑤ 「職場における腰痛予防対策指針」(平成6年9月6 
日付け基発第547号)の見直し及び「職場における頸 

肩腕症候群予防対策J (1995年8月に「検討結果報告 

書」がまとめられている)の指針化については予定はな 

レ込のこどCあったが、欧米では最近「労働関連性筋骨 

格系障害」対策に関する議論が盛んであり、そこには、
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人間工学的対策、B1⑤で示したリスク対策の基本原則 

やOHS-MSアプローチが貫徹されているようである。わ 

が国においても、腰痛、頸肩腕障害等の筋骨格系障害 

は深刻な問題であり、この際指針の見直し•策定に着 

手されたい。

【労働基準局安全衛生部】

今のところ、早急に見直すという予定はない。人間 

工学的対策にっいては現在でも指針の中に盛り込 

んでいるし、マネジメントシステムといったところにつ 

いては、事業場全体の取り組みとじr安全衛生対策 

を進めていく中で、そのひとつのものとして腰痛対策、 

頸肩腕症 _ 対策といった¢>0¢各事業場で進めて 

いただく参考というか、基準として現行の指針を活用 

していただきたい。今後一切見直さないという気は 

ないので、何かご示唆等があれば検討させていただ 

きたいと思う。

⑥1999年度から始まっている、深夜業に関する自主的 

ガイドライン作成支援事業の進行状況および問題点に 

ついて示されたい。その結果を踏まえて、労働基準法 

改正、労働安全衛生法改正の国会議論(附帯決議等) 

で示された、「将来における深夜業の総合的なガイドラ 

インの策定_!、「IL0第171号条約の趣旨を踏まえた深 

夜業の実効ある抑制方策についての検討」の見通しに 

ついて示されたい。

［労働基準局総務課】

※「労使による深夜業に関する自主的ガイドライン作 

成支援事業」一覧表を提供された。

労倒こよる深夜業に関する自主的ガイドライン作成 

支援事業

事業開始¥度業種一労働者団体/使用者団体 

11年度 化学m日本化学労働合連合会(化 

学連合)/(&)日本化学工業会(日化協) 

11年度 醐業一日本鉄鋼_労麵合連合会徽 

鋼労連)/(社)日本鉄鋼連盟(鉄鋼連盟) 

11年度自動車•同附属製品製造業一全日本自動 

車産業労働組合総連合会(自動車総避/ 

自動車産業経営者連盟(自経連)

11年度電気•電子•情報関連産業一日本電気•電 

子•情報関魅業労働組合連合会(電気連 

合)/通信工業鯉、«±)日本賴工業会 

12年度 紡績業ーゼンセン同盟/日本紡績協会 

12年度 商業(百貨店)一日本商業労働組合連合会 

(商業労連)/日本百貨店協会

※平成11年度の4業種については、終了している。 

平成13年度も事業継続。(これを受けて総合的 

ガイドライン作成ということは)そういう話になるかど 

うかも、まだわからない。



⑦ 労働安全衛生法改正により2000年度力ち実施され 

てレふ深夜業従事者に対する「自発的健康診断受診 

支援事業」の予算額及び現在までに把握UQ込実施 

状況について示されたい。

【労働基準局安全衛生部】

安衛法改正の時の附帯決議で、深夜業従事者に 

対する自発的健診の助成措置を講じるようにと言わ 

れており、平成12年度11億4,200万円、研究費も含 

んで計上している。1月末時点の申請件数は535件 

ということで、ちよっと低調な状況にある。

(低調な理由は?)年度中のスタートになづてしまっ 

たこともあるし、電車広告も2月になってから始めて 

し砀ので、皆さんにこういう事業があるということを知っ 

ていただいてないことが一番の原因ではないかと思っ 

ている。

(今後地方公務員への波及は?)助成事業とじて 

は労災保険法の枠内でやっているので、公務員を対 

象としてお金を出すという仕組みは難しいので、それ 

は人事院等で対処すべきこと…。

⑧ 2001年度重点施策では、「職域及び地域における各 

種健診制度の連携の在り方の検討」が掲げられている 

が、その内容について示されたい。

【労働基準局安全衛生部】

まず職域域における健診データの相互利用、 

互換性に係る検討の後、職域と地域に共通して利用 

可能な健康診断記録様式の策定を計画している。

⑨ 懇談会等台帳によると、1999年7月9日に「健康診 

断の有効的活用に関する評価調査研究評価会議」が、 

「委託事業として行っている健康診断の有効的活用に 

関する評価調査事業が適切に行われるよう、第三者に 

よ孫観的評価を行^」乙hを目的とじT設置されて吸 

「委託事業」の内容を含めて、その活動状況及び報告 

書等取りまとめの見通しについて示されたい。

【労働基準局安全衛生部】

委託事業の内容としく は、現にあ^健康診断の有 

効性を評価するために、どのようなかたちで職場で利 

用されているのか、それがどういったかたちでどのく 

らい効果があるものかということを研究的な立場か 

ら評価していただいている。これは本年度限りの事 

業とっている。これを評価する評価会議は、研究が 

2年続いたが、2年を通じて5回開催した。報告書の 

取りまとめは、6月頃になる見込み。

⑩ 懇談会等台帳によると、1999年9月10日に「小規模 

事業場における健康確保方策の在り方に関する検討 

会」が、「小規模事業場における総合的な健康確保策 

について検討するJことを目的に設置されている。検討 

の状況及び報告書等取りまとめの見通しについて示さ

れたい。

【労働基準局安全衛生部】

平成11年9月からこれまで8回開催しており、そ 

の間、昨年9月に中間取りまとめとじて産業保健セ 

ンターの活性化について報告を出している。その後、 

産業医の選任基準の引き下げ等を含む小規模事業 

場の総合的な健康確保対策というこどC検討を進め 

ている。今年の夏頃を目途に最終的に報告書を取り 

まとめる予定。

⑪中小零細事業場やパート労働者については、法定の 

一般健康診断についても実施されていない状況がまま 

みられるところである。これらの労働者が自費で受診し 

た定期健康診断の費用を援助する仕組みを検討され 

たい。

【労働基準局安全衛生部】

そもそも安衛法の健康診断は事業者の義務とし 

て課せられているものなので、それを補填するような 

かたちになる助成措置というのは仕組みとして困難 

であると考えている。

⑫騒音作業従事者に対して、「騒音障害防止ガイドライ 

ン」(平成4年1〇月1日付け基発第546号)で「定期健康 

診断と同じ項目の検査を行うことが望ましい」とされて 

いる「離職時健康診断」を義務づけるようにされたい。 

【労働基準局安全衛生部】

ガイドラインの解説通達で述べられていることであ 

るが、離職時健跡主に労働者自身はる健康管理 

に生かすという目的でされる反面、法の定期健診は 

事業者の義務のもとの適正な配置だとか、そういう 

趣旨が違うので、労働者の自己管理という意味での 

離職時健診を事業者の義務とすることは難U込考 

えている。

※離職時にしか労災請求ができない補償との関連 

(C.3②参照)ぇれば、労働者の自己管理のため 

だけにあるとは言いきれず、現状の問題は大きいと 

指摘したが、補衡こおける問題が理解できなかった 

模様。

⑬針刺し事故防止のために、注射器は器具に該当す 

るものとして、労働安全衛生法第20条第1号、同第27 
条第1項の規定に基づいて省令を制定されたい。 

【労働基準局安全衛生部】

厚生労働省としては、針刺し事故対策を院内感染 

対策の一環とじく 行うひが効果的であ狄いう観点 

から、医師、看護婦、医療従事者を対象とした院内 

感染対策講習会を実施している。

※実態については、「今サーヴェイランスをやってい 

るか、まだ結果は聞いていない_!。現行法のもとでも 

省令制定もできるので、行政指導以上のことを検討
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特集/厚生労働省交渉•改正労災保険法

するよう要望。

⑱とりわけ建設業を念頭に置きながら、一人親方等も 

含めた屋外作業における粉じんによる健康障害の防 

止、健康管理対策を強化されたい。

【労働基準局安全衛生部】

(録音不調だが、現行法令の仕組みの解説と「従 

来通り」という回答内容)

⑮過労死、過労自殺や業務によるメンタルヘルス問題 

を、労働安全衛生法第22号の列挙項目に加え、それ 

に基づいて省令を制定すべきではないか。

【労働基準局安全衛生部】

昨年8月に指針を策定したばかりであり、本年度 

力ちその指針の普及啓発の事業をスター•卜するので、 

現時点では行政指乾いうかたちで指導していきたい。 

⑯最近多くの重大災害が発生しているが、その発生状 

況は、知る限りにおいては基本的な労働災害防止対策 

を講じていれば防止できたものが多い。鋳物工場にお 

ける爆発、化学工場における爆発火災等はその一例 

である。労働安全衛生規則第4章「爆発火災等の防止」 

関係規則を、第257条を改正じT作業指揮者を作業主 

任者に昇格するなど(感電事故防止のために第350条 

も同様)、細部にわたり改定すべきではないか。 

【労働基準局安全衛生部】

もともと作業主任者の選任は安全衛生に関する 

特別な技能を求められるような危険有害な作業につ 

いて定められているものであり、現行作業指揮者の 

選任が義務づけられているような作業を包括的に作

業主任者にするというのは適切ではないと考えてい 

る。具体的にどの作業を作業指揮者から作業主任者 

にすべきということについては、個別に一つひとつ 

検討していくものだと考えている。

⑰行政が策定した各種ガイドラインや指針等が現実的 

にはとりわけ中小零細事業場等には周知されておらず、 

必ずしも安全衛生員会等でも取り上げられていないと 

言わざるを得ないと考える。周知及び実効性を確保す 

る方策を講じられたい。

【労働基準局安全衛生部】

今でもパンフレットを作成していろいろな機会に配 

布するなど(…録音不調)。

7.茨城県東海村の株式会社JC〇のウラン加工施設に 

おける「臨界擊故」関係

昨年、労働行政においても、親企業等も含めて関係企 

業のトップに対して厳罰をもってのぞむよう強く要望し、 

2000年10月16日に水戸労働基準監督署が、同社と 

東海事業所の当時の所長を、労働安全衛生法第11条 

第1項(安全管理者に行わせ磚項の管理義務違反)、 

第120条第1号(罰条)、同第122号(両罰規定)違反の 

疑いで水戸地方検察庁に書類送検したと報じられてい 

る。この件に関する資料を示されたい。

【労働基準局監督課】

※所轄の茨城労働局の昨年10月16日付けの発表 

「臨界事故による災害を起こした(株)ジヱー.rnri 
シー •オーを書類送検」を提供された。 _

C.労災補償関係

1.労災隠し対策

「労災隠し」の問題はその実態をいかに把握し、根絶す 

るための実効性のある対策を求める立場からこれまでも 

取り上げ、一昨年、その実態について、「送検件数の何倍 

かくらいだろうという発想では、もちろんない。少なくない件 

数がまだ把握されていないということは、そういう前提で考 

えている」という認識(補償課)をうかがったところである。

① 本要望書提出時点では確認できていないが,2000年 

の労働安全衛生法第100条(報告等)違反による送検 

件数は約90件と過去最高になりそうだと伝えられてい 

る。いわゆる「労災隠し」が増加していると認識されてい 

るかどうか明らかにされたい。もし増加していると認識 

されているとしたら、その原因についてのお考えをお聞 

かせ願いたい。

② 新聞報道もされたように、政管健保で給付を行った 

が、あとで労災の取り扱いと判明して被保険者本人ま

たは医療機関に対じr「債権発生通知」を出した祕が、 

1999年度には前年比3割以上も増加して6万7千件 

(1998年度は5万1千件)になり、過去10年間で58万 

件、207億円にものぼっていることが明らかになってい 

る。したがって労災なら患者本人が支払う必要がないの 

に自己負担していた治療費(健保の自己負担2割分) 

は過去10年間に約40億円にもなる。実務的には健康 

保険側力ちすると、社会保険事務所では翌月分の医療 

機関からのレセプト(診療報酬明細書)に対する支払の 

中から相殺するなどしてこの債権を回収できているよう 

である。医療機関の側でもあらためて労働基準監督署 

に療養補償給付の請求をして穴埋めができるものと思 

われるが、危惧するのは、被災者側の健保自己負担分 

の返還及び労災保険の休業補償請求手続等が行われ 

てし込力どうかである。労災保険の新規受給者数は1998 
年に約57万7千件であるから、上記の5万1千件はそ
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の約9%という大きな部分を占める。全国の社会保険事 

務所がレセプトをチェックする中で発見するこの貴重な 

情報を「労災隠し」根絶のために活用しない手はない。 

また、政管健保でこのような件数が発見されているの 

であるから、健康保険組合、業種別国保組合や、労働 

者でない被保険者もいることは念頭に置きつつも市町 

村国保あるいは生活保護等においても同様の実態が 

存在しているのではないかと危惧されるところである。 

労働基準局及び各々の社会保障担当部署のこれま 

での対策の状況を示されたい。(注：社保関係では、社 

会保険事務所にレセプトチェックの具体的指示をして 

いたのか。健保組合に対してはどうか。国保関係では、 

昭和55年5月10日付け保険発第42号「国民健康保険 
'の診療報酬明細書点検調査事務処理要領について」 

には、第三者行為にかかるもの等についての指摘はあ 

るものの「労災隠し」を明示した記述はないことは確認 

しているが、別に何か指示等はあるか、旧労働省サイ 

ドからの旧厚生省への対応はどうであったのか、等々) 

また、ぜひとも今後の厚生労働省全体としての新た 

な方針を明らかにされたい。その際、A-1-②でふれた 

ように、労災保険、社会保険の未届未加入事業場の解 

消も共通の課題であることにも留意されたい。

③ 重傷事故の背後には傷害を伴わない無数の事故が 

存在しているといういわゆるハインリッヒの「1：29：300 
の法則」というのがある。2000年9月にまとめられた中 

央労働災害防止協会「安全対策の費用対効果一企業 

の安全対策費の現状とその効果の分析一」によれば、 

同調査で実施した事業場アンケート調査結果によると 

「死亡災害と永久労働不能災害の合計」を1とした場合 

の「一時労働不能災害」、「不休災害」、「ヒヤリハット災 

害」は各々、「1:7:27：5,541Jになった。また、平成7年 

の労働省「労働安全衛生基本調査報告」をベースに全 

国の事業場における災害程度別の度数を推計試算し 

たところ、製造業において、「死亡災害渡数率〇.01)及 

び永久労働不能災害(度数率〇.07)」を1とした場合の 

「一時労働不能災害(度数率1.01)」、「不休災害」、「ヒ 

ヤリハット災害」は各々、「1:13:40:1.200Jになったと 

いう。これらの比率をひとつの目安にしながら、「隠すの 

が難しい」死亡災害や重度災害と比較してそれ以外の 

労災請求が著しく低い業種•事業所等、または強度率 

に比較して度数率が著しく低い業種•事業所等にター 

ゲットを絞った重点的な「労災隠し」対策の実行を図ら 

れたい。(たとえば、平成11年の全産業の度数率1.8〇、 

強度率0.14に対して、建設業では度数率1.44、強度率 

0.30である。)

④ 再三指摘してきているように、事業主が届け出た労 

働者死傷病報告に基づく労災統計と労災保険支給決 

定に基づく統計は両者を突き合わせ、分析して、「労災 

隠し」対策に活用されたい。とりわけ、事業主の届出件 

数よりも労災補償件数がかなり少なくなっている、災害 

性腰痛を中iとrる「業務上の負傷(ひ^疾病」及び「非 

災害性腰痛」の実態を明らかにすべきである。

⑤ すでに要望してきたように、労働者死傷病報告書に、 

被災労働者及び労働者代表が記載内容を確認して署 

名する欄を設けられたい(様式の変更に時間がかかる 

のであれば,当面、行政指導により、「療養の要否」様 

式欄外または別紙を用いて実施するようにされたい)。 

A-3-⑪と関連するが、少なくと6、被災労働者本人また 

は遺家族、その委任を受けた者からの労働者死傷病 

報告書の開示請求に対じては、被災労働者に係る個人 

情報も含めて開示することとすべきである。

【回答：労働基準局安全衛生部】

労働者死傷病報告の件について、まず、労働者代 

表の確認をとらせろということについては、被災され 

た本人の個人情報保護の観点から問題が残るとい 

うことがある。それと、被災者本人に対する確認を求 

めるということについては、制度のそのものの性格 

として事業主に出させるものであって、その中味につ 

いて被災者本人の確認を要求するとなると、内容に 

ついて一例えば災害発生状況の詳細、図を書かせた 

りもするわけですが一その部分について争いが出る 

と、いつまでたっても結論が出ないということが考え 

られるので、なかなかそれは難しいだろうと考えてい 

る〇

⑥ じん肺管理区分決定通知書に備考欄として、「かかっ 

ている合併症の名称」及び「療養の要否」欄があること 

から、管理4以外のじん肺患者で合併症のために療養 

を要する者について、じん肺健康診断結果証明書に記 

載された医師の所見を否定する内容で、「療養の要否」 

撊の「否」にマルが付けられトラブルを生ずる事例が後 

を絶たない。地方労働局によっては、とくに数の多い続 

発性気管支炎については、じん肺診査医にいちいち確 

認していられないために、「かかっている合併症の名称」 

欄が空白になり、管理4以外で同欄が空白だとソフトウ 

エアが自動的に「療養の要否」欄の「否」にマルを付けて 

しまうなどと説明しているところもあるやに聞く。

そもそも、「合併症の存否」や「療養の要否」は、じん 

肺管理区分決定の内容をなすものではない。同決定書 

には,「この処分について不服があるときは…審査請 

求することができ(る)」旨の記載があるが、上記(備考 

欄)の内容については「処分」ではないから、その内容 

について審査請求で争うこともできない。療養の要否に 

関しては、別に療養補償給付の請求を行ったうえで労 

働基準監督署長が決定すべきものであるにもかかわら
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ず、その旨については、じん肺管理区分決定書にも何 

らの記載はなぐ周知もほとんどなされていない(実態と 

しては、療養が認められる内容のじん肺管理区分決定 

通知書の交付を受けていながら、労災保険給付の請求 

手続について誰からも説明を受けないまま、療養を受 

けていなかったという事例が少なくないのである)。しか 

し、決定通知書に「療養の必要なし」と記載されていれ 

ば、被災労働者が療養補償の請求ができないものと思 

い込んでしまうのも無理からぬところで、言わば行政が 

「労災隠し」を助長じ•ひるh言われで思議でI肪:い。 

じん肺管理区分決定通知書から「療養の要否」欄を 

削除し、また、療養補償給付等の請求手続について明 

示すべきである。様式の変更に時間がかかるのであれ 

ば、当面、行政指導により、「療養の要否」欄は(少なく 

とb「否」とは)記載しないこと、及び、療養補償給付等 

の請求手続について周知することを徹底されたい。 

【回答：労働基準局安全衛生部労働衛生課】 

(録音不調)指摘されて!/込問題を理解していない 

回答に加えて、「じん肺診査医には権限がある」、「様 

式は変更しません」とつっぱねるだけのため紛糾。

⑦ 一部の都道府県労働局においては、「労災隠し」を見 

つけ出すための手引きのようなものを作成していると聞 

いているが、本省において、労働基準監督署、社会保 

険事務所、健保組合、国保組合や地方自治体の国保 

所管部署等を対象とした実効性のある手引きを作成さ 

れたい。その際はわれわれも協力を惜しまないので、 

民間の英知を結集しながらぜひ実現すべきであると考 

える。なお、その際、いわゆる「不正受給」対策と「労災 

隠し」対策を並列して取り扱うべきではない。

⑧ 労災保険法施行規則第23条の「事業主の努力義務 

等」を強化し、罰則付きで、法に格上げすべきである。こ 

れは、「労災隠し」の防止及びC-3の「時効問題の抜本 

的解決」の観点からも、真剣に検討されるべきである。

【回答：労働基準局労災補償部補償課】

「労災隠し」の排除を図ることを目的とした啓発用 

のポスターやリーフレットをつぐ！全事業場、関係団 

体、医師会等々に配布、周知•広報、要請をしている。 

制度的な問題としては、昭和30年と古い通達になる 

が、労災保険と健保の連絡調整についての通達［昭 

和30年6月9日付け基発第359号「業務上外の認定 

に関する連絡調整について」、旧労働省労働基準局 

長と旧厚生省保険局長の連名通達］を出していて、 

労災請求に対して業務外の災害であるして不支給 

を決定する場合、健保への請求について業務上の災 

害であるとして不支給決定する場合については、他 

方の機関に、お互いに通報して意見の調整を図って

問題が起こらないように調整して取り計らいなさいと 

いう通達を出していて、これに基づいて指導をしてい 

るところ。

※後者の相互通報が現実になされているのかを質 

したところ、「額の大きなもの等については、連絡等 

があり調整しているというのはいくつか聞いている。 

ただ、全部(本省に)報告を求めているわけではない 

ので…」。

ここでのやりとりについては、3頁参照。

「支払った領収書がないとだめだよという実態が 

あるというお話をうかがった。通達は絶対だめよとい 

うものではないものだから、また、通達が解釈集にも 

載っていないというという話もあったので、こういう通 

達があるから領収書がついていなくても払いなさい 

よと」指導するという補償課の回答もあったが、「原則 

は支出後というのは現行制度のもとでは変えられな 

い」ということでもあり、この際、通達自体の全面的見 

直しをするよう求めた。

【回答：労働基準局労災補償部労災監理課】

やはり会計の問題としては、健保との関係が整理 

された後でないと、不当利得の問題などもあるので、 

労災の方は…スジ論としてはそういう順番になるので 

はないか。

※労働者を犯罪者と見るような視点では「労災隠し」 

対策が進むはずはない。労働者は被害者である、と 

いう批判が集中。

※(国会質疑で答弁した三者協議機関の設置につ 

いては)今検討中で,早々に立ち上げたいとは考え 

ている。やはり、「労災隠しJを排除するためにどうい 

う対策が有効であるかということを、使用者、労働者 

双方から聞くということ。それで実際の「労災隠し」の 

排除のために有効な手だてを講ずるための参考に 

したい。

【回答：社会保険庁】

社会保険庁は政管健保の関係になる。政管健保 

の保険者としては、新聞報道にあったことがだいた 

い概略お読みいただければ、流れとしては御理解い 

ただけると思うが、基本的にレセプト点検を行うとき 

にあたっていろいろな方法があるわけだが、交通事 

故や今議論されていること(業務災害と通勤災害)と 

か、必ずしも保険として給付をしなくてよいものという 

のは、誤ってなり知らないでということもあるが、現実 

にある。保険者としては財政も厳しい折であり、その 

へんを重点的に点検を行っている。ただ、今回言わ 

れているいわゆる「労災隠し」という部分で、それを意 

識した点検ということではなく、外傷性のものの点検 

の中の一環として、本人に照会をかけ、どういう時に
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どういう理由で骨折なり打撲なりされたのでしょうかと 

いう照会を、まず外傷性の傷病の全数について出す。 

これは,各レセプト点検事務センターで違いが出てく 

るが、返信用の葉書を使う場合もあるようだが、封書 

の場合が多いと思う。その照会の中で、実は仕事時 

間中にというような回答があった場合に、さらに今度 

は,ご本人だけの申し立てではなく,事業主側の方に 

もこの申し立てに相違がないかという確認を一度行 

う。そのうえで、もしそういうことであれば労災の方に 

申請されてはいかがでしょうかというようなことで、本 

人に返還請求をしていただくか、もしくは医療機関の 

方にレセプト自体を差し戻して医療機関の方が事業 

主と話して労災の手続を進めていただく、これはケー 

スバイケースだが、2通りのやり方が今現在行われ 

ているところである(統計数字には2通りの両方が含 

まれている。統計数字で業種別等の把握はできない 

かと聞いたところ、「社会保険事務所の方では業種 

という観点では整理していない」とのこと)。

(健保の自己負担分の本人への返還やその後の 

労災保険の方への手続がきちんとなされているのか 

が気になると質したが、本人に返還請求した場合に 

そういうことの指導は)している。医療機関に対しても、 

すべてやっているとはここで答えられないが、そうい 

う事例が起きた場合には当然医療機関との調整もあ 

るので、そのときにご本人にお返しいただくようにと 

いう話はしている。

(昭和30通達については)もちろん知っているし、 

私どものレセプト点検を指示した平成10年の通知の 

中でも、「関係機関Jという言い方の中に旧労働省の 

出先機関であるとか、厚生本省系の医療関係の機関 

も含むが、そういったところの連携を密にされたいと 

いうことは入れている。実態について、本省としては 

全数は把握していないが、年何回かの連絡会をおり 

にふれてやっている県もあると聞いている。

今後というか足元で言うと、今年のまさに1月くb 
いから健康保険証の更新の手続を行っているところ 

であり、保険者として健保証の適切な使用をお願い 

しなければならないという立場があるので、業務上の 

傷害であれば労災保険を受けられることがあるので 

そちらの方を申請して下さいというようなことであると 

か、交通事故も含めて、保険証の更新に合わせて本 

人にいきわたるように小さなリーフレットを送っている 

というのが、小さい対策だが、やっている。今回はじ 

めてということではなく、保険証の更新は3～4年に 

1回のタイミングになるが、あとは事業主宛てに保険 

料の納入告知書を毎月送っているが、この納入告知 

書の中にいろいろな情報とともに、気をつけてくださ 

いといったような文面をおりにふれて入れている。 

今後、「労災隠し」ということでどこまで政管健保とし 

て言えるのかというのはこれから議論しなければい 

けないと思うが、いずれにしろできることとしては保険 

者として適切な保険治療を受けていただくための対 

策のひとつとして、いろいろなものを抱き合わせた中 

でやっていくことは、当然やっていかなければと考え 

ている。

※労働基準局と議論になった、先に健保を使ってい 

ると監督署で返して力ちでないと労災請求できないと 

いう話について聞いてないかと質すと、「正直言って 

われわれの今のやり方というのが、本人に返還請求 

をするか医療機関での調整をお願いするかの2つに 

ひとつということでやっているので、その結果、本人 

の方から一度に(返還せよ)と言われてもちょっと無 

理だということがしばしば実際的にはご相談があろ 

うかと思うが、その場合には医療機関との調整とい 

うもうひとっの方法もあるので、われわれ社会保険事 

務所のサイドで把握できているものに対しては、ある 

程度お話はうかがえているのではないかと思う。［労 

働］基準［監督署］の方に行って何か言われたという 

ことについて、私どもの本庁の方に何とかしてくれと 

いうようなことでは、聞いていない。

【保険局国民健康保険課】

国民健康保険は、保険者の数で言うと、市町村関 

係は直近でいうと3,245、国保組合は166ある。要望 

事項の②に記載されているようにレセプト調査事務 

処理要領を出しており、その中に第三者行為災害に 

ついての指摘はあるが「労災隠し」に係る記述がない 

というのは、ご指摘のとおり。ひとつには、第三者行 

為については一番多いのは交通事故だが、そもそ 

も求償権に係る事務ーニ重給付を何とか防止しよう 

という点から入っているもので、労災の方になると本 

来はこれは労災の方が優先されて払われるべきもの 

だから、医療費の方は支払われない。そういう観点 

から、第三者行為災害の方は作業的に難しい面が 

あるのではないかということで細かく述べているもの 

であって、書かれているとおり、国民健康保険につい 

ては特段労災についてのチェックをしなさいというよ 

うな細かな指示等は今のところ出していないというの 

が現実である。

(社会保険庁の統計数字のような)調査はしたこと 

がない。帰って検討しなければならないとは思うが、 

可能かどうか、平成12年4月から地方分権の関係か 

ら国が一律にこうしなさいということができなくなって 

いるので、各々の市町村の自主性ということが出て 

くるわけだが、そのような中でどのようなことができる
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かどうか、検討しないといけないかなと思っている。 

166の国保組合のうち33が建設関係の組合であり、 

建設関係の全部を聞いたわけでtぬいが、組合自体 

が、一人親方も含めて労災保険に加入するように勧 

奨しているところもあると聞いている。

3,.245の市町村国保の中には被保険者数が百人 

に満たないような市町村もあり、市町村の国保に当 

たる職員数も非常に限られてくる。その中で新たな業 

務としてそれをチェックしろ、数を把握しろということ 

が、可能なのかということもあるので、先ほど述べた 

ように検討させていただきたい。

※チェックすることの意味•効果は必ずあるという指 

摘がなされた。

※生活保護の中にも、本来労災保険の対象となるベ 

き長期の重症患者がいる可能性も指摘した。

【回答：労働基準局監督課】

※たしかにここ数年、労働安全衛生法100条違反に 

係る司法処理件数が、平成2、3年前後は30件程度 

だったものが、平成11、12年あたりで70件、80件 

といったような大台に弓Iき上がってきている。安衛法 

100条違反がそのまますべて「労災隠し」かと言われ 

ると、必ずしも正確ではないと思うが、いわゆる「労災 

隠し」の多くは安衛法100条と、120条に書かれてい 

る虚偽の報告とったような性格のものに分類される 

だろうと考えている。これらが増加しているということ 

については、非常に問題意識として行政として持っ 

ているところであり、この問題については、昨年の労 

災保険法改正の(国会)質疑あるいは昨今の大手新 

聞社等の報道等により社会的にも注目されていると 

いうことは十分に認識している。

「労災隠し」の排除に向けては、平成3年に通達を 

出して、それに基づいて排除に係る対策として、各事 

業主団体等への周知あるいは適切な処理といった 

ようなものを実施しているところではあるが、その当時 

と比べて、さらにこのような司法処理件数の増加等が 

みられているところであり、一層の周知徹底を図る必 

要があるといったような認識のもと、再要請として、国 

会等の質疑を踏まえてさらなる周知あるいは啓発活 

動といったようなものを推進すべく、今年2月に都道 

府県労働局長宛てに通達(平成13年2月8日付け基 

発第68号「いわゆる労災かくしの排除に係る対策の 

一層の強化について」［16頁参照］)を発し、対応して 

いるところである。

安衛法100条違反及び120条違反というものは 

あってはならない行為であるので、広く使用者及び労 

働者も含めて周知•啓発を行っていきたい。それにつ

いては、医療機関等に対してポスターを配布して掲 

示してもらうとか、年次更新の際に事業主にリーフレッ 

降合わせて配布するなどして周知•啓発活動に努め 

ている。

【回答：労働基準局安全衛生部】

安全衛生部として言えることは、死傷病報告の提 

出を督励していくということはやっていきたい。 

※ここでのやりとりについては,3-4頁参照。

⑨1999年12月21日の総務庁行政監察局の「労災保 

険事業に関する行政監察結果に基づく勧告」［2000年 

1*2月号参照］においては、「労災保障財政に係る情報 

開示については…国民に分かりやすい形で公表され 

たい」と指摘された。これまでも「労災隠し」をなぐtとい 

う観点からの統計の改善を具体的に要望してきたが、 

勧告を受けて、いつ、どのような改善をされるお考えか 

示されたい。

また、そのことを含めT.1999年12月21日の総務 

庁行政監察局の「労災保険事業に関する行政監察結 

果に基づく勧告」に対する回答を明らかにされたい。 

【回答：労働基準局労災補償部労災管理課】 

情報開示については、労災保険の事業年報等を 

出していて、今後ともそういうかたちで財政について 

の情報の開示に努めていきたい。

行政監察の中味、管理課の部分では主に労災病 

院のあり方といった部分だと思うが、それについて 

は12月20日に記者発表もさせていただいたが、「労 

災病院の再編•整備等計画」というものを出じrいて、 

これは労働福祉事業団の方に通達を出しているのだ 

が、例えば、労災病院の果たすべき役割•機能につ 

いてあらためて分析したうえで、病院の統廃合とか再 

編整備、合理化等を行うこととしている。

2.労災鍼灸時効問題
2000年12月7日に、横浜地方裁判所において、労働 

基準監督署が請求権の消滅時効を理由として、はり•きゅ 

う施術に係る労災保険療養補償給付を不支給とした行政 

処分を取り消す判決が下された。この事件は、1982年に 

労働省が発出した「375通達(昭和57年5月31日付け基 

発第375号「労災保険における『はり•きゅう及びマッサー 

ジ』の施術に係る保険給付の取扱いについて」)に端を発 

するものであるが、同判決は、誤った通達に基づきそもそ 

も請求権が存在しない立場でそれを周知•徹底させてきた 

労基署等の言動に従づて請求を断念じてきた被災労働者 

に対して、請求権の時効消滅を主張することは、過去の 

言動と矛盾し禁反言の法理ないし信義則違反により許さ 

れない、と明確に断じた。

被告の各労働基準監督署長は控訴したが、1998年の
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われわれの最初の要望の時点からこの問題の全面解決 

を要望してきたのに話し合いで解決しなかったため、1999 
年9月20日の本件提訴となり、今回の司法の判断が下さ 

れたわけであるから、今度こそ18年間にわたった行政の 

過ちを正し、被災労働者の権利の回復を図るべきである。

① 横浜地方裁判所の判断を尊重じT控訴を取り下げ、 

原告全員(7名)にただちに不支給分を取り消し、療養 

補償給付を支給すること。

【回答：労働基準局労災補償部補償課】

今回、地裁の判決は当然のことながら真摯に受け 

止めているが、判決の内容を行政として慎重に検討 

した結果控訴したという状況である。今後、控訴審に 

おいて行政の主張を行っていきたレ込考えている。後 

段の処分云々というところは、取り消すというようなこ 

とは考えていない。

② 原告餅の、過去に労働基準監督署に労災はり.きゅ 

う施術に係る療養補償給付請求を行い、375通達に基 

づいて不支給処分を受けながら(一部の者は、さらに審 

査請求、再審査請求も行いながらやはり375通達に基 

づいて原処分を取り消されないまま)、行政訴訟までは 

断念せざるを得なかった被災労働者に係る同種事案に 

ついても、不支給処分を取消し、療養補償給付を支給 

すること。

③ 最長1年間という375通達が設定した期間制限を超 

えてなお自弁ではり•きゅう施術を受けながら、375通達 

に従づ< 療養補償給付請求を断念い:いた者に対しく 

も、その分の療養補償給付を支給することとして、過去 

に労災はり•きゅう施術に係る療養補償給付を受けた 

ことのある被災労働者への周知•徹底を図ること。

【回答：労働基準局労災補償部補償課業務係長】 

すでに不支給決定をしたり、処分が確定した事案 

については、それを取り消したり、支給決定し直す 

考えはない。

3.時効問題の抜本的解決

①過去再三要望しているように、時効問題に関じr抜 

本的に立法的解決を図られたい。その際、「権利を行 

使し得る時点」について、被災労働者の最大限の利益 

を考慮すべきである。

【回答：労働基準局労災補償部労災管理課】 

労災保険法における保険給付を受ける権利の時 

効については、権利について行使が容易であるとい 

うこともあって、それらの権利関係をいたずらに長期 

化させることはいかがなものかと。また、事務も煩雑 

であり、それをますます煩雑化させるおそれもあると 

いうこともあって、労災保険法42条において時効を 

設けているところである。

②とりわけ過去に争いの多い騒音性難聴に係る障害 

補償請求については、療養を必要としないとされてい 

る(したがって「業務上の障害であることを知」ることが 

困難である)特殊性に鑑みて、とりわけ「騒音障害防止 

ガイドライン」(平成4年10月1日付け基発第546号)で 

「定期健康診断と同じ項目の検査を行幻：が望ましい」 

とされている「離職時健康診断」が実施されていなかっ 

たり、使用者からその結果や補償に関する説明がなさ 

れていない場合等には、上記の立法的対処を待たずに、 

時効消滅を理由とした不支給処分はしないようにすべ 

ぎである。

【回答：労働基準局労災補償部補償課】 

障害補償給付の請求権の発生については「治ゆ 

日Jと解しているわけだが、騒音性難聴については 

騒音職場から離れた時点から起算して5年としてい 

るところで、現時点で取り扱いを変える予定はない。 

なお、事業主からの説明云々ということで取り扱いを 

変えることはどうかということも、考えていない。ただ、 

相談体制については適宜指示してい狄ころであり、 

相談があった場合には懇切丁寧な指導をしてまいり 

たい。

4.じん肺合併肺がん問題等

①2000年12月5日付けで、「じん肺症患者に発生した 

肺がんの補償に関する専門検討会」の報告書がまとめ 

た。昨年、「iarc (国際がん研究機関)が評価替え 

したことを契機に、その根拠となった研究報告の内容 

とか、あるいは他の国際機関の評価、さらには国内の 

専門家の意見等も踏まえて、詳細な医学的な研究を行っ 

ているところである」という回答をいただいているが、同 

委員会では、じん肺の原因物質一とりわけ結晶質シリ 

力の発がん性に関してどのような検討が行われたのか、 

また、B2でふれた「職業がん対策専門家会議」におけ 

る検討との関係を、明らかにされたい。とりわけ、1999 
年10月に韓国で原発性肺がんがじん肺の「合併症」と 

されたこと(およびその根拠となった研究成果)、及び、 

結晶質シリカについての1999年7月のドイツ科学振興 

会(MAK、カテゴリー1(ヒトに対して発がん性あり))、 

2000年5月のアメリカ国家毒性プログラム(NTP、ヒト 

に対して発がん性あり)による新たな発がん物質分類 

の決定について、(どのように)評価されたのか明らか 

にされたい。

【回答：労働基準局労災補償部補償課職業病認定 

対策室】

じん肺症患者に発生した肺がんの補償に関する 

検討会は、じん肺有所見者の方、結晶質シリカ曝露 

労働者の方に発生した肺がんが、業務｛こfcる結晶質
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シリカ曝露若しくはじん肺と肺がんの間に相当因果 

関係があるかという観点から検討を行ったものであ 

る。具体的な検討の中味としては、IARCのモノグラ 

フ68卷を中心に、国内外の疫学的な研究とか病理- 

臨床学的研究、動物実験研究の結果を踏まえて検討 

を行った。

職業がん対策専門家会議についてもあるが、こち 

らの会議は労働衛生の観点から検討しているもので 

あって、じん肺有所見者の肺がんの補償の検討会の 

方は、職業がん対策専門会議の動向を踏まえつつ、 

労災補償の観点から検討したものであって、検討の 

目的が異なるものであると理解している。

また、ドイツのMAKとアメリカのNTPについても、 

これらはともにがんの発生を防ぐという、予防の観点 

から、結晶質シリカの発がん性を検討している。こち 

らh補償課の検討会の方は、じん肺有所見者に発生 

した肺がんが業務上疾病として取り扱うに足る根拠 

というか、じん肺と肺がんとの間の相当因果関係が 

あるかどうかという観点から検討を行ったものである。 

したがって、繰り返しになるが、補償課の方の検討会 

の内容とMAKやNTPの評価は、目的とかが異なっ 

ているので、直接的に関連を有するものではないとい 

うふうに思っている。

ただそうは言っても、MAKやNTPのシリカに対す 

る発がん性の評価とか韓国における研究成果につ 

いては、当課の検討会の各先生もご承知されており、 

本検討会においてもこれらの動向は踏まえつつ、検 

討は行ってきたところである。

【以下はひと通りの回答を終えた後のやリとり】

どちらの委員会もIARCの「発がん性あり」という 

評価を否定していることを確認すると、「否定したわ 

けではなく、目的が異なる。補償課の検討会は、労働 

者に発生した肺がんとシリカがどれくらいの関係を 

もっているのか,例えば、結晶質シリカが肺がんの発 

生に少しでも関与すれば、それですぐ労災補署の対 

象になるというわけではない。ある一定の割合という 

か、原因として一定の大きさをもっていなければいけ 

ない。労災補償に足るだけの相当因果関係をもって 

いるかどうかという観点から検討したもので、(予防を 

目的とした)IARCや職業がん対策専門家会議の対 

策の検討とは中味が違う」という回答であったため、 

主に3点をめぐってやりとりが行われた。

第1に、検討会報告書が、「発がん性はあるが、リ 

スクの大きさは補償に足るほどではないJと書いてあ 

るのであれば、この説明は正しいだろうが、検討会報 

告書はまず「結晶質シリカの発がん性が明らかっ 

たとは言い難いと結論された」としているのである［1•

2月号66頁］。したがって、IARCやMAK、NTP等に 

よる国際的な発がん性評価、さらに、既報［5月号52 
頁］のように第1群発がん物質とした日本産業衛生 

学会の評価とも食い違っていることを認め、この内外 

の常識との乖離をどう説明するのかと質したが、明 

答は得られなかった。

2点目は、検討会報告書は、1.2-1.5を「比較的 

低いリスクJ、2.3〜2.89を「比較的高いリスク」等と 

評価し(「否定するときだけ」数値を出しているのは、 

職業がん対策専門家会議の報告にも共通じTV巧)、 

今回の回答でも「労災補償に足るだけの相当因果関 

係なりリスクの高さ」なるものが決まっているかのよう 

な発言をしているが、「どれくらいリスクの増加が認め 

咙れば補償の対象にするというような基準は、労災 

補償の歴史の中でかつて出てきたことのない議論で 

はないか」と質すと、「それはたしかにJ、「(一般的な 

クライテリアは)ない」。(「疫学調査だけで判断するわ 

けではない」、「疫学調査の中でも例えば交絡因子の 

関係とかあるから、同じ数字でも評価の仕方は当然 

違ってくるから、数字だけで全部評価できるわけでは 

ない」等々の発言はあっても、納得できる説明はなさ 

れなかった。)

3点目は、予防と補償は違うという議論。科学的な 

因果関係の有無と強さに関する判定は、予防を議論 

する基礎でもあり、補償を議論する基礎でもある。例 

えば、これ以上のリスクの高さなら予防の政策発動 

だと,これ以上だったら補償の政策発動だというな 

らまだ議論のしようがあるが、そういうことを言いたい 

のかどうかすらはっきりしない■,何が違うのかを明ら 

かにせよと迫ったが、「予防の方はがんの発生を防 

ぐという観点から評価されるから,もう少し補償の部 

分よりはきつい部分はあると思う」、「予防の方だった 

ら、少しでも発がん性、危険性が認められれば予防 

しないといけないなという考え方もなりたつと思う」と 

いう発言はあったものの、「少しJかどうかを判断する 

「目安はない」ということだった。

②同報告書は、じん肺患者の「医療実践上の不利益」 

について、「さらに的確な労災補償の方策を検討するに 

あたり、さらに具体的事例の集積を行ったうえで、医療 

実践上の不利益についての医学的根拠を詳緬こ検討 

し、これを一層明確にする必要がある」と提言。貴省で 

は2000年内にも「じん肺有所見者に発生した肺がん 

の医療実践上の不利益に関する専門検討会」(仮称) 

を設置する意向を明らかにした。専門検討会で30〇〜 

400にわたるじん肺症例を医学的に分析し、労災補償 

に値する「医療実践上の不利益」のレベルを確定した 

い方針で、2001年度内に結論を売る予定、と伝えられ
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ている。この内容および見通しについて示されたい。 

【回答：労働基準局労災補償部補償課職業病認定 

対策室】

医療実践上の不利益に関する検討会は、ほぼ要 

望書に書いてある内容で検討を行っているところだ 

が、とくに医療実践上の不利益ということについて、 

医学的根拠を、実証的な症例を集めて明確にしてい 

きたいと考えている。具体的には、じん肺肺がんの 

症例を収集して、主にじん肺がどれくらい進展したら 

肺がんの発見が困難になっていくのかというような検 

討とか、じん肺によって肺がんの治療法がどのように 

制限されているのかというような検討を行うことにして 

いる。本検討会の結論は、できるだけ早急に、平成 

13年度中を目標に掲げているが、結論が出るように 

努めていきたい。

③2000年3月付けで、全国労働衛生団体連合会「高齢 

者の肺機能に関する調査研究報告書」(3年間の調査 

研究の取りまとめ、労働省委託事業であることを明記) 

及び中央労働災害防止協会「じん肺健康診断技術等 

に係る研究委員会報告書」(CR写真をじん肺健診に活 

用することを検討するための事例収集の条件設定につ 

いての検討)(委託事業かどうかの記載なし)がまとめら 

れている。

前者「肺機能検査」に関連すると考えられるものとし 

て、1981年に第1次「じん肺に関する健康管理につい 

ての調査研究委員会」が設置されて1983年4月に報告 

書をまとめ、1985年に第2次「じん肺に関する健康管 

理についての調査研究委員会」が設置されて1987年 

12月に報告書をまとめていることがわかった(中央労 

働災害防止協会に対する労働省の委託事業であるこ 

とを明記)。

後者に関連すると考えられるものとして、1982年に 

(上記第1次)「じん肺に関する健康管理調査研究委員 

会」の中に「画像処理技術のじん肺診断への応用研究 

員会が設置されて、1983年に中間報告、1985年3月 

に最終報告がまとめられていることもわかった(委託事 

業かどうかの記載なし)。.

また、①②のじん肺合併肺がんとも関連する、「じん 

肺り患者の病後の経過に関する調査研究委員会」が 

1990年度に設置され、1993年に中央労働災害防止協 

会から報告書が発行されていることも承知している(委 

託事業かどうかの記載なし)。

この際、じん肺に関してこれまで行ってきた八ゝる「委 

託研究等」の一覧を示されたい(上記の内委託事業か 

どうかの記載のないものについて、委託事業であるか 

どうかも明らかにされたい)。

【回答：労働基準局安全衛生部労働衛生課】

「画像処理技術のじん肺診断への応用研究会」は 

中央労働災害防止協会への委託,その次の「じん肺 

り患者の病後の経過に関する調査研究委員会」も中 

災防への委託。

その他については、平成8年に、「じん肺管理区 

分決定状況実態調査」を実施しており、これは北里 

大学への委託。それから、平成12年に、「ずい道エ 

事における換気技術等委員会」を、建災防に委託し 

ている。平成13年には、「じん肺健康診断のCRの適 

用に関する調査研究」を中災防に委託している。 

※じん肺で療養している者に対して、年1回程度肺 

がん健診を受診できるようにされたいとも要望。

④ じん肺診査ノ ック、標準エックス線写真フィルム、

合併症等の取り扱いの見直しに関して、作業の進行状 

況および見通しについて示されたい。

【回答：労働基準局安全衛生部労働衛生課】 

これらの見直しについては、現在やっていない。し 

たがって、次の⑤との関係もない。

(回答者は、過去このような作業が行われていたこ 

とについて、「私が来てから存在しなかった」とのこと 

で、引き継ぎの悪さ、無責任さに多少紛糾。)

⑤ ③の「高齢者の肺機能に関する調査研究報告書」を 

受けて、都道府県労働局から「じん肺健康診断実施機 

関」宛てに、高齢者のじん肺健康診断における肺機能 

の評価に際して、「『じん肺診査ハンドブック』に記載さ 

れた内容を基本」としつつも、「同報告書の内容を参考 

にして 说さい」という通知が出されているようであるが、 

これが④の作業とどういう関係を持っているのか示され 

たい。

■栃木の真岡労働基準監督署にじん肺合併続発性 

気管支炎で労災申請された方がいるのだが、その主 

治医に医証の依頼が監督署からあった。その中で、 

以下のように記載されている。

1 じん肺の合併症については、通常6か月で治癒 

するもので長期にわたっての療養は一般的には 

あまりないと考えられますので次の資料について 

提出されるよう依頼します。

① (1年間の)診療禄の写し

② (1年間の)胸部エックス線写真

③ 喀痰の検査所見(性状•定量培養•起炎菌の 

種類•感受性)

④ 喀痰のカラー写真

⑤ 別添「診断書」

「通常6か月で治る」というのは本省としての認識 

なのか、また、そのような見解を主治医に示し、「喀痰 

のカラー写真」まで提出させるなどという指導をしてい 

るのか。
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【回答：労働基準局安全衛生部労働衛生課】 

直樹こは補償の話のようだが、衛生サイドとしては、 

通常6か月云々という話は申し上げていない。長期 

にわたっての療養は一般的にはあまりないという見 

解も、言ったことはない■,もう一点の喀痰のカラー写 

真提出の話は、補償の場合ということなので同じよう 

なかたちかどうかはわからないが、じん肺管理区分 

決定の場面で例えば中央じん肺診査医の権限として、 

もっと突き詰めて調べたいということであれば喀痰の 

カラー写真提出を求めることは法的には可能だと思 

う。ただ、可能だからといって、全国で喀痰のカラー 

写真を求めなさいなどという指示はしていない。 

【回答：労働基準局労災補償部補償課職業病認定 

対策室】

われわれも、「通常6か月で治ゆするもので長期に 

わたっての療養は一般的にはあまりない」という認識 

はもっていない。喀痰の検査所見というのは当然あ 

狄思うが、カラー写真については今初めて聞いて私 

もあれっという感じ…。

※この件については、確認して連絡するよう求めた。

5.個別認定基準関係
⑥懇談会等台帳によると、1999年10月29日に、「振動 

障害の検査手技に係る技術専門検討会」が設置されて 

いる。目的として、「振動工具を取り扱う労働者に発生 

する振動障害の業務上外の認定にあたっては、昭和52 
年に策定された振動障害に関する検査方法を基に、業 

務上外の判断を行ってVめところであるが、当該検査方 

法は、安全性や客観性等の問題点が指摘されていると 

ころである。このため、振動障害に関する検査方法に 

ついて検討を行う」とされている。この検討会の検討内 

容および見通しを示されたい。

【回答：労働基準局労災補償部補償課職業病認定

対策室】

ここにあるように、現在の医学的知見に基づいて、 

安全かつ客観的な振動障害の検査方法とじてどのよ 

うなものがあるかについて検討を進めている。来 

(2001)年度中には報告書をまとめたいと考えてい 

る。(この報告を認定基準および/または治療指針等 

に反映させようという心づもりかとの問いに対しては、 

「報告書の中味とも関連してぐ )̂ので、それを見なが 

ら今後検討を進めていく。［現時点では、］まったく白 

紙」とのこと。)

②2000年10月12日に!'脳血管疾患及び虚血性心疾 

患等(負傷に起因するものを除く)の見直しに向けた検 

討の着手について」を発表し、2001年夏頃を目途に現 

行認定基準を見直すこととされ、懇談会等台帳による 

と、昨年11月8日に「脳•心臓疾患の認定基準に関す 

る専門検討会」が設置されている。この検討の内容は、 

発表文書でふれられた、(1)「業務過重性」の評価の見 

直し(評価要因の具体化、「慢性の疲労や過度のストレ 

スの持続」の検討及び1週間より前の業務のとらえ方)、 

⑵平均的労働者の範囲の明確化及び基礎疾患のと 

らえ方、に限定されるのか。1999年10月にまとめられ 

た「労災保険制度のあり方に関する研究会報告書」の 

第2「新たな労働災害に対応する業務上外認定のあり 

方について」で提起された論点(⑴業務が他の要因に 

比べて最有力原因でなぐても相当程度の有力性を持て 

ば業務上判断する、⑵業務の過重性について被災 

労働者本人を基準とじて判断する、(3)業務遂行中の 

発症であれば原則として業務上どW断する一これは脳. 

心臓疾患の認定に限定した問題提起ではないが)も含 

めた幅広い検討が行われるのか。検討状況及び見通 

しを示されたい。

【回答：労働基準局労災補償部補償課職業病認定

対策室】

ここに書いてあるとおり、今年夏を目途に検討会 

の方で検討しているところ〇ただ、ここにあげられた 

検討の内容は、中心的にこれらを検討していくとい 

うことであって、これだけに限定するというものではな 

い。

③ 2001年度重点施策として、「『二重就職者』等に係る 

通勤災害保護制度等のあり方の検討」が掲げられてい 

るが、その内容、検討状況及び見通しを示されたい。

【回答：労働基準局労災補償部労災管理課】 

年度内を目途に、現在検討中。

④ 2001年度重点施策においても引き続き「障害等級認 

定基準等の見直し」が掲げられている。懇談会等台帳 

によると、すでに以下の専門検討会が設置されている 

(括弧内は目的)。ここに記載された以外の、作業の進 

行状況及び見通しについて示されたい。なお,前回い 

ぐ)かの具体的要望をあげているが、検討にあたって 

反映するようにされたい。

•眼の障害認定に関する専門検討会(眼に関する障害 

等級認定基準等については、コンタクトレンズによる 

矯正視力の採用の可否の問題をはじめとして、多く 

の検討すべき課題があると考えられる。このため、医 

学の専門的見地から現行の眼の障害等級認定基準 

等の見直しについて検討する。平11.12.22第1回 

会合)

•精神•神経の障害認定に関する門検討会(精神•神 

経に関する障害等級認定基準等については、全般 

に具体性の乏しい現行の障害等級認定基準の客観 

化具体化の可否の問題をはじめとして、今後増加す
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ると考えられる精神障害事案への対応等、多くの検 

討すべき課題があると考えられる。このため、医学の 

専門的見地から現行の精神•神経の障害等級認定 

基準等の見直しについて検討する。平12.2.9 第1 
回会合)

•耳鼻咽喉の障害認定に関する専門検討会(耳鼻咽 

喉に関する障害等級認定基準等については、職業 

性難聴の聴力検査の簡素化、味覚異常を障害補償 

として評価することの可否、耳鳴の取扱いの明確化 

等をはじめとして、多くの検討すべき課題があると考 

えられる。このため、医学の専門的見地から現行の 

耳鼻咽喉の障害等級認定基準等の見直しについて 

検討する。平12.7.26第1回会合)

【回答：労働基準局労災補償部補償課】

障害等級認定基準の見直しについては、現在、精 

神•神経関係、耳鼻咽喉関係、整形外科の関係の検 

討を行ってし込。これまでに、精神•神経関係は14回、 

耳鼻咽喉関係は6回、整形外科関係は3回、開催し 

たところ。眼科関係については、検討を終え、報告書 

に基づいて、本年3月29日付け眼の障害認定に関 

する一部改正通達を発出したところぼ)。今後は、胸 

腹部臟器関係、★★関係の検討会の開催を考えてい 

るが、これらの開催時期については現時点では未定。 

現在開催中の検討会はいずれも今年度中には一応 

の検討を終えたいと考えている。

※平成13年3月29日付け基発第195号「眼の障害 

に関する障害等級認定基準の一部改正等について」 

を提供された。

⑤ 上記すべてのものを含み、認定基準の見直しに当たっ 

ては、専門検討会の報告書取りまとめ以前も含めて、 

パブリック•コメント手続を実施するようにされたい。

【回答：労働基準局労災補償部補償課】

認定基準の作成に関わるものとか専門検討会の 

報告書とかは、規制の制定や改廃に関わるものには 

該当しないということで、パブリック•コメントは考えて 

いない〇

※厚生労働省になってからは、規制の制定•改廃に 

係るパブリック•コメントと区別して、規制の制定•改廃 

以外の問題についても「ご意見等の募集」というかた 

ちを設けており、名称に関わらず、国民の意見を聴 

く機会を設けるよう重ねて要望したが、「現時点では 

そこまで踏み込んではちよっと考えていない」とのこと 

で、引き続き求め続けていきたい。

C.5①で議論した介護作業従事者の特別加入制 

度の取り扱いについてやりとりした後にも、同様の 

ことを要望しておいた。

⑥ 懇談会等台帳^^ると「労働基準法施行規則第35 

条定期検討のための専門委員会」については、「昭 

53.12.1第1回会合」、「定期的な検討を行う」、「新た 

な疾病の発生等に対処すべき事項が生じた場合に検 

討結果を公表することとしている」旨記載されているの 

みである。最近の活動状況及び予定を示されたい。 

【回答：労働基準局労災補償部補償課職業病認定 

対策室】

※「労働基準法施行規則第35条専門検討会」と題 

したメモを提供された。［省略］

⑦ 懇談会等台帳ると.「義肢等補装具専門家会議」 

が1989年9月29日に設置されている。「労働福祉事業 

による義肢等支給制度にっいては、義肢等使用者、義 

肢等を扱う医師など力ち義肢等の支給対象者及び支給 

種目を拡大すべきで祕などの意見•要望が出されてい 

る。また、医学の進歩、新種目の開発、既存の義肢等 

の改良により現行の制度が実状に合わなぐなった点も 

みられる。そ;!で義肢等支給制度について医学的•専 

門的見地か_討を加えるために設置する」とされてい 

るが、検討の状況及び見通しを示されたい。［資料提供］

【回答：労働基準局労災補償部補償課】

※「義肢等補装具専門家会議」と題したメモを提供さ 

れた。［省略］

平成元年から始まっているが、「検討内容」記載の 

テーマをやっていて、その都度、「措置内容」記載のよ 

うな通達を出して措置をしてきてしふ伏況。一番最近 

は平成11年にやっていて、ここで従来からの懸案事 

項についていったん終わったかたちで、12年度は開 

催していない。今後はまた、やるテーマを検討したう 

えで、必要に応じて開催していきたいと考えてし巧が、 

現時点では未定。

※補聴器について、11級に認定されても、今労働省 

が支給する範囲内だと,正直に言ってあまり性能が 

よくない。聞こえはするが、他の音も拾ってしまって、 

会話がよく聞こえないという苦情をよく聞く。せっかく 

認められ、4年使ってみたが、これでは役に立たない 

と自費で買い直すといった状態がある。ぜひ検討し 

ていただきたいと要望した。

⑧ 昭和53年10月23日付け基発第584号「石綿ばく露 

作業従事者に発生した疾病の業務上外の認定につい 

て」において、肺がん及び中皮腫双方の認定要件中の 

「じん肺法に定めるエックス線写真の像が第1型以上で 

ある石綿肺の所見」に関連して、「地方じん肺診査医の 

判定によるエックス線写真の像が第1型には至ってい 

ないが石綿肺の所見があると認められる者については 

上記有所見者と同様に取り扱うこと」とされているが、 

これはエックス線写真の小陰影分類0/1の者を含める 

趣旨と理解するが、確認されたい。
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【回答：労働基準局労災補償部補償課職業病認定 

対策室】

認定要件の中に、「エックス線写真の像が1型に 

は至っていないが石綿肺の所見があると認められる 

者」というのは、石綿肺に特徴的なエックス線所見、 

例えば石綿整形陰影と^胸膜肥厚斑、石灰 

化像、こういったものがあたると思う。したがって、こ 

の認定基準において、0/1を含むかということだが、 

石綿肺の所見が認められる0/1を含むという趣旨で 

はあるが、粒状影や不整形陰影の小陰影が0/1以上 

の者であっても石綿肺とは言えないものまで含むとい 

う案件ではない。

⑨ 2001年度重点施策では、「職域におけるシックハウ 

ス対策の推進」が掲げ讯ているが、「シックハウス症候 

群」及び「化学物質過敏症」とじて労災補償された事例 

があるかどうか、また、それらの業務上外認定の考え方 

について示されたい。

【回答：労働基準局労災補償部補償課職業病認定 

対策室】

現在のところ、これらを業務上疾病として認定した 

件についてはとくに承知していない。ただ、シックハ 

ウス症候群とか化学物質過敏症が労災請求なされ 

た場合には、請求人の具体的な作業内容や曝露の 

実態、発症の経緯、症状や障害の程度等を調査して、 

一定の原因となる有害因子、この場合だと化学物質 

ということになってくるのかなと思いますが、これらを 

特定したうえで、業務上力ぞう力込いうことの判断を行 

うことになるのかなと思っている。

⑩ 腰痛の認定基準の見直しに着手されたい。 

【回答：労働基準局労災補償部補償課職業病認定 

対策室】

一般論としては、認定基準というものは、医学上の 

経験則であるとか医学的な知見が基盤となっている 

ものであり、医学の進歩に対応して改訂されるとい 

うのが一般的な考え方である。腰痛については、現在 

までのところそこまでは至っていないのかなというふ 

うに考えており、今後と^引き続き医学的知見の収集 

に努めてまいりたい。

5. 2000年1月25日の労災保険審議会の建議の積 

み残し事項

2000年1月25日の労災保険審議会の建議及び同年 

1月18日の労災保険制度検討小委員会報告書「労災保 

険制度の改善について」においては、以下が今後の検討 

課題とされていた。

•過去債務分の積立の計画期間の見直し(次期料率 

改定に時期に向けて早期に結論を得る)

•労働福祉事業の事業内容の見直し

•労働福祉事業の事業の透明性の確保 

•労働福祉事業の限度額設定方式の見直し 

•家庭介護等労働者を新たに特別加入の対象に加え 

る方向での検討

•その他労使各側から提出された要望事項

また、1999年10月にまとめられた「労災保険制度のあ 

り方に関する研究会報告書でも、以下の課題について、 

各々具体案とそのメリット、検討を要する点を指摘してい 

るところである。

•予防対策、社会復帰•援護対策

•新たな労働災害に対応する業務上外の認定のあり 

方

•年金における年齢による稼得能力への対応 

•労災保険給付と民事損害賠償との調整

今年2月1日、厚生労働省は労働政策審議会に、労災 

保険法施行規則及び労働保険料徴収法施行規則の一部 

を改正する省令案要綱を諮問し、2001年度(一部3月31 
日)から以下の改正を施行する予定と伝えられている。 

•介護作業従事者に関する労災保険の特別加入制度 

の新設

•労働福祉事業等に要する費用に充てるべき額の限 

度の変更(現行18/118を22/122に拡大)

•労災保険率(料率)等の改定

①個々の課題については前回具体的要望も示してい 

るところであるが、労災保険が適用される労働者である 

介護作業従事者が、「労災未手続」状態に置かれてい 

ないか実態を十分調査し、そのようなことがないように 

努められたい。

【回答：労働基準局労災管理課】

さる3月31日に労災保険法施行規則及び労働保 

険料徴収法施行規則の改正についての省令を施行 

し、3月31日から介護作業従事者に対する特別加入 

制度を設けたところであるが、本来労働者である者 

については、当然労災保険法が適用されるものであ 

るから、そういう方たちが入っていないということは考 

えにくいところがあるが、そういう場合もあるというご 

指摘なので、これまで以上に適用•加入の促進に努 

めてまいりたい。

合わせて、特別加入についても、パンフレット等を 

作成することによって、できるだけ入っていただくよう 

に周知徹底を図ってまいりたい。特別加入の対象と 

なる者については、45,000程度だろうと予想してい 

る(家政婦紹介場等を特別加入団体h想定じひ込)。 

※交渉前に改正法の施行通達一平成13年3月30 
日付け基発第233号「労働者災害補償保険法及び 

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を
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改正する法律等の施行について」［8頁参照］を提供 

してもらったが、再三の要望にも関わらず、同通達の 

別添および別紙については、提供を拒み、情報公開 

法による開示請求手続をとられたいとのことで、A.2 
⑤でやりとりした「不開示以外の通達はサービスで提 

供」という原則にも反する。交渉の場で再度確認した 

が、「ちよっと検討させてぐピさい。情報公開法上の整 

理をどうやるかhいうことも含めて検討中」(労災管理 

課)とのことであったが、後日の連絡で、結局、「開示 

請求手続きを行っていただくしかない」という結論に 

なった。

※特別加入の介護作業従事者の労災認定に関して、 

通勤災害については、「労働者の場合に準ずること」 

とされているが、「複数の個人家庭等に使用される介 

護作業従事者が行うそれぞれの就業の場所間の移 

動については、業務遂行性は認められないこと。ま 

た、当該行為は通勤にも該当しないこと」とされてい 

る点については、現場でトラブルが生ずるおそれが 

大きいと指摘した。

「自宅と就業の場所との間の移動は通勤災害に 

なる。しかし、就業の場所間の移動は、二重就職者 

に関する問題と同じなのだが、どちらの部分で費用 

を負担するのかという問題がある。保険料について 

は、家政婦紹介場ところとかが個人家庭から手数料 

の一環としてとるということが想定されているわけだ〇 

上乗せしてとるという意味で言うと、やはり個人家庭 

が保険料を負担していることと同じである。」(両方の 

個人家庭で折半させるというやり方はという問いに 

対しては、「う〜ん、そこの2分の1というのがきっち 

りできるかどうかという話ですよね」)

※また、業務上の範囲を純粋の介護作業だけに限 

定しているが、実際にはいろいろな問題が出てくるで 

あろうことも指摘。

「これは、特別加入という制度が、労働者に準ずる 

ものについて、危険性とかそういうものを考慮して判 

断して、特別加入の範囲を決めてV巧わけで。例えば、 

農業なんかでもやはり危険性だけを考えて限定して 

いて範囲を決めているので、それ以外のものになっ 

てぐ&と、果たして労働の一環としてやっているかどう 

かが問題になるというか。したがって、介護作業に作 

業に限らせていただいている。介護の範囲にどこま 

で入るのかということではいろいろ取り上げられても 

いるが、介護労働者で決められているので、そこで言 

う介護作業に限定するのが適当であろうということで 

決めさせていただいている。J
②労働福祉事業の限度額の拡大には反対であり、に 

ついては、速やかに「恩恵」から「権利」に転換すべきで

ある。

【回答：労働基準局労災管理課】 

労働福祉事業の見直し等々を巧し巧行ってきて, 

本年度も予算としては額も減らしているが、それでも 

やはり現在の限度額の枠内ではちょっときついとい 

うこともあり、この度労働政策審議会労災保険部会 

の答申もいただき、22/122に拡大させていただいた 

ところ。合わせて、立替え払いについては別枠になっ 

ていたものを元に戻したということであり、引き続き 

労働福祉事業の見直し等々については行ってまいり 

たいと考えている。

③ 積み残しの課題一とりわけ「業務上•外の認定のあ 

り方_!をめぐる抜本的論議は急務であり、これらの検討 

を具体的にどのように進められていくのか示されたい。 

【回答：労働基準局労災管理課】

あり方研究会の方で言われているが、検討中であ 

る(具体的な話があるわけではなさそうである)。

6.茨城県東海村の株式会社JC〇のウラン加工施設に 

おける「臨界事故」関係

茨城県東海村の株式会社JCOのウラン加工施設にお 

ける「臨界事故」に関しては、2000年10月16日に水戸 

労働基準監督署が、同社と東海事業所の当時の所長 

を、労働安全衛生法違反の疑いで水戸地方検察庁に 

書類送検したところであるが、前回要望した「事業主か 

らの費用徴収の実施」について、原子力損害賠償責任 

保険との調整も含めて、その実施の状況•見込み(給付 

種類別の労災保険給付の支給総額も)について明らか 

にされたい。

前回も要望したように、療養補償給付の額に相当する 

額も含め、支給総額の30%ではなく、100%を費用徴収 

すべきである。

【回答：労働基準局補償課業務係長】 

法律•通達にしたがって費用徴収をしているところ。 

労災保険先行でいっており、原賠法との調整はして 

いない。費用徴収額は3月6日現在で約200万円く 

らい。具合的な中身についてはプライバシーの関係 

もあるので、総額でということでしかお伝えできないの 

でご了解願いたい(実際にかかった療養補償、休業 

補償の額も公表できない。)

30%ではなく100%を費用徴収すべきであるとい 

うこともあるわけだが、ご承知のとおり、通達で30% 
としているので、JCOについてこれを変えて100%に 

ということはなかなかできないので、現行どおり30% 
として措置している。
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戦時下の女子労働

塩沢美代子

焼却された資料

いつの時代でもそうなのだろうが、戦争の時 

代もまた、多面的な要素をもっている。なかで 

も戦時中は、女子労働に関して、画期的な時 

期であった。

現在の女性の職場進出とは本質的に異な 

り、国家権力により働かされたわけだが、さま 

ざまな分野で、女子労働力に依存した点では、 

史上最高だったのではないかと思う。

私の戦後50年は、つねに目前の課題にと 

りくむだけで、精いっぱいだったから、戦時下 

の女子労働に関する研究が、あるのかないの 

かも知らないが、総合的なものは、恐らぐない 

のだろうと思う。

この件に関してのみならず、戦争中の政策 

に関して真実を知ることは、ほとんど不可能だ 

ろぅ。

なぜなら、やっと空襲が終った8月15日以 

降、新たな火の手が、大手町や霞ヶ関一帯に 

上った。占領軍の到着前に、一切の書類を焼 

くために、相当な規模の火事に匹敵する炎が、 

連日つづいたらしい。私がその炎をこの目で 

見たのは、終戦の放送から数日たってからで 

ある。なんの用事で出かけたのかは、忘れて 

しまったが、3〜40分間隔でしか走っていない 

市電で、都心部に出かけたときのことである。 

おそい夏の夕闇がせまる頃も、赤々と燃えて 

いたから、おそらく15日から、24時間体制で、 

焼却作業が行われていたのだろう。したがって、 

戦時中の女子労働の、全体像を知る資料もな 

いから、研究ができないのではないかと思う。 

したがって、私の知る範囲で、具体例をあげて 

みよう。

勤労動員と女子挺身隊

前号に記した学徒出陣の頃からは、男子は 

病人でない限り、ことごとく軍隊入りした。また 

徴兵とは別に、徴用という動員もあって、男子 

でないと無理な労働現場に、例えば自営で商
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店を経営していた中年男子が、就労させられ

るなどのケー■スも多かった。

女子の場合は、すでに私自身の職歴を記 

したように、学生•生徒の学校ぐるみの勤労動 

員という形と、家庭にいる独身女性、家業に従 

事している独身女性たちを、国の命じた職場に 

就労させる、女子挺身隊という制度とがあった。 

その当時は、親に経済力がある家の娘は、家 

にいて、花嫁修業をするものとされていた。

ところが、いつ国の指定する職場に、就労 

させられるかわからない。挺身隊としての動員 

命令も、男子の赤紙(軍隊への召集令)と同じ 

ぐ拒否できない絶対的なものだったし、就労 

先の場所も、どこになるかわからない。そこで 

“挺身隊逃れ”といって、親が縁故などをたよっ 

て、親元の土地であまりきつくない職場に、就 

職させることも、盛んに行われていた。どの職 

場も、男子がどんどん召集されて、人手不足 

だったから、就職先は容易に探せたのだろう。

因みに、当時は日本国民扱いされていた、 

朝鮮半島の女性たちが、この挺身隊制度によっ 

て戦地に送られ、"従軍慰安婦”にされていた 

ことなど知る由もなかった。近年になって、その 

事実を証言する韓国女性たちは、私と同じ年 

が多ぐやりきれない思いである。なぜ彼女ら 

が、70代になって証言したかというと、夫が亡 

くなるまで、ロに出せなかったということが、傷 

の深さを物語っている。

元生糸工場で飛行機生産

かくして女子労働力が、フル稼働していたの 

は戦争中なのである。私が目のあたりにした例 

でいうと、小型の飛行機(もしかしたら、特攻機 

だったかもしれない。一人しか乗れないぐらい 

小型だった)をつくっていたのが、10代と見られ 

る少女たちで、1機に4〜5人がかりで、錤打ち 

のような作業をしていた。

その工場は、明治以来、生糸製造の筆頭だっ 

た、片會製糸の大宮工場で、昭和18年に、航 

空機生産の、下請工場になっていたのである。

日の丸を染めぬいた、鉢卷をして働いてい 

たのは、もともとは生糸をつくっていた、小卒の 

女性たちと、挺身隊などで動員された女性たち 

だった。

戦後この工場が、生糸工場に戻り、私は全 

国蚕糸労連のオルグとして、足繁く通うように 

なるとは、そのとき夢にも思わなかった。

国鉄の車掌になった級友

また、国鉄(現JR)の車掌も、少なくとも山手 

線はすべて女性になった。私たちが、女子大 

を繰り上げ卒業になった、昭和19年9月に、 

医師で、社会衛生の講義をしていた先生の斡 

旋で、国鉄に3人のクラスメートが就職した。 

私も応募してみたかったのだが、わが家の防 

空要員として、また、年老いた父親の世話で、 

家にいなければならなかった。お手伝いさん 

は、食糧難と空襲のこわさから、郷里の農村 

に帰ってしまったからである。農村も男子がい 

なくなり、農業をしていれば、挺身隊にとられな 

いですむ、というのも一因だった。

ところで、国鉄に就職した3人は、なんと車 

掌になったのである。私は電車が来る度に、 

後部にいて、友人の車掌ぶりをみたいと思っ 

たが、たった3人では、そのチャンスはなかった。 

別の機会に、どんな仕事をしているのかときく 

と、“要するに私たちはモルモットなのよ”と不 

満そうにいった。

鉄道関係の業務は、深夜•早朝の業務はも 

とより、深夜業もあるし、長時間労働も伴う。女 

性をこれらの仕事に、就労させるのははじめ 

てなので、母性機能をもつ女性を、どのくらい 

まで働かせても大丈夫なのかがわからない。 

女子を就労させる一方で、“産めよ、ふやせよ”
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も国策だったから、母性機能をそこねてもまず 

い。それで国鉄がその医師に、その辺の研究 

を頼んだのだろう。そこで先生は、3人の卒業 

生をリクルートして、実験対象にしたらしい。彼 

女らを車掌だけでなぐ一定期間いろいろな業 

務に従事させ、体調や生理の状態などについ 

て、詳しく記録させたり、採血、尿検査などをし 

ていたそうである。女子大で教えていたレベル 

の女性でないと、正確な記録を求めたり、度々 

の採血に応じてもらうことは、むつかしかった 

のだろう。彼はもともとは産婦人科医だったそ 

うで、講義の内容も母性機能と労働の関係と、 

抗生物質のないその頃は大きな問題だった、 

性病についてが主だったように記憶している。

日本女子大家政学部第三類

話が前後して恐縮だが、私の在学していた、 

日本女子大の家政学部第三類というのは、も 

とは社会事業学部であった。現在は社会福祉 

と呼んでいるこの分野を、専攻する学部は日 

本では草分けだろうと思う。ところが治安維持 

法が施行されて以来、この学部からは特高⑴ 

につかまってしまう学生が、多かったそうであ 

る。貧富の差が、現在のアジアや中南米など 

の、発展途上国と呼ばれる国々と同じく大きく、 

矛盾に満ちていた日本社会で、この分野を勉 

強していた学生に、左翼思想をもつ者が出て 

くるのは、きわめて自然だったろう。なかには、 

当時は非合法だった共産党の活動に、関った 

学生もいたらしい。思想弾圧が強まっていくな 

かで、“社会”という言葉だけでも、使いにくくなっ 

ていたから、この学部をなくそうという声が、学 

内に上っていたという。しかし当時の学長が、 

社会事業従事者を養成する学部を、なくしては 

ならないと考え、対外的にカモフラージュして、 

残すことにした。

そこでそれまで家政学部に一類、二類とあっ 

現在労研正面玄関前に建つ暉峻義等氏の像

たので、三類という形で家政学部に組み入れ 

てしまったのである。男女共学の許されなかっ 

た当時、一般の大学にある、法学部や経済学 

部への進学はできないので、私は附属女学校 

在学中から、女子大に進むなら、三類しかな 

いと思っていた。

戦時下の“非常時”テーマ

ところで、あらゆる職場で、女性を働かす時 

代になったので、“三類”は学内で唯一の、社 

会問題に関る勉強をしている部門として、にわ 

かに女子労働に関する研究が、テーマになっ 

てきた。もちろん女子労働者の人権を守る、と 

いう立場からではなく、軍事政権が男子をすべ 

て戦争にかり出しても、国内を女子の手で、運 

営していけるようにするためであった。基本的 

な思想としては、女子は家庭にいて夫に仕え、 

子供を生み育てるのが唯一の役割、という点 

では変わらないのだが、“非常時”だから、や 

むなく女子に働いてもらわなくてはならない。 

しかし、"産めよふやせよ”の政策に、女子労
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働が支障を来たすのは困るので、その兼ね合 

いを、うまくやるようにとの発想であった。就労 

させるのは独身女性だけだったが、近い将来 

の出産を、考えてのことだった。

私はいま子供を生んでも、たとえ少年兵に 

するにも、15〜6年はかかるのに、いつまで 

戦争を続ける気なんだろうと、不審に思ってい 

た。しかし軍は戦争に勝って、前号に述べた“大 

東亜共栄圏”と称して、中国大陸を含むアジア 

全域を、日本の植民地化して、支配するつも 

りだった。それには戦争による人口激減を補う 

だけでなく、広大なアジア地域を支配する将来 

に向けて、日本の人口は、多ければ多いほど 

いいと、考えていたのだろう。だから16人子供 

を産んだ家が表彰され、家族全員の写真が、 

新聞に載ったのを覚えている。それにしても、男 

子がいなければ子供は生まれないのだが、軍 

は短期間で、勝利するつもりだったのだろうか。

労働科学研究所との出会い

私が労働科学研究所の存在を知ったのは、 

この時期である。私は社会事業史の授業のな 

かで、大原孫三郎(2)が、企業のあげた収益を 

社会還元した、日本では珍しい事業家として、 

大原社会問題研究所(3)、會敷労働科学研究 

所、大原美術館をつくったことなどを学んでい 

た。また病院もつくったが、そこでは個室の利 

用は、お金の払える人ではなく、病状によって 

必要な人だけが、お金がなくてもつかえるよう 

にしたときいて、すばらしい感覚の人がいたの 

だと、たいへん印象に残っていた。

三類の学生に、女子労働について学ばせ 

るに当って、すでに東京に移っていた労研に 

カリキュラム作成から、講師の派遣を依頼した 

のは、文部省なのか大学当局なのかは知らな 

いが、10回くらいの特別講座が組まれた。講 

師は初回が暉峻義等所長で、後は桐原葆見 

氏だった。詳しい内容は覚えていないが、桐原 

先生の講義は、月経のメカニズムや、立作業 

と子宮後屈の関係など、母性機能と労働の関 

係が主だったような気がする。

なぜ女子大の学生に、こういった勉強をさせ 

るようになったかというと、卒業したら学徒動員 

や挺身隊で、工場などで働く若い女性たちの、 

労務管理や生活指導の役割をさせようと、国 

が考えていたからであろう。

軍国主羲が台頭してからは、労働組合は一 

切禁止されていた一方で、国家権力が国民す 

ベてをコントロールできるように、産業報国会 

という組織が各職場につくられていた。地域で 

はすでに述べた隣組、職場では産報という形 

で、国民はがんじがらめに統制されていたの 

である。この産報本部に三類の先輩がつとめ 

ていたので、私はしばしばそこで行われるセミ 

ナーや工場見学などに、もぐりで参加していた。

労働者の人権を守るという立場と、たんに労 

働力の摩滅を防ぐという発想とは、本質的に 

違うとはいっても、方法論的には共通性も多 

い。当時の義務教诗は小学校だけだったし、 

今の中学レベルで動員された生徒もいたから、 

年少者がきびしい労働に、つぶされてしまわな 

いようにと思い、労研の先生の授業や産報で 

の勉強に興味をもったのである。

勤労動員で直面した現実

私がこの問題に熱心になったのは、すでに 

女学校時代の、勤労動員で工場で働いたとき、 

大きなショックを受けていたからである。

日本女子大には、幼稚園に入園すれば、 

そのままエスカレーター式に、女子大まで行け 

るコースがあった。もちろん女学校か女子大 

から入学する者が多いので、小学校は全校生 

徒300名という規模で、1学年に1組しかなかっ 

た。今のような“お受験”さわぎは全くない時代
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で、私の場合は母親の母校だったので、幼稚 

園から入れたらしい。小学生から全員が電車 

通学で、私は放課後も下校しなければいけな 

い時間まで、友達と遊んでいた。ときには友達 

の家に招かれて遊び、帰途はその家から運転 

手つきの自家用車で、次々と自宅に送っても 

らっていた。公立の小学校に通っていれば、 

いろんな階層の子供と接しられるし、家の近所 

に遊び仲間ができるのだが、そのチャンスは全 

くなかった。

ところが勤労動員で工場で働いてみて、は 

じめて自分のおかれている生活圏は、社会全 

体からみれば、とても恵まれた特権的な世界 

であることに気付いた。工場では大半の人た 

ちが、小学校を出るとすぐ働きに来て、決して 

面白い仕事ではない労働に従事して、生活を 

支えているのだと知って、愕然としたのである。

こんな当然のことに10代半ばまで気付かず 

に過してきたとは、世間知らずも甚だしいのだ 

が、親類縁者もみな同じような階層だったから、 

この体験は私の人生観を、根底からゆるがす 

ものだった。そして自分の暮しぶりに、とても後 

めたさを感じ、深く心が痛んだのである。

(1) 特別高等警察の略

(2) 倉敷紡績の社長

(3) 貴重な資料の宝庫で、現在は法政大学にある

ソウル市内の地下鉄駅舎でアスベスト
韓国「ハンギョレ新聞J, 2001.4.25

ソウル市内の地下鉄駅舎建物に、人体に致命 

的なアスベスト材料が使われ、内部の修理工事過 

程に空気中に飛散し、作業労働者、地下鉄役務 

員はもちろん、利用する多くの市民が石綿汚染に 

さらされていることがわかった。

ソウル環境運動連合は4月24日、「去る2月10 
日から3月末まで、ソウル地下鉄の忠武路駅•市 

庁駅•江南駅等4か所の建築資材などを採取し調 

査した結果、市庁駅でアモサイトが検出されるなど、 

アスベスト使用の事実がわかった」と明らかにした。

ソウル市はこの間「地下鉄にはアスベストがな 

い」と主張してきた。今回の調査は環境連合がソウ 

ル地下鉄公社労働組合と源進労働環境健康研究 

所、江南•西草環境運動連合などと共同で進めた。 

これに関連し、ソウル地下鉄公社所職員A (55歳) 

さんが昨年5月、アスベストによる肺がんで職業病 

認定を受け、現在闘病中であることが確認された。

環境連合は、「今回の調査結果は、工事現場で 

防護服も着ないまま勤務してきた労働者たちが、長 

時間アスベストにさらされたことを示すもの」であり、 

「毎日地下鉄を利用する市民も曝露する可能性が 

高い」と話した。

ソウル地下鉄公社側は、1999年から1〜4号線 

の駅舎95か所について冷暖房工事に着手し、今 

まで42か所の工事を行い、この過程で施工会社 

が、アスベストが含まれた一部資材を特別な措置 

なしに扱ったため、駅舎内に飛散したと地下鉄労組 

側は明らかにした。工事過程で発生したアスベスト 

廃棄物を一般ごみと混ぜて処理している事実も、 

「ハンギョレ新聞」の現場取材の結果確認された。

ソウル地下鉄公社は、「工事中、現場にビニー 

ル遮断幕を設置したので、工事場の外にはアスベ 

ストは漏れ出なかった」とし、「地下鉄駅で発見され 

たというアスベストは、大気中に浮遊しているもの 

が駅舎内に流入する空気を通じて入った 

ものと推定される」と釈明した。
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アスベスト禁止をめぐる ！ 

世界の動き

イギリスで初の全国アスベスト登録を開始
TUC,U.K., 2001.3.30

イギリスにおいてアスベストの使用はもはや禁 

止されたとはいえ、イギリス労働組合会議(TUC) 
では、約140万の商業用および住宅用の建物に 

今なおこの致死的な物質を含んでいると推計して 

いる。

アスベストは毎年4千人の人々を殺しており、TUC 
は一不必要なアスベスト曝露によるこれ以上の死 

を防止することを願って一今日(3月30日)開始さ 

れる、イギリスで初めてのインターネットによる全 

国アスベスト登録を後援し、同時に、政府に対して、 

雇用主と所有者に建物のアスベストを調査して公 

に登録することを求めるよう、要求している。

今日TUC本部で、新しいデータベースAsbestos 
Register.comの開始式典が行われる。この非営利 

のドット•コムは、インターネットでアクセスすること 

ができ、やがてはイギリスにおけるこの致死的な 

物質を含有した建物のリストをつぐSことをめざして 

いる。

TUCとAsbestosRegister.comが収集した新たな 

数字によれば、イギリスにおける商業用建築物の 

約85% (約85万のビル)が今なおこの致死的な繊 

維を含んでいるものと推定される。アスベストはま 

た、1945年から1980年に建築された共同住宅(フ 

ラット)の73% (40万ユニット)および1985年以前 

に建築されたほとんどの住宅に、アスベストが潜ん 

でいる。1900年から1985年の間に、およそ600万 

トンのアスベストがイギリスに輸入されたが、その 

ほとんどが建物の建設に使用された。

所有者にその建物のアスベストの記録の保存 

を要求する規貝Uがいまだ存在しないために、建築 

業者が住宅、フラット、店舗または事務所の改修 

築を行おうとする時にはいつでも、その建物が安 

全でアスベストがないかどうかを知る術がない。詳 

細な情報を与えられないまま、建築業者が無意識 

のうちにこの致死的な繊維をかき乱し、自らの生 

命を大いに脅かす状況に曝露する可能性がある 

ということを、TUCは問題にしてきた。消防士もま 

た、火災がアスベストを大気中に発散させる可能 

性のある建物内に、いつものように入らなければ 

ならなかった。

しかし今後は、開発業者、建物鑑定士、建築業 

者、そして緊急通報を受けた消防士でも、パソコン 

や携帯電話でAsbestosRegister.comにログオンす 

ることによって、これから作業に取りかかろうとす
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る建物、あるいはこれから消火活動を行う建物が、 

アスベスト登録してあるかどうかを即座に確認する 

ことができるようになる。

今年後半に、公的なアスベスト登録を法律上の 

義務にするよう安全衛生委員会(HSC)を説得で 

きることをTUCは期待しており、AsbestosRegister. 
comはその義務に適合するTUCの優先権をもつ 

手段になるだろう。

AsbestosRegister.comでは、建物の所有者また 

は管理者と連絡をとって、彼らにインターネット上 

でアスベスト情報を提供できるのは誰かと尋ねてみ 

る予定でいる。長期的な目的は、誰でも利用でき 

るアスベスト情報を作り上げることである。

TUC事務局長ジョン•モンクスは、「アスベストに 

よる死亡者数は、目下のところ、衝撃的な毎年4千 

人で、2020年までに、アスベストはがんの主要な 

原因となり、毎週200人もの人々が死ぬことになる 

可能性がある。個々の建物についてアスベストの 

歴史はほんのわずかしか知られていないため、建 

築業者が修改築作業をはじめるとき、あるいは消 

防士が燃えている建物に入るときは常に、彼らは 

その生命をリスクにさらしているのである。

「アスベスト関連疾患に罹患した人々は、しばし 

ば長期間、じわじわと、痛みにさいなまれる死を迎 

える。これ以上の死は防ぐことができるが、それは、 

どのあたりにこの致死的な繊維があるのかに関す 

る内容のある、信頼できる情報が存在する場合に 

のみ可能なことである。この新しいデータベースは、 

これ以上に労働者が不必要に死ぬのを救うため 

に、まさに必要なことである」。

AsbestosRegister.comの考案者ロス•ユードル 

は語る。「建物内のアスベストは、特別な解決策を 

必要とする特別なリスクである。AsbestosRegister.
comは、アスベスト情報を蓄積•提供するのに、最

も安価な、最も容易な、最も信頼できる方 

法である。」

違法工事による高校生曝露で刑事告訴
FORT MORGAN, Colorado, U.S.A., 2001.4.16

コロラド州フォートモーガン4月16日ーコロ 

ラド州の高等学校の生徒、教職員をアスベストに 

曝露させた罪で、2名の男が逮捕された。

テキサス州ヒューストンのダニエル•アーギルお 

よびワイオミング州シャイアンのデヴィッド•バッカ 

スが、4月6日逮捕され、フォートモーガンの高等 

学校において生徒や教職員を故意に危険にさら 

したとして告発された。被告らは、不適切な校舎の 

アスベスト除去工事を行い、また、アスベスト繊維 

に汚染されていることを知りながら、生徒や教職員 

が建物に戻るのを許したとされている。

アスベスト繊維の吸入は、肺がんや石綿肺とし 

て知られる肺疾患、胸腔•腹腔のがんである中皮 

腫の原因となることが知られている。

アーギルは、ナショナル•サービス•クリーニング• 

コー•ポレーションに雇用され、フォートモーガン高 

校アスベスト除去工事の監督者であ!！バッカスは、 

スティーブ•ヒーロン•アソシエイツに雇用され、同 

校のアスベスト清掃作業の監督に当たっていた。

両者は、虚偽報告および文書偽造という大気清 

浄化法違反などの数多くの連邦法違反でも告発さ 

れている。有罪とされた場合には、各被告は、故意 

に危険にさらしたこと1件につき最高15年の懲役 

および/または最高100万ドルの罰金、他の起訴 

事項1件につき最高5年の懲役および/または最 

高25万ドルの罰金を課せられることになる。

この事件は、連邦環境保護庁(EPA)刑事調査 

部、国税庁およびEPA全国執行調査センターの 

援助のもとに移民帰化局が調査に当たり、連邦法 

務局デンバー事務所が起訴を行った。 

氺 http://ens.lycos.com/ens/apr2001/
2001L-04-16-09.htmlで入手可。
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韓国と日本の架け橋として
神奈川拳滞日韓国人の現状と韓国デスクの歩み

現在、日本に住む韓国•朝鮮籍の人々の数 

は、外国人登録をしてレ砀人の数でおよそ64万 

人(入管協会『在留外国人統計』1999年)です。 

このうちのおよそ54万人は、第2次世界大 

戦前後から日本に定住している「在日」韓国• 

朝鮮籍の方々です。その他のおよそ10万人の 

方々は、1980年代以降に来日したいわゆる「滞 

日」の韓国籍の方々ですが、その中では、日本 

人と結婚した人々、就学生や留学生などが比 

較的多数を占め、就労資格を持って働く人々 

は、企業の駐在員などのごく少数に限られてい 

ます。一方、韓国では1989年の『海外旅行自 

由化』を契機に、一般の人が観光ビザで自由 

に海外に出れるようになり、多くの韓国人が短 

期の出稼ぎを目的として、仕事を求めて来日す 

るようになりました。彼らは正規の就労資格を 

もたないまま、いわゆる「3K」の仕事に従事し、 

様々な問題に遭遇していました。

横浜でも、1989年を境に、韓国人労働者が 

急増しました。SOL韓国デスクの発足は1994 
年になりますが、その活動は、1990年の寿町 

の韓国人労働者との「出会い」から始まってい 

ます。また特に労働問題が深刻であったことか 

ら、韓国デスクは、その発足時より、労働組合 

「神奈)"シティユニオン」との連携のなかで活動 

をしてきました。現在も、神奈川シティユニオン 

の中に事務所をおいて、医療問題や生活問題 

への支援を中心に活動しています。

今回の特集では、SOL韓国デスクの歩みを 

振りかえりながら、滞日韓国人のおかれている 

現状の問題や課題について考えてみたいと思 

います。韓国デスクの創設者でもあるスタッフ 

の平間さんと、2人の韓国人労働者の方々か 

らお話を聞きました。

(特集まとめ：島崎法子、山岸素子) 

*この特集記事は、SOL (カトリック横浜教g 

滞日外国人と連帯する会)のニューズレター 

から転載させていただきました。

•寿の韓国人との出会い

韓国では、1989年に一般の人 

が観光ビザで自由に海外に出れ 

るようになり、それ以来、多くの 

人々が、仕事を求めて来日する 

ようになりました。

1990年頃には、横浜の寿町に 

も、韓国の方が大勢来ているとい 

う話を聞いていました。寿町は、 

「どや」と呼ばれる簡易宿泊所が 

あり、日雇い労働者がたくさん集 

まっている町でした。

そこで、1990年の半ば頃から、 

毎週日曜日に、上原功神父と私 

で、寿の「どや」を一軒一軒、訪問 

することを始めたのです。訪ねて 

行き、私たちが教会の者だとわか 

ると、いろいろな相談がもちかけ 

られるようになりました。彼らは韓 

国で、「日本に行って、親切にし 

てくれる北朝鮮の人たちとかかわ 

りをもったら、スパイとされて後で 

大変なことになる」と教えられて来 

ているので、労災事故に遭って指 

がなくなっても、賃金が支払われ 

ていなぐても、どこにも相談できな 

いと思いこみ、それまで泣き寝入 

りをしていたのでした。皆、たくさん 

の問題を抱えており、私たちが寿 

を訪ねるときに使うせまいワゴン 

車の中には、いつも15〜16人の 

人が集まって相談が持ちこまれ
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韓国の受入先病院にて

るという状態でした。

この当時一番大変な問題は、 

労働と医療の問題でした。とても 

自分たちの手には負いきれない 

と思い、村山敏さん(註：神奈川 

シティユニオン書記長)に相談し、 

そのころ川崎に事務所があった 

神奈川シティユニオンで労働相談 

を受けることになったのです。ま 

た、川崎まで来られない人のため 

に、寿への訪問も続けました。寿 

の組合に場所を借りて、外国人 

のための労働相談会や労働講座 

も開いていました。

このころ、私の洗礼名の「マリ 

ア」という名前が、韓国の方の中 

で広まり、それこそ深夜でも、時間 

を問わず相談の電話がかかって 

くるようになりました。労働、医療 

の問題の他、捕まった人のことで 

警察からもよく電話がかかってき 

ていました。寝る時間もないほど 

忙しい毎日でした。

參深刻な労働問題

寿には多くの韓国人が集まつ 

ていたので、日本語がわからなく 

ても、韓国語で生活できる条件が 

ありました。彼らの仕事のほとん 

どは、建設か港湾の現場労働で 

した。こうした「3K労働」の現場で 

は、日本人の若者の代わりに、 

顔の似ている韓国人が多く使わ 

れていました。言葉が通じないま 

ま、危険な現場で仕事をしていま 

したから、労災事故が頻発してい 

ました。当時は、オーバースティ 

の外国人が労災になると、労災 

保険の手続含をとることなどまず 

なぐなるべくわからないうちに解 

雇してしまうというのが一般的でし 

た。私たちは労働基準監督署や 

労働省と交渉して、こうした外国人 

被害者の救済を訴えていました。

労災で今でも忘れられないの 

は、首から足まで長い鉄線で串 

刺しにされた、若い韓国人の方の 

ことです。高速道路の地下トンネ 

ルを掘る現場で、長い鉄線を入 

れセメントで固める作業の途中、 

クレーンにつられた鉄線の一本 

が落ちて、下で作業をしていた彼 

に突き朿IJさったのでした。刺さる部 

分が1センチでもずれていたら、 

即死だったと言います。誰も下に 

降りてきて助けてはくれませんで 

した。それで、100m<e>いの螺旋 

状の階段を自力での(ぎって助け 

を求めたと言います。病院に連れ 

ていってもらい治療は受けたもの 

の、退院後何の補償も得られな 

いまま、会社から放り出されたの 

です。その後、彼は、「神奈川シ 

ティユニオン」に相談に来て、労 

災の補償もきちんと受け、現在は 

帰国して、事業をしています。

労災で亡く0^った人もいますし、 

ひどい障害が残ったために、帰 

国後も障害補償年金を受けてい 

る人もいます。19卯年代の初め 

は、韓国の人の労働相談は年間 

200件を超えていました。1990年 

〜1996年まではこのような状態 

でした。1993-4年頃、相談に来る 

人の数はピークに達していたと思 

います。

參医療と生活をめぐる問題

これらの韓国の方々は、オー 

バーステイであったために保険に 

入れず、医療費が高くて病院に 

も行けないという状態でした。横 

浜にある港町診療所が、保険の 

ない人でも通常の3割の医療費 

で診て下さるということになりまし 

た。けれども、とても対応しきれる 

人数ではありませんでした。
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そこで、関係者が集まり、1991 
年の11月に、「みなとまち健康互 

助会(MF-MASH)」を発足させ 

ることになりました。会員fぬると、 

毎月会費を納めるかわりに、3割 

負担で医療にかかれるというもの 

です。

韓国デスクでは、さまざまな病 

気の方々とのかかわりがありまし 

た。病院にかけつけると、初対面 

の韓国の方｝こ母国語で話しかけ 

るだけで、顔が急に、それこそ氷 

が溶けるように、ぱ一っと柔らか 

い表情に変わっていく瞬間に何 

度も出会いました。ありとあらゆ 

る病気の人に出会いましたが、が 

んの末期の人に接するのが、と 

ても辛かったです。

1990年の初めごろ、特に多 

かったのは、がんや結核でした。 

がんは多額の医療費がかかりま 

す。そのことでは、他の団体と協 

力し、厚生省、神奈川県や横浜 

市とも交渉を続けてきました。秋 

結果、行旅法(行旅病人及行旅 

死亡人取扱法)が復活したり、緊 

急医療補填制度もでき、重い病 

気の場合、一定の公的な費用の 

補填がされるようになりました。も 

ちろん、病院が医療費をかぶる 

こともあります。

寿のどやは、広いところで3畳 

です。韓国の労働者たちは、朝は 

食べずに出かけ、昼は現場で出 

される弁当を食べ、夕方に帰って 

くると、疲れて、一杯飲んで寝てし 

まう。そういう毎日の繰り返しでし 

た。今は、韓国のお店がたくさん 

外に出ていて、一人用のおかず 

も売っていますが、以前はこうい 

うお店がありませんでした。です 

から、来日して2年経つと、だい 

たい病気になってしまいます。栄 

養状態が極端に悪く、キックて、 

种ナイ現場で働いて…〇数え切

とくに計画があったわけではないのですが、 

韓国で自分の仕事がうまくいかなくなり、新聞の 

募集拓aして日本に来ました。何の資格もなかっ 

たけれど、日本には“韓国の建設会社”がある 

という噓の話にだまされ、日本に着いて初めて、 

失敗したと思いました。帰ることもできないので、 

どうせなら何か身につけようと、働き続けて6年 

が過ぎました。3Kといわれるあらゆる仕事を経 

験しました。

なり、治療費も全て払ってくれたし、病院の待遇 

も良かったと思います。

しかし、今でも不思議なのは、なぜ、労災の 

適用についての知識を私に与えてくれなかっ 

たのか、というこどUす。社長も病院も“労災”と 

いう言葉を何度も使っているのは耳にしていま 

したし、「ビザがなぐCも労災の申請はできるJと 

仕事関係の人が教えてはぐれたのですが、何 

のことかよくわからなかったのです。

言葉が通じないので、初 

めは韓国人の多い職場に 

いましたが、2年が過ぎた頃 

には、日本の会社で働くよ 

うになりました。特に問題を

韓国人労働者に聞く①

唐炳喜さん

1か月後に退院しました 

が、収入が途絶えてしまった 

ので生活は苦しいものでし 

た。2か月後、韓国人の知 

人に偶然再会し、神奈川シ

感じたこともなかったのですが、今回の怪我に 

よっておかしくなってしまったのです。

最後に働いた会社は、従業員20人のうち、 

外国人は私一人だったのですが、たいへんか 

わいがってもらいました。1年が過ぎた1999年 

8月23日のこと、下水道管を埋める工事をして 

いる時、土砂がぐrれてきて、その中の石ころ 

が当たって、右足を骨折してしまいました。すぐ 

近くの病院に入院しましたが、社長が保証人に 

ティユニオンのことを教えてもらい、足を運びま 

した。平間さんから、当面の生活費を貸しても 

らい、労災の手続きもとり、現在は休業補償を 

いただいています。私がショックだったのは、怪 

我をしたことによって、会社の私に向ける態度 

が一変したことですが、一方でユニオンのよう

に面倒を見てぐれるところもあって、人間という

ものについてつくづく考えるようになり 

ました。
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韓国の受入先病院にて(中央が平間正子さん)

れない方々が結核で亡くなりまし 

た。それで、予防、ということで、 

1992.3年頃から健康診断にい 

ろいろな形で協力してきました。 

•韓国への橋渡し

日本である程度の治療をした 

ら、母国で治療を続けるのが理 

想だとは思います。最初は、日本 

で治療中の韓国の方を、帰国後 

受け入れてくれる病院を探すの 

は、とても大変なことでした。家族 

がない方の場合は特に困ってい 

たのですが、カトリックの福祉病 

院や、ソウルの市民病院との連 

携をつぐゴていきました。ある時期 

に、キリスト教信者のお医者さん 
のネットワーク「グローバルケアJ 

との連携ができ、今では、グロー 

バルケアが窓口になって、地域 

の病院にスムーズに受け入れて 

もらえるようになりました。

帰国後の彼らを訪問したり、お 

便りをいただいていますが、悲し 

いこともうれしいこともあります。

一番悲しかったのは、皮膚病 

の患者さんで、何度もの手術の 

結果、人工肛門をつけて帰国し 

た方が、帰国後、自暴自棄になっ 

て、きちんと治療もせず病状が悪 

化し、1年で亡くなったとの知らせ 

を聞いたことです。一方で、半身 

不髄になっても、新しい仕事を始 

めてがんばっている方もいます。

最近、白血病の方の帰国後の 

病院探しのお手伝いをしたケー 

スがありました。日本にいるあい 

だは主に電話でのやりとりでした 

が、とても気になっていましたの 

で、先日、韓国の病院を訪ねて 

いったのです。病院についたら、 

「あっ」と言ってこちらに来た人が 

いて、彼でした。その病院には、 

特別お金を払えない人のための 

病棟があって、そこに入院してい 

ました。

彼は、帰国後、§暴自棄の気 

持ちになった時期があったそうで 

す。ある日、「私に恩を返すので 

はなぐG韓国に帰って、あなたが 

やってもらったことを皆さんに返 

してあげて下さい」という、私が 

言った言葉を思い出したというの 

です。そして周〇^見回してみると、 

この病棟に、それこそ野宿してい 

た人など、毎日大変な状態の患 

者さんが入ってきていて、彼はそ 

ういう人たちの助けになれること 

に気づき、希望が再度湧いてき 

たのだと話してくれましfco今では、 

すっかり患者さ⑽世話役として、 

病院のスタッフの方々からも認め 

られているといいます。すごくうれ 

しかったです。人間が生きている 

姿、光を見た、というのでしようか？ 

彼に、「あなたは、復活したんだね」 

と言舌ました。

參今後の課題

韓国からの労働者は、平均す 

ると40歳後半の人が多いと思い 

ます。ですから、他の国々に比べ 

て高齢です。20代で単身という方 

もいますが、だいたいは、結婚し 

て家族が韓国にあり、子どもの学 

費がかかるとか、事業で失敗して 

お金が必要になって働きに来た 

という方が多いです。日本で4、 

5年働いて帰った方々のほとんど 

は、家族が崩壊してしまっていま 

す。それだけ離れていると、お互 

いの生活が変わり、考え方がど 

んどんすれ違っていってしまう。 

帰国後、お互いの不満が噴出し 

て、うまくいかなくなってしまうケー 

スが多いです。

自分の国に帰って、家族とお
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A

日本に来たのは、お金を稼ぎたかったことも 

ありますが、日本のある製品を参考にして、自 

分なりに開発したいという思いもあったからで 

す。韓国では、個人事業をしたり、雇われたり、 

いろいろな仕事に就いていました。

4年間で3Kといわれる仕事に就き、最後は 

三宅島にある工務店に、草刈り作業員として雇 

われて行きました。

噴火の前日、2000年8
月18日のことです。結局作 

業は1日で中断して、噴火 

してからは、屋根に積もっ 

た灰を下ろす作業に変わり 

すぐに消防隊が来て、保健所に運ばれ、船 

に乗ること6時間、東京都都立広尾病院に入 

院させられました。腰を2力所骨折していました。 

25日間入院しましたが、工務店の社長が、1度 

73,000円支払い、残0562,320円については、 

私に請求がきました。担当の先生からは、毎日 

のように「出ていけ、国へ帰れ、金を払え」と言 

われ、婦長が留まるように勧めているにもかか

わらず、完治しないまま追い 

出されてしまったのです。 

行く所もなく、知人の床屋 

に寝泊まりしていた時、そこ 

に出入りしている人から、神

韓国人労働者に聞く②

潘徳在さん

ました。初めは自衛隊がしていたのですが、怪 

我人が出たので軽作業の方に移動してしまい、 

働き手もなく、こちらにまわって来た訳です。何 

十キロもの灰をビニール袋に詰めて、屋根の 

下の安全な場所に落とす、という大変な重労働 

で、作業3日目に、袋ごと屋根から落ちてしまい 

ました。噴火によって事故に巻き込まれた一人 

です。

奈川シティユニオンのことを初めて聞いたので 

す。工務店はつぶれてしまったので、事業主 

なしで労災申請をしていますが、この制度のこ 

とが、もっとたくさんの滞日外国人の人たちに 

伝わるよう願っています。

また、現在は、港町診療所に通いながら、

韓国デスクの事務所にも立ち寄ったり 

しています。

ノ

互いに助け合いながら生きる、 

というのがひとつの希望ですが、 

現実には、そうでない人がたくさん 

います。韓国でも今仕事がなぬっ 

てきていますから、労働条件もま

す厳しく^っています。ですか 

ら再度日本に来たいという方もい 

ます。最近では、韓国の妻が短 

期のビザで来日して会えたり、ま 

た、子どもが育っている場合は夫 

婦で働いている人もいます。バブ 

ルが崩壊した後は、仕事も以前 

のようにありませんから、週に2 
回ぐらい仕事に行き、なんとか食 

ベていくという人が多いです。送 

金どころか、寿のどやの家賃も払 

えず、野宿している人もいます。

長く日本にいることで精神的な病 

をわずらっている人も多くなって 

います。

日本人と結婚して日本に住む 

ようになった女性たちも増えてき 

て^ます。彼女たちが水商売で働 

いたり、今でも福富町などに韓国 

の女性が多く働いています。ヤク 

ザがからんで、非常に危険な目 

にあっている人もいます。17歳 

の女の子で、福富町から新宿で 

働いている女の子が、自殺行為 

をおこしました。借金があって、身 

体を売らなければならない。「ど 

うして」と聞くと、「弟を勉強させた 

くて」と。自分だってまだ高校生な 

のに…。たまらなく悲しかったで 

す。

これからは、結婚した女性との 

交流もしていきたいと思っていま 

す。来て数か月で、離婚したい、 

と言う人たちがいるのです。風習 

の違いから誤解がどんどん広 

がっていき、相手のことを信頼で 

きなぐなってしまうのです。そんな 

女性たちの話を聞いて、寄り添っ 

ていく^ぅなこと沢きれば、と思っ 

ています。

忙しくても、充実しているんで 

す。神様は私とともにいるという

姗
(談：平間正子 

/SOL韓国デスク)
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ア!ムジャパンと外国人研修生
長野• KSD疑惑のかげに隠れた実態

ここ1、2年、各地の研修生たちから寄せられた相次ぐ告発を契機 

に、「国際協力」を謳う日本の外国人研修制度の虚構が白日にさらさ 

れた。今回、本誌ではこのホットな話題に注目し、この間、アイムジャ 

パンの外国人研修生受け入れ実態調査を精力的に行っている日本 

インドネシアNGOネットワークの川上園子さんに寄稿をいただいた。 

(東京労働安全衛生センター機関誌への投稿を転載させていただき 

ました)

參KSD疑惑

昨年10月から浮上した中小企 

業経営者福祉事業団(KSD)を 

めぐる疑惑は、同事業団理事長 

の古関忠男容疑者逮捕に始まり、 

今年1月には小山孝雄参議院議 

員、また3月には自民党の大物• 

村上正邦前参議院議員逮捕と、 

政界を巻き込んでの大スキャン 

ダルぬった。公益法人と政•官の 

癒着構造がこれほどまでに露呈 

した事件はこれまでなかったので 

はないだろうか。KSD疑惑に絡 

んで出てきたのが、(財)中小企業 

国際人材育成事業団(以下アイ 

ム•ジャパン)と外国人技能実習 

制度である。古関容疑者が推進 

した技能実習制度とアイム•ジャ 

パンとはどのようなものか、最近 

の研修生•実習生の訴えを含め 

て紹介したい。

アイム■ジャパンと 
*技能実習制度

技能実習制度は、「より実践的 

な技術、技能または知識の開発 

途上国等への技術移転を図り、 

開発途上国等の経済発展を担う 

人づくりに協力する」ことを目的と 

して、1993年4月に創設された。 

同制度によって、これまで1年だっ 

た研修期間に加えて「技能の習 

熟度を高める」ために実習期間 

が設けられ、研修生は技能実習 

生に移行して合計2年の在留が 

認められた。この際、在留資格は 

「研修」から「特定活動」になり、実 

習生は受け入れ企業と雇用関係 

を結んで労働者として働 と(こな 

る。逮捕された小山議員は、この 

技能実習制度の期間延長を国会 

で質問し、その見返りとして古関容 

疑者から資金を受け取ったとされ 

ている。1997年、法務省は技能 

実習期間を2年に延長する告示 

を出した。

この間、技能実習制度創設を 

にらんで民間ベースの研修生受 

け入れ推進のため、法務、外務、

通産、労働、建設の5省共管に 

よる(財)国際研修協力機構 

(JITCO)が1991年9月に設立さ 

れた。JITC 〇は研修生受け入れ 

事業を行う民間団体、企業に対 

して在留関係書類申請の代行や 

研修成果の評価など様々なサー 

ビスを行っている。

一方、アイム•ジャパンは、旧 

労働省の公益法人として1991年 

12月に設立された。そして、技能 

実習制度の創設後直ちに、送り 

出し機関であるインドネシア労働 

省と契約を結んだ研修生を受け 

入れ始め、現在は会員企業約 

1,500社、年間約6,000人の在留 

研修生を誇る最大の受け入れ機 

関となった。2000年春からはイン 

ドネシアに加えてタイからも研修 

生を受け入れ始めた。

アイムのパンフレットには、「イ 

ンドネシア•タイの政府が特別に 

訓練した研修•技能実習生で 

す!」と誇らしげに書かれている。

「管理できる安価な
9労働力」の輸入？

日本インドネシアNGOネット 

ワーク(JANNI)は、1997年から 

アンケートや聞き取り調査を中心 

に、アイム•ジャパンの研修生•実
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習生の日本滞在中の実態につ 

いて調査してきた。その中から浮 

かび上がった問題は、次のような 

点である。

① 多ぐD研修生が「研修」では 

なぐ単純労働Jに従事じ⑽ 

と感じている。アンケート結果 

では、138人中、「技術を習得 

しTV込とは感じていない」と答 

无t研修生•実習生は7割以上 

であった。その理由としては、 

多「単純作默旅」と答え 

ている。実際、残業が認められ 

ていない研修期間中から「残 

業」「夜勤」「休日出勤」は当た 

り前のようにあるのが現状だ。

② 受け入れ企業による待遇の 

格差が大きい。時間外労働手 

当が支給されてレ込場合が多 

いようだが、中にはまったく支 

払われていなかったり、支払わ 

れていても最低賃金以下の時 

間外労働手当だったりという 

ケースも少なぐない。特に1年 

目の研修生が未払い問題に 

直面している。

そして、研修生が支払いに

ついて経営者に訴えると、「研 

修生には残業代は出ない」と 

の答えが返ってくる。これは正 

確には「研修期間中、時間外 

研修をさせてはいけない」のだ。 

ところが経営者側はこうした情 

報を研修生に伝えず、都合の 

よい解釈をしてただ働きさせて 

いるのだ。またこういう経営者 

の場合、何かにつけて「働か 

ないならインドネシアに帰れ」 

といった言葉を研修生に浴び 

せ、文句を言わせないようにし 

ていることが多い。中には研修 

生本人の通帳や印鑑を預か 

り、徹底的に彼らを管理してい 

るケースもあった。

③ 研修生•実習生の権利に関 

する情報が十分に伝わってい 

ない。先ほどの「時間外研修」 

についてもそうだが、研修生• 

実習生は「義務」(会社に従え、 

働けなど)については嫌になる 

ほど教え込まれているのに、 

「権利」についてほとんど聞い 

ていない。特に技能実習生に 

は日本の労働法が適用される 

にも関わらず、そのことを知ら 

されておらず、経営者側に都 

合よく、「有給休暇はない」「残 

業•休日労働手当てはない」と 

言われている。

最近分かったことだが、アイ 

ム•ジャパンは一律の雇用契 

約フォーマットをつくり、賃金、 

賞与、退職金の有無をアイム 

が決定していた。さらにアイム• 

ジャパンの研修生への説明書 

には「1年目(研修期間中)に 

残業手当はないが、3年間残 

業の義務がある」と書いてある 

のだ。権利を伝えないどころ 

か、まさに確信犯である。

④ アイム•ジャパンのスタッフの 

対応に問題がある。残業、休 

日労働の手当てが出ない、有 

給休暇がないなどの問題を研 

修生•実習生が訴えても、アイ 

ム•ジャパンの巡回スタッフの 

対応は、「また今度」「我慢しな 

さい」あるいは「インドネシアに 

帰れ」だ。時には強制帰国措 

置をとる場合もあり、違約金が 

課せられる。そのため研修生, 

実習生はスタッフをまったく信 

用しなぐ2り、何があっても我慢 

するしかない、とあきらめる。 

そのため問題が表面化しにくく 

なっている。

⑤逃亡防止策。アイムはこれ 

まで全員から「合意書」をとりつ 

けてパスポートを管理してい 

た。アイム•ジャパンは紛失防 

止と主張してきたが、実際には 

研修生の逃亡を防止する手段 

であったといえる。外国人研修 

生問題ネットワークがこの問 

題を法務省に伝えたのが1999 
年の12月である。法務省は 

「個人の自由意志の束縛の恐 

れがある」と口頭、文書で何度 

かアイム•ジャパンに改善指導 

している。KSD疑惑に絡んで 

国会で追求され、2000年11月 

にパスポート管理全面中止に 

なるまで、アイム•ジャパンは法 

務省の指導すら無視してきた 

ことになる。今年1月の厚生労 

働省の立ち入り検査では、7割 

以上がいまだパスポート管理 

の問題があるとされ、さらに改 

善の勧告を受けている。この 

他にも毎月2万円の強制的な 

積み立て貯金があったが、こ 

れも国会で追及され、現虹は 

中止されている。

こうやって問題点を挙げてみる 

と、アイム•ジャパンの研修生•実 

習生の実態が技術を学ぶための 

ものではなく、「管理された安価な 

労働力」として扱われている実態 

が浮かび上がる。私は調査中に 

100人を超え现f修生に会う機会 

があったが、「アイム•ジャパンに 

騙された」「本当に悔しい」とい激 

らの声が忘れられない。
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•声を出し始めた研修生たち

こうした現状に対して最近、研 

修生•実習生たちが行動を起こし 

始めた。もちろん、これまでも個々 

の現場で残業手当がない、夜勤 

を強いられるといった問題を訴え 

てはいたものの、支援組織がな 

かったり、外部との接触が限られ 

たりする中で、その声は圧殺され 

てきた。

しかし、外国人研修生問題ネッ 

トワークの活動が活発になるに 

つれ、研修生の声を受け取るチャ 

ンネルも拡がり、その支援体制の 

もとでアイム•ジャパンを訴える 

ケースが出てきたのだ。

ひとつは、(株)クボタに対する 

実習生の未払い賃金請求であ 

る。彼らは1年目の研修期間中、 

年間約500時間の残業があり、 

しかもその手当てがなかったこと 

を訴えてきた。そして帰国前に全 

統一労働組合に加入し、現在団 

体交渉が続けられている。彼ら 

の陳述書には、「本当に大変で 

忙しかった」「時には帰国させると 

脅かされながら休日も働かなけ 

れば'ならなかった」「わたしはここ 

で低賃金労働者だったのです」と 

いう言葉が並んでいる。

もうひとつは、長野県松本市に 

おける研修生の受け入れ企業移 

籍要請である。彼はアルミ鋳造の 

A社に配置されたが、残業代は 

未払いだった。またアルミ鋳造の 

過程で出る大量の粉じんが健康 

に悪影響があるのではないかと 

不安を募らせていた。会社からは 

風邪用のマスクしか支給されな 

かったため、自分で気密性の高 

いマスクを購入していた。A社で 

は、健康診断が実施されていな 

かったにれは研修生受け入れ 

資格以前の問題だ)。彼はまず 

2000年12月にアイム•ジャパン 

に相談したが、そのまま何の対応 

もとられなかった。そして2001年 

の1月、国際研修協力機構(JITC 
〇)に相談したが、JITCOから報 

告を受けたアイム•ジャパンが取っ 

た対応は、「なぜJITC〇に連絡し 

た？お前は帰国したいのか、日 

本にいたいのか」、「帰国させられ 

たくなかったら黙って働け」という 

恫喝だ。彼は長野県内で研修生 

の実態を調査していたメンバーと 

相談した結果、2月26日、社民党

議員調査団とともにアイム•ジャ 

パン長野支局と松本労働基準監 

督署を訪問し、実名を出して研修 

先の移籍を訴えた。このケース 

も、現在交渉中である。

長野のケースは県内のほとん 

どのマスコミに取り上げられ、特 

にNHKは夜のニュース1〇では 

特集扱いで報道された。周囲の 

研修生からの反応も多く、「アイ 

ム•ジャパンと協議の場を持ちた 

い」という研修生らも現われた。

長野は特にアイム•ジャパンの研 

修生が多い(約1,000人)ので、こ

れを機に研修生自身の互助ネッ 

トワークができてくれば心 

強い。 磡

診査医が管理区分決定見直し
北海道•じん肺管理4相当で肺がん認定

Mさんは、長年炭鉱の坑内員 

として粉じん作業に従事し、じん肺 

に罹患した。1983年に管理区分 

3イの決定を受け、合併症として 

続発性気管支炎が認められたた 

め、療養を開始。1997年には管 

理区分3 ロの決定を受けたが、 

1999年3月に肺扁平上皮がんを 

併発、1年後の昨(2000)年3月 

に死亡された(72歳)。

遺族はMさんの死亡は労災だ 

として岩見沢労働基準監督署に 

申請したが、不支給決定。全国じ 

ん肺患者同盟北海道連合会も支 

援して北海道労災保険審査官に 

審査請求を行っていたが、今年 

1月29日、原処分取り消レ業務 

上と認定する決定がなされた(全 

国じん肺患者同盟「じんぱい」掲 

載の決定書の内容を要約)。

労働省の認定基準は「管理4 
または管理4相当」のじん肺に合 

併した原発性肺がんしか労災補 

償の対象としていないこともあり、 

主治医は、「肺炎を合併しており、 

その発症、悪化に続発性気管支 

炎が関与していた可能性はある 

と思われる。死亡の主要因の一 

つと考えられるのは肺炎であるた 

め因果関係ありと判断する」とい 

う意見書を提出した。

しかし、岩見沢労基署では、「終
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末期に生じた肺炎も死亡に何ら 

かの影響を及ぼした可能性は否 

定できないが、全身状態を極端 

に悪化させ、死亡に至らせた主 

因は肺がんと判断する」という地 

方じん肺診査医である岩見沢労 

災病院の医師の意見をもってこ 

れを否定。

さらに、同じ地方じん肺診査医 

の、死亡6か月前(1999年9月) 

の胸部エックス線写真上を判読 

して、「大陰影は4Bから4Cへ移 

行してきていると判断する。した 

がって、遅くともこの時期には管 

理4相当であったと思われる」とい 

う意見は無視したまま、認定基準 

どおりの不支給決定を行ったの 

である。

北海道労働基準局長が、2000 
年1月の段階で、同じ1999年9月 
の胸部エックス線写真上を添付 

して行った、Mさんからの新たな 

じん肺管理区分申請に対して、 

「管理3 ロ」と以前と同じ管理区分 

決定を行っていたことが、この地 

方じん肺診査医の意見無視につ 

ながっていたと考えられる。

北海道労災保険審査官は、 

2000年1月段階のじん肺管理区 

分決定通知書および過去の胸部 

エックス線写真、CT画像写真や 

定期診断書等を付けて、この地 

方じん肺診査医に、原発性肺が 

んの診断日である1999年3月の 

時点で、すでにじん肺管理区分 

が管理4に相当するものであっ 

たか否か、あらためて鑑定を依頼 

した。

これに対する鑑定意見は、「胸 

部エックス線写真を振り返ると、肺 

がんの顕在化する以前の1998 

年6月の胸部エックス線写真は 

PR4C相当と思われこの時点で 

は管理4に至っていたと判断する」 

と結論づけた。

この鑑定結果を受けて、北海 

道労災保険審査官の決定では、 

「じん肺管理区分は管理3 ロであ

るものの、じん肺の病態は、事実 

上、管理4相当と認められ、その 

療養中に発生した原発性の肺が 

んは、業務上の疾病として取り 

扱って差し支えないものである」 

とし頂を下した

ものである。

じん肺肺がん高裁で喇敗訴 
広島•発がん性評価は国の思わくどおり

管理区分3 ロのじん肺患者に 

合併した肺がんの労災補償をめ 

ぐって争われていた行政訴訟事 

件で、広島高等裁判所は4月26 
日、1996年3月26日の広島地方 

裁判所判決と同様に業務上の疾 

病と認める判決を下した。

同判決は、まず第1の論点で 

ある「じん肺と肺がん発生との因 

果関係」について判断を示してい 

る。

被災者側は、「わが国および海 

外においてメタアナリシスに基づ 

く総合的検討の結果、じん肺と肺 

がんとの間に因果関係があるこ 

とが証明されていると主張」する 

が、「メタアナリシスは、複雑な臨 

床の問題に対して簡潔な統計学 

的解答をもたらすものではなく、 

その定量的結論については注意 

を要するものとされていることが 

明らかであるから、これが疫学的 

な研究によって結論が分かれて 

V巧じん肺と肺がん発生との因果 

関係についての判断を確定する 

に足りる信頼性を有しているもの 

と断定することはできない」。

また、被災者側は、「IARC ［国 

際がん研究機関］が結晶性シリ 

力自体を発がん物質と認定してい 

ると主張」するが、「IARCの総合 

評価となった疫学調査及びその 

基礎となった動物実験等には問 

題があり(IARC (1997年)のレ 

ビューによると、結晶,性シリカの 

発がん性は、ラットでは認められ 

ているものの、マウス、ハムスター 

では認められていない。)、前記 

シリカとヒトの肺がんとの因果関 

係についてはいまだ確実な証拠 

が得られておらず、IARCの右認 

定は国際的な合意を得た最終結 

論ではないと言うべきである」。

被災者側は、「アメリカ合衆国 

のNIP (国家毒性評価計画)及び 

ドイツのDFG (ドイツ科学振興会) 

が結晶性シリカをヒトに対して発 

がん性のある物質に分類してい 

る上、韓国では原発性の肺がん 

をじん肺の合併症と認定する旨 

の労災認定の改訂がなされてい 

るように、世界の潮流は、すでに
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結晶性シリカと肺がんとの因果関 

係を認める方向にあると主張」す 

るが、「右はいずれも結晶性シリ 

力と発がんとの因果関係を必ず 

しも前提にするものではないので 

その主張を直ちに採用することは 

できない。しかも…わが国でも国 

際的な動きを背景とじて、当時の 

労働省において、じん肺有所見 

者に発生した肺がんにつき、局 

長通憲こ基づいてじん肺管理区 

分が4及び管理4相当と認められ 

た者に限って補償することが妥当 

か否かについて、医学的観点か 

ら検討することを目的として、『じ 

ん肺症患者に発生した肺がんの 

補償に関する専門検討会』にお 

ける検討を進めてきたが、平成12 
年12月5日に右検討結果を『じん 

肺症患者に発生した肺がんの補 

償に関する専門検討会報告書』 

としてまとめたこと［2001年1*2月 

号参照］、これによると、じん肺と 

肺がんとの因果関係については、 

最新の医学的知見によっても現 

時点ではいまだこれを確定する 

ことができないとされていることが 

認められるJ。 

、「そぅすると、現時点ではじん肺 

と肺がんとの間の因果関係を肯 

定する医学的知見が確立してい 

るとは認めがたく、じん肺と肺がん 

発生との因果関係につき、通常 

人が疑いを差し挟まない程度に 

真実性の確信をもつにはいまだ 

不十分であるので、その相当因 

果関係を認定することはできない 

ものというべきである(最高裁判 

所平成11年10月12日第三小法 

廷判決•裁判集民事194号1頁参 

照［1999年12月号参照］)。」

「じん肺と肺がん発生との因果 

関係」に関しては、嘆かわしいほ 

ど、まさに労働省の思わくどおり 

にミスリードされた判断になったと 

言ってよい。

第2の論点「医療実践上の不 

利益による業務起因性」につい 

ての判断は、以下のとおりである。 

「局長通達のじん肺管理区分 

にかかる要件を充足しない場合 

であっても、じん肺に合併した肺 

がんであって医療実践上の不利 

益があるものについて…業務上 

の疾病と認定する」ことは、「労災 

保険法1条の趣旨にかなうもの 

であるのみならず、前期…『じん 

肺症患者に発生した肺がんの補 

償に関する専門検討会報告書』 

において、『じん肺有所見者に発 

症した肺がんについて、さらに的 

確な労災補償の方策を検討する 

に当たり、上述の専門家の臨床 

経験のみならず、さらに具体的事 

例の集積を行った上で、医療実 

践上の不利益についての医学的 

根拠を詳細に検討し、これを一層

明確にする必要があると考えら 

れる。…』と提言していることにも 

適合するものである。J
そのうえで、本件被災者の「じ 

ん肺管理区分は管理4相当と管 

理3 ロの限界上にあるものである 

ところ、被災者は昭和56年11月 

20日当時に肺がんを発症してい 

たが、じん肺の存在によってその 

肺のエックス線写真にじん肺に 

る粒状のじん肺陰影が多数あっ 

たために右肺がの発見が遅れ、 

しかもじん肺と相まっTWしい肺機 

能障害が生じtv、たraこ加えて、 

さらに右肺機能障害のために外 

科手術も受けられず、結局、死 

亡するに至ったものと認められる 

から、本件事案においては医療 

実践上の不利益は著しいものが 

秘とい'きで蜘と判断した〇

なお、この事件は一審•広島地 

裁判決が、同じく医療実践上の不 

利益を根拠に業務上疾病と認定 

したために、広島中央労働基準 

監督署長側が控訴じ

たものである。

「低」管理区分じん肺死亡
長崎♦審査請求で業務上認定

長年炭鉱で構内作業に従事し 

ていたFさんは、じん肺管理区分 

2.続発性気管支炎で要療養の認 

定を受けた1996年以前から、気 

管支炎に加え不活動性の結核に 

伴う肺呼吸障害等の諸症状のた 

め入院生活を余儀なくされてきた〇 

その後じん肺症状は一層増悪し、 

2000年3月に至り体力の衰えが 

甚だしく、歩行すら困難となり、つ 

いに特別治療室(IC)で治療す 

ることとなり、気管の閉塞状況か 

ら生命の危険に及び、咽喉部分 

の切開手術を受けたうえ、人口管
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の導入で安定を図ろうと対策をと 

るため家族へその処置を相談の 

中途において不幸にも亡くなられ 

てしまった(79歳)。

遺族からの労災請求に対して、 

江迎労働基準監督署は不支給 

決定。全国じん肺患者同盟長崎 

県連合会が支援して、長崎労災 

保険審査官に審査請求を行って 

いたが、3月28日、原処分取り消 

し.業務上認定の決叙％^hfco 
監督署は、まず、じん肺の病像 

について、「年々進展、悪化して 

いた」という主治医の意見に対し 

て、監督署が意見を求めた地方 

労災医員の「じん肺の病像はお 

おむね軽度の状態で推移してお 

り、じん肺による著しい肺機能障 

害も認められない」という意見を 

採用。死亡直前に呼吸不全の状 

態であったと判断されることにつ 

いても、「胸部エックス線写真をみ 

ると、肺のう胞•肺気腫が主体で 

あることから呼吸不全の原因が 

じん肺及び続発性気管支炎とは 

考えられない」という地方労災医 

員の意見と、「じん肺の病像に進 

展がないことを併せて考えると、 

この呼吸不全の原因がじん肺に 

あるとは判断しがたい」とした。

合併症については、まず、「続 

発性気管支炎が認められるもの 

の、去痰剤気管支拡張剤の内服 

による対症療法が行われていた 

にすぎず、急性呼吸器感染を繰 

り返すといった経過も認められな 

いことから、合併症が重篤なもの 

であったとは判断できない」。主治 

医は意見書において直接死因を 

「肺炎•気胸」と所見しているが、 

ここでも地方労災医員の「明らか 

な肺炎所見は認められず、気胸 

は死亡に至るほどの重篤なもの 

とは考えられない」といぅ意見を採 

用した。

それならWf死亡原因は何なの, 

か明らかに示せと言いたくなると 

ころだが、地方労災医員は「死亡 

原因を特定することは困難」とし、 

監督署は一言も述べていない。 

長崎労災保険審査官は、長崎 

大学医学部附属病院の医師に 

鑑定意見を求めた。

鑑定意見は、胸部エックス線写 

真上の病像の進展は認められ 

ず、肺機能障害もh くに重篤な状 

態にあったとは判断できず、じん 

肺症は総じて安定じrおり死に至 

るほどの進行は認められないと 

判断。

一方、合併症については、「肺 

炎と思われる陰影は認めず、 

また軽度の気胸は認められるも 

のの、死亡に至るほど重篤なも 

のとは考え咙ない」としながらも、 

「じん肺｛ひる続発性気管支炎の 

増悪｝ひって痰が増加し、痰停滞 

が持続して、自己排痰困難のた

め、呼吸不全に陥ったことにより 

死亡したものと推定される」と結論 

づけた。これは、去痰剤、気管支 

拡張剤、〇2投与等の入院治療が 

行われていたこと、診療録に淡黄 

色粘稠痰の貯瘤が多量に認め 

られること、血液ガスのpco2高 

値*po2低値は喀痰貯瘤による 

換気障害が疑われ、両肺ブー音 

やヒュー音、咽頭ゴロ音も強いこ 

となどから重篤な状態にあったと 

判断されること等から導き出され 

たものであった。

労災保険審査官は、この鑑定 

意見に基づき頭書の決定を行っ 

たものである。

この間遺族を支えてきた全国 

じん肺患者同盟長崎県連合会で 

は、「低」管理区分のじん肺患者 

の遺族補償を切り捨てようどrる 

傾向があることに大きな憤りを 

語ってし込。「低」管理区分だから 

と言って決して軽症というわけで 

はなく、じん肺症状や合併症の進 

展等tひって襲ってくる深刻な病 

苦の実態を直視する必 

要がある。 鋤

人間工学、再反撃への準備
アメリカ參新規則策定のブッシュの公約

NYCOSH Update, 2001.4.12
3月20日にジョージ•ブッシュが 

OSHA(労働安全衛生庁)の人間 

工学基準を廃止する法衛こ署名 

した後、NYCOSH理事長ウイリ 

アム•ハニングは、「連邦議会は 

人間工学基準を廃止したものの、 

人間工学ハザードを根絶したり、 

人間工学傷害を予防したりしよう 

とはしていない。労働不能にする 

人間工学傷害の犠牲者は、1日 

に5千人近くにまで増加し続けて
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世界から

いる」と語った。

「人間工学基準はこれらの傷 

害の半数以上を予防することが 

できたはずだ」、とハニングは続 

ける。「私に言わせれば、人間エ 

学基準の無効化に賛成投票をし 

た連邦議員は、労働者を現に傷 

つけている人間工学ハザードに 

ついて使用者が何もしなぐrもよ 

いとしたのであるから、大いに非 

難されるべきである」。

アーレン•スペクター上院議員 

が人間工学について議論する上 

院歳出委員会労働小委員会の公 

聴会を開催すること(ぬったため、 

4月26日に、安全衛生活動家と労 

働組合は連邦議会と対決する機 

会を持っことる。AFL-CIO (ア 

メリ遍動総同盟.産別会言繼加、 

労働者の人間工学的防護を勝ち 

取るための第2ラウンドを組織化 

するステップとして、この集まりを 

活用しようと計画している。

サービス労働者国際組合(SEI 
U)の安全衛生部長ビル•ボーガ 

ンは、次のように語っている。「わ 

れわれはこの闘いにギブアップ 

してはいない。とりわけナーシン 

グ•ホームの労働者は他の職業 

よりも、人間工学に関連した傷害 

に苦しめられている。われわれ 

は、職場、地域、州および連邦、 

すべてのレベルで前進する計画 

を立てている。闘争を継続するこ 

とは、アメリカ中の今年のワーカー 

ズ•メモリアル•デーのテーマのひ 

とつでもある。」

労働省労働統計局(BLS)の予 

測によれば、人間工学基準が廃 

止されてから、スペクターが公聴 

会を開催するまでの6週間のうち 

に、さらに175,000人の労働者が 

人間工学傷害にかかることにな 

るだろう。AFL-CIOは、ブッシュ 

大統領が人間工学基準を廃止す 

る法律に署名した3月20日以降、 

人間工学ハザードにより傷害を 

こうむった労働者の数を記録紙 

続けている。BLSの予測に基づ 

いて計算すると、18秒ごとに1人 

増加することになる。この数字は 

AFしCIOのウェブサイトでみる 

ことができる。

先月、連邦議会とブッシュが人 

間工学基準を廃止したとき、労働 

組合と安全衛生活動家は、他の 

いかなる業務上の危険よりも深 

刻な労働関連傷害を引き起こす 

人間工学ハザードから労働者を 

守る新たな戦略を確立するため 

の、一致協力した努力を開始した。

連邦レベルでは、労働省長官 

ェレイン•チャオと数名の連邦議 

会指導者が、新たな人間工学基 

準一おそらくは廃止された基準よ 

りも全国製造業協会が受け入れ 

やすいもの一をつくることを約束 

してきた。「連邦議会内の浮動票 

を説得するために、ブッシュ政権 

は新しい人間工学基準を策定す 

ることを約束してきたが、われわ 

れはそれを実行させようと思う」と、 

NYCOSH専務理事ジョェル. 

シャフロは言吾る。「もちろん、彼ら 

が持ち出してくるものが、廃止され 

た基準よりも強力なものでないこ 

とはたしかだが、われわれは、針 

刺し傷害を予防する基準を獲得 

するために闘ってきたいそれは 

いまや労働者に適用されている」 

と、彼は付け加えている。

活動家たちは、州レベルまたは 

地域レベルの人間工学基準を要 

求することも検討している。十分 

な情報•資源がないことが、多くの 

地域でそのような基準を要求する 

圧力が起こりにくくしているが、活 

動家たちは、州または地域レベル 

の基準を獲得することが可能な 

ところはあるし、また、州基準のた 

めのキャンペーンが組織化のた 

めの重要な手段｝；^ると考えてい 

る。

多くの活動家たちがすでに、人 

間工学的防護への支持を打ち固 

める取り組みの中で、地域の労 

働組合、労働団体や市当局がそ 

のような人間工学対策に賛同す 

るよう働きかけをはじめている。 

いくつかの組織は、公務員労働 

者のための人間工学基準を実施 

するよう市当局にロビイ活動を開 

始している。伊］え［ず、NYCOSH 
は、来るべき選挙の民主党候補 

者に、市労働者のための人間エ 

学基準を公約するよう要求してい 

る。各候補者に宛てた手紙の中 

で、ハニングとシャフロは、市長に 

当選したら、市に雇用される労働 

者に対して〇 SHAが公布したの 

と同様の人間工学プログラムを 

実行するかどうかと尋ねている。 

NYCOSHでは、返事を受け取っ 

たら、公表する予定でいる。

地域の多くの労働組合が、団 

体交渉において、可能な限り、縫 

製•工業•織物労働組合(UNIT 
E)が実現したように［1• 2月号25 
頁囲み記事参照］、OSHAの人 

間工学基準の文言を協約の一部 

とするように、人間工学的防護を 

高める戦略について pmi 
議論している。
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